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司法書士
リアリスティック一発合格

絶対に受かりたい受験生に
絶対に受からせたい講師が
講師自身が受験界最短で合格した方法論を提供する講座

松本松本基礎講座 一般教育訓練給付制度
指定コースあり
対象：全科目一括

2022年2月までに刊行予定

ガイダンス＆
リアリスティック導入講義　全8弾
松本講師の5ヶ月合格法のノウハウの一部を公開します。
聴くだけでもためになるお得な無料公開講義です。
※一部の科目については、本編開講後に実施します。
※受講方法には次のものがあります（すべて無料）。
　◆LIVE参加：予約は不要です。実施校に直接おこしください。
　◆通信部DVD申込：別冊P.2の申込方法をご確認の上、お申し込みください。
　◆WEB視聴：辰已ホームページのストリーミングチャンネルでご覧ください。
　詳細はＰ.34をご覧ください。
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第
１
弾

司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入
東京本校ＬＩＶＥ
1/16（土）18:30-19:30

第
２
弾

これが司法書士試験だ！ データで徹底解剖
東京本校ＬＩＶＥ
2/13（土）18:30-19:30

第
３
弾

合格者を多数輩出するリアリスティック勉強法とは？
東京本校ＬＩＶＥ
3/13（土）18:30-19:30

第
４
弾

リアリスティック導入講義　民法の全体像①
東京本校ＬＩＶＥ
4/11（日）14:00-15:30

第
５
弾

リアリスティック導入講義　民法の全体像②
東京本校ＬＩＶＥ
4/18（日）14:00-15:30
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リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像
第
８
弾

東京本校ＬＩＶＥ
9/19（日）14:00-17:15

リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像
第
７
弾

東京本校ＬＩＶＥ
7/22（木）18:45-22:00

第
６
弾

開講直前ガイダンス
「オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～」

東京本校ＬＩＶＥ
4/25（日）14:00-15:30
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松本基礎講座では松本講師の講義の実際を体験していただくために豊富に無料の公開講義を用意しております。
●ガイダンス（第 1～ 3弾）…受験勉強を始めるにあたって知っておきたい情報を提供します。
●リアリスティック導入講義（第 4～ 5弾、第 7～ 8弾）…講義を始める前のウォーミングアップとして民法、不動産登記法、会社法・商業登記法の全体像
を学んでいただきます。
●オリエンテーション講義（第 6弾）…本編開講直前に、授業の受け方を説明します。
※講座の申込を決めた方は、導入講義とオリエンテーション講義を必ず受講してください。

通学部も通信部も

すべて無料

オリエンテーション
講義

導入講義
不動産登記法

導入講義
会社法・商業登記法本編開講リアリスティック

導入講義 民法ガイダンス

1 月 3月 4月 5月 7月 9月
無料公開講義の流れ



Congratulations 

「司法書士５ヶ月合格法」で知ら
れる松本雅典講師。
難関資格である司法書士試験にわ
ずか 5ヶ月の学習期間で合格を果
たしました。
その松本講師の勉強法を結集して
作ったのが「リアリスティック一
発合格松本基礎講座」です。 
「検索先の一元化」「共通する視点」
「松本式アウトプット」「シャド
ウィング音声学習」など、多くの
合理的な方法を駆使して受験生を
合格へと導いていきます。
2012年に第1期生が学習を開始。
これまでに数多くの合格者輩出し
続け、2021 年 5月には記念すべ
き第 10期がスタート！
一発合格を狙う方も、受験経験者
で基礎からやり直したいという方
も、リアリスティック一発合格松
本基礎講座で 2022年合格を勝ち
取ってください。
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「司法書士５ヶ月合格法」で知ら
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「松本式アウトプット」「シャド
ウィング音声学習」など、多くの
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2012年に第1期生が学習を開始。
これまでに数多くの合格者輩出し
続け、2021 年 5月には記念すべ

一発合格を狙う方も、受験経験者
で基礎からやり直したいという方
も、リアリスティック一発合格松
本基礎講座で 2022年合格を勝ち

合格へと導く合格へと導く
工夫満載の方法論と工夫満載の方法論と
巧みな講義巧みな講義

合格者も絶賛の合格者も絶賛の
傑出した指導力と傑出した指導力と
情報発信力情報発信力

写ってい  る合格者は全てリアリスティック一発松本基礎講座を受講した方々です。（東京での祝賀会に参加できた方のみです）写ってい  る合格者は全てリアリスティック一発松本基礎講座を受講した方々です。（東京での祝賀会に参加できた方のみです）

第10期生
Start

Congratulations Congratulations Congratulations Congratulations 
毎年多数の合格者を輩出してきた
リアリスティック一発合格松本基礎講座
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リアリスティック一発合格松本基礎講座出身

2019年司法書士試験合格者

■受講のきっかけ
松本）
私の講座をどこで見つけて、何を決め手に
選んだのかを教えてください。
中村さん）

単純に「法律家かっこ
いい」と思っていた時
に松本先生のYouTube
の動画を見たんです。
それがすごいキレッキ
レのトークで、「何こ
の人？」と思っていろ
いろ調べていくうちに

司法書士を目指すようになりました。先生
の動画を見たのが司法書士を目指すきっか
けだったので、それしかないという感じで
した。最初は独学で受けて落ちてしまった
ので、次は講座を受けるしかないかなと。
萱島さん）

講座にはお金がかかる
ので、かなり時間をか
けて調べました。各予
備校の無料講義をいろ
いろ見た中で、松本先
生が一番勉強されてい
て熱意がすごいなと、
この人を信じていれば

合格をさせてくれるんじゃないかと強く感じ
ました。
繁永さん）

松本先生が記述式のガ
イダンスで「不動産登
記は枠ズレしても申請
順を間違えても却下さ
れなければ大丈夫」と
言うのを初めて聴い
て、「この先生はそれ
をしっかり調べている

んだ」と思ったのが決め手でした。
内山さん）

僕は独学が長かったん
ですけど、法改正とか
にどうしても追い付け
なくなって、ネットで
情報を探していた時に
松本先生を初めて知っ
て、話がすごく分かり
易いなと思ったのが最

初です。その後、もう一度
基礎から勉強し直したいな
と思って基礎講座をいろい
ろ探している中で、理由付
けに力を注いでいるなとい
うのを一番のポイントとして松本先生の講
座を選びました。丸暗記が苦手でしたので。
田邊さん）

とにかく早く合格した
いというのがあって、
本屋で松本先生の「5 ヶ
月合格法」を買って読
んだのがきっかけで
す。ポイントを絞って
効率的に勉強したかっ
たので、11 月の行政

書士試験を受けた後、12 月から翌年 7 月の
合格を目指す「追っかけチャレンジコース」
で松本先生の講座を受けることにしました。
松本）
子育てをしながらでしたよね。勉強時間が
なかったと思いますが、それでも翌年合格
を目指したんですね。
田邊さん）
翌年 7 月に合格する気でやっていました。
結局できませんでしたけど。
松本）
でもそのあと１回で受かったんですね。トー
タルで勉強期間は１年半くらいですか。
田邊さん）
そうです。先生のテキストしかやっていま
せんし、講座を選ぶ時も先生の講座以外は
まったく検討していません。先生が話すス
ピードが速いのもいいなと思いました。

■テキストと演習
松本）
テキスト中心か、問題演習中心か、どちら
でしたか？
中村さん）
テキストでした。テキストはかなり回しま
した。何十回まわしたか分からないくらい、
リアリスティックのテキストなら絶対に自
分が一番回したという自信がありました。
松本）
中村さんは上位合格されたそうですね。
中村さん）
総合６位でした。それでも合格発表を見る

までは自信がなかったです。
萱島さん）
とにかくテキストを回すことを一番に考え
てやっていました。主要科目は 10 回くらい、
マイナー科目は６～７回。
繁永さん）
僕もテキスト重視で、回したのは全部で６回
です。あとは、過去 10 年分の過去問を２回
まわしました。
内山さん）
独学の当時は問題集を中心にやっていたん
ですけど、松本先生の講座にしてからは、
松本先生が指定した過去問以外は問題集を
全くやらずに、松本先生のテキストだけを
やりました。主要科目は７回くらい、マイ
ナー科目は４～５回くらいです。
松本）
内山さんも上位合格されたそうですね。
内山さん）
総合３位でした。先生のおかげです。
田邊さん）
私はテキスト派です。でも過去問が手薄だ
と自分が不安になるので、過去問もある程
度回したという感じです。テキストはすべ
ての科目を 11 回、過去問は全部を５回に苦
手なところをプラスで何回かというところ
です。

■講義スタイルについて
松本）
テキストを画面に映して書き込みながら講
義を進めていくスタイルはどうでしたか？
中村さん）
僕には合ってました。聴いていて「どこを
やってるんだろう」というのがなかったの
が良かったです。迷子になることがありま
せんでした。
萱島さん）
ポイントが掴み易かったというのが一番大き
くて、一回講義を聴けば復習の段階では「赤
が大事なところ、青が理由付け」と自分の頭
の中で明確に整理することができたので、こ
の講義スタイルはいいなと思いました。
（次のページへつづく）

短期合格も短期合格も
上位合格も上位合格も
基礎からやり直しも基礎からやり直しも
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（以上、全員令和元年度司法書士試験合格者）
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繁永さん）
テキストを回数まわさなくちゃいけないの
で、２回目以降に色を意識してやっていく
と、いろんなところが削がれていますから、
非常に効率的に回すことができました。
内山さん）
僕もやり易いなと思いました。途中で何の
話をしているのか、どこが重要なのか分か
らなくなってくることがよくあるんですが、
この講座では、何を覚えればいいのか、赤
で書いたところですよというふうに書いて
もらっているので、本当に分かり易くて、
しかも復習がし易いと感じました。「赤を思
い出すために青から考えればいいんだ」「緑
は全部覚えればいいんだ」と頭の中をシン
プルにできるので、やり易かったです。

田邊さん）
私は復習がし易かったというのが一番大きい
ですね。あと、受講生によってテキストに書
いてあることが違うというようなことが起こ
らないので安心感がありました。
■講座の受け方
松本）
講義は繰り返し聴きましたか？
中村さん）
僕は１回だけです。
萱島さん）
私は１回聴いて、復習を始める段階で分から
ないところだけピンポイントでもう１回聴き
ました。
繁永さん）
僕も１回だけです。あとはテキストだけで
した。
内山さん）
僕も１回だけです。スマホを机の上に置い
て見ていました。ちょっと分からないなと
思った時は一度止めて、ゆっくり考えて、
それからまた再生するというやり方で進め
ていました。講義は 1.2 ～ 1.4 倍速くらいで
聴いていたので、それでも１回３時間くら
いで聴けました。
田邊さん）
私も１回です。時間がなかったので。苦手
なところもテキストを何回か読めば分かっ
てくるので、テキストだけでいきました。

■記述式推測採点基準について
松本）
記述式の推測採点基準は利用されました
か？
中村さん）
僕はあれを見ていなかったら今年は落ちて
いましたね、答案の裏表を間違えて書いて
しまったので。
萱島さん）
私も一通り読みました。配点の低いところは
本試験でも後回しにしました。
繁永さん）
僕も拝見しました。配点の低いところは簡
潔に書くことを心掛けました。受験生にとっ
てはブラックボックスの部分なので、非常
に参考になりました。
内山さん）
今年の試験でもテクニックとして使った部
分はあります。配点の低い部分は簡潔に書
きました。
田邊さん）
私も参考にしました。当日は時間が足りな
かったので、配点の低い部分は飛ばしまし
た。あと、先生が略してもいいとされてい
たものは略して書きました。
■シャドウイング用音声について
松本）
シャドウィング用音声は利用されました
か？
中村さん）
申請書だけ利用しました。毎回の勉強の開
始にシャドウィングをやると決めてやって
いました。ルーティンみたいなものかもし
れませんね。
萱島さん）
申請書だけを使っていました。仕事をしてい
た時は通勤の車の中で聴いて、仕事を辞めて
からは家事をしながら聴いていました。
繁永さん）
僕も申請書だけ使いました。車を運転して
いる時とかに聴きました。
田邊さん）
私も申請書だけ聴きました。主に一人で歩
いている時、移動時間に聴きました。歩い
ている時はテキストや過去問はできません
ので聴いて勉強すると決めていました。

■最後にひとこと
松本）
最後に、これから受験をする方に一言お願
いします。
中村さん）
まず諦めないこと。そして、選んだ講師を
信じぬくということ。講師を信じ切ってやっ
たほうがいいと思います。
萱島さん）
私も諦めないこと。選んだ先生を信じるとい
うことですね。
繁永さん）

僕も一緒で、諦めずにテキストを信じて、
あとはやり続けるしかないですね。

内山さん）
僕も同じで、「続ければきっといつかは」と
いう思いで、どうやって続けるかが大事だ
と思います。なるべく楽しんで勉強を続け
て、いつか形になってくると思うので、そ
れを信じてやるしかないと思います。
田邊さん）
私は子育てをしていて、限られた時間の中
で勉強をしなければいけないという環境
だったんですが、松本先生の講座では効率
的に記憶をする方法も学べますので、時間
が限られている方も、司法書士になりたい
という思いがあるのであれば、諦めずに勉
強をされるのがいいんじゃないかと思いま
す。
松本）
本日はありがとうございました。

実際の講義映像より

中村さんが使用
した講座テキスト

※本パンフレット作成時点で 2020 年度司法書士試験の合格発表がなされていませんので、
2019年合格者へのインタビューを引き続き掲載いたします。
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従来型
合格まで４年は覚悟する。

松本式
絶対に合格できるという
自信をもつ。合理的な勉
強法で真剣に学習すれば
１年で必ず合格できる試
験である。

比 従来型
本試験「直前」に使えるよ
うに情報を一元化する。

松本式
本試験「当日」に問題を
解くときに、頭の中で思
い出す検索先を一つに特
定する＝情報の一元化で
はなく検索先の一元化

比

従来型
自分にあった勉強法を探
す。

松本式
最短で合格できる勉強法
に、ただひたすら自分を
あわせる。

比 従来型
過去問は何回も何回も繰
り返し解く。

松本式
過去問の元になっている
条文・判例自体を思い
出せるようにすれば過去
問は何回も解く必要がな
い。

比

従来型
忘れないためには、覚え
られるまで何度でも繰り
返し復習するしかない。

松本式
一度頭に入ったことは頭
からなくなることはない。
思い出すプロセスを決め
て、そのプロセスを本試
験で再現できるよう訓練
するのが勉強である。

比 従来型
過去問を「知識が身につ
いているかの確認」に使
う。

松本式
過去問を「問題の答えを
出すために必要な知識」
を判別するために使う。
知識の確認ツールとして
は、過去問は不十分であ
る。

比

従来型
テキスト・過去問にない
問題に対処するために
もっと知識を増やすよう
に努力する。

松本式
テキスト・過去問に載っ
ていない知識の肢を、テ
キスト・過去問に載って
いる知識から推理で判断
する訓練をする。知識を
増やすことに労力をかけ
ない。

比 従来型
テキストに、関連する他
の科目の内容や定義など
をどんどん書き込んでい
く。

松本式
基本テキストに関連する
他の科目の内容や定義な
どは、「言葉」としては
書かない。本試験で思い
出すための記号しか書か
ない（リレイティング・
リコレクト法）。

比

従来型
インプット＝テキスト、
アウトプット＝問題演習

松本式
インプットもアウトプッ
トもテキストで行う。

比 従来型
記述は書いて書いて書き
まくる。

松本式
記述式を書いて勉強する
のは時間がかかり過ぎ
る。申請書はシャドウイ
ング（P.32 参照 ）＋ 音
読で。

比

従来の勉強法 松本式
5 ヶ月合格勉強法 ここが違う。
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講義で、WEBで、書籍で 発信を続ける・松本雅典

ブログでの発信
■司法書士試験リアリスティック合格ブログ
松本雅典講師が、2010 年の司法書士試験合格前から続けているブログ。
受験に関する情報の内容的な充実度および更新頻度は、他の追随を許さない。
ブログへのアクセス数は、同ジャンルのブログの中でも常にトップクラスに位置しており、司
法書士試験受験生のみならず、行政書士・宅建士の受験生にもブログ読者は多い。
掲載内容は、勉強の方法論や司法書士試験に関する情報ばかりでなく、モチベーション維持法
や試験に臨む姿勢、ブログ読者の合格体験記など多岐にわたる。

リアリスティック一発
合格松本基礎講座の受
講生フォローのために
設けられた講座専用の
ブログ。通学・通信を
問わず多くの受講生が
利用している。
※本ブログは受講生専
用のため、それ以外
の方は閲覧できませ
ん。

司法書士 リアリスティック ブログ

■リアリスティック一発合格松本基礎講座 講座専用ブログ

Twitterでの発信
松本 雅典（司法書士試験講師）Twitter
司法書士試験に関する話題にとどまらず、周辺的な様々
なことにまで、松本講師らしいツイートをしています。
https://twitter.com/matumoto_masa

All About 司法書士試験ガイド
としての発信 YouTubeでの発信

生活総合情報サイト「All About」において「All 
About 司法書士試験ガイド」として活躍しています。
http://allabout.co.jp/gm/gt/2754/

■松本雅典・司法書士試験講師
2020年に開設した YouTube チャンネル。
講座やガイダンスのような枠にとらわれず試験に関する
情報やアドバイス、時には他校の講師との対談まで、幅
広い内容を配信している。

書籍での発信
松本雅典著
司法書士 5ヶ月合格法第 3版
自由国民社刊　￥1,800（税別）

2011 年 10 月の第１刷
で話題となって以降増刷
を重ね、累計発行部数
25,000 部を誇る司法書
士試験対策書籍のベスト
セラー。司法書士試験受
験対策に革新をもたらす
画期的な方法論が満載で、
2019 年 3 月には第 3 版
が出版されている。

松本雅典著
予備校講師が独学者のために書いた
司法書士 5ヶ月合格法
すばる舎刊　￥1,900（税別）

合格だけを冷徹なまでに見
つめたリアリスティック勉
強法があなたの未来を一変
させる ! ！
余計なことは考えるな！
『点獲りマシーン』に徹す
る―。
受験生から絶大な支持を得
ている若手人気講師が伝授
する“最強の勉強方法”と
は…？

松本雅典著
司法書士リアリスティック不動産登記法 記述式 第 2版
日本実業出版社刊　￥3,400（税別）

受験生に大好評の「不動産登記法 記述
式」を、民法改正(平成29年債権法改正・
平成 30年相続法改正 )に完全対応のう
え、すべての問題を入れ替えて大改訂。
改正点を踏まえたうえで、実戦に備え
て効率的に学習できるテキスト。
「図形式整理法」による事案整理のコツ
や「SVO式」による別紙の把握の仕方
など、初版に掲載されていた方法論に
加え、[ 第 2 版 ] では、合否を分ける
といわれている「申請件数と申請順序」
のポイントをつかみやすいように、「申
請件数・申請順序 100 本ノック」も新
たに収録。

松本雅典著
司法書士リアリスティック商業登記法  記述式 第 2版
日本実業出版社刊　￥3,600（税別）

平成 26 年 (2014 年 ) 発行の旧版を、令
和元年 (2019 年 )「会社法」「商業登記法」
改正に完全対応のうえ、新たな問題を追加
して大改訂。改正点を踏まえたうえで、実
戦に備えて、効率的に学習できるテキスト。
従来から出題されていた変更型はもちろ
ん、近年出題が増えている組織再編型の問
題も収録し、それぞれ確実に解答を書くた
めの方法をわかりやすく解説。試験当日、
どちらの問題が出題されても対応できる力
が養われます。また、「登記することがで
きない事項 80 本ノック」を新たに収録。
本編を繰り返し学んで、速く的確に判断す
る力を身につけましょう。

松本雅典著   司法書士試験リアリスティックシリーズ   辰已法律研究所刊
①民法Ⅰ   ￥2,200（税別）  ②民法Ⅱ   ￥2,200（税別）   ③民法Ⅲ   ￥2,900（税別）  ④不動産登記法Ⅰ   ￥2,900（税別）⑤不動産登記法Ⅱ   ￥2,700（税別）  
⑥会社法・商法・商業登記法Ⅰ   ￥2,900（税別）  ⑦会社法・商法・商業登記法Ⅱ   ￥3,100（税別）⑧民事訴訟法・民事執行法・民事保全法   ￥2,800（税別）  ⑩憲法＆⑪刑法　価格未定

2022 年 2月までに刊行予定
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松本雅典著、新教科書シリーズ。
1. 多すぎず、少なすぎない情報量。
2. 体系だった学習ができるように、見出し・小見出しのつけ方にかなり気
を配りました。

3.「不正確な表現とならないよう、わかりやすい表現をする」これに可能
な限り挑戦しました。

4. 説明順序は、基本的に「結論」→「理由」の順としています。
5. 講師が毎年講義をする中で調べ、ストックした相当数の理由付けを記載。
6.「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」など、“複数の知識を思
い出すための思い出し方”を記載。

7. 図表を適宜掲載。



検索先の一元化

共通する視点
音声学習

単に「読む」「書く」ということだけでなく、「音読」などを勉強に取り入れると、勉強の効率
は非常に上がります。単に読んだり書いたりするよりも、声に出す方が脳の記憶を司る海馬という
部分を刺激するということは、科学的に明らかになっています。テキストのポイント・条文・申請
書などいたる箇所で、この方法を取り入れるべきです。
そして、この音声学習の最たるものが「シャドウィング」です。「シャドウィング」は、英語学
習においてよく使われます。ネイティブが読んだ英文を聴き、すぐにそれを追いかける形で音読し
ます。司法書士試験の出題のメインである条文、及び、登記の申請書でこの「シャドウィング」を
取り入れることによって、非常に効率よく条文及び申請書を習得することができます。

Recollect 法
法律の勉強は、理解することによって知識を思い出すのが王道であり、それが最も重要である
ことに異論を唱える人はいません。しかし、法律は人間が作ったものですので、どんなに考えて
も理解出来ないこともあります。そこで、この「Recollect法」を使います。「Recollect法」と
は、「思い出す方法」ということです。ある知識が問われた時に、どのように思い出すかをあらか
じめ決めておき、本試験でその知識が問われた時には、それに従って思い出します。以下のような
「Recollect法」があります。
・算数的Recollect法
・Relating・Recollect法
・ゴロ合わせ・替え歌Recollect法
・こじつけRecollect法
・漢字Recollect法
・知り合い当てはめRecollect法
・斜線Recollect法
これらのRecollect法を使いこなすことにより、理解できない事項も効率的に攻略することがで
きます。本番でしなければならないことは、「思い出すこと」です。

アウトプット（本当のOutput ）
短期合格に重要なこと、それは「テキストの勉強＝インプット、問題演習＝アウトプット」と分
けないことです。受験界では、アウトプットは問題を解くことだと言われています。しかし、本当
のアウトプットとは、問題を解くことだけではありません。「Output」を辞書で引くと「出力す
る」などと出てきます。つまり、アウトプットとは「頭から出す」という意味です。多くの受験生
は、問題を解いている時にしか「頭から出す」という動作をしていません。そうではなく、テキス
トなどを読む時にアウトプットをしながら読むと、非常に効率的な勉強ができます。左ページ中段
の図にあるように、どのような形で出題されても対応できるテキストなどをアウトプットすること
によって、最小限の労力で最大限の効果を出すことができます。

松 本 式 合 格 法松 本 式 合 格 法 基本term基本term

カコ問
「カコ問」とは、過去に本試験で実際に出題された問題のことです。過去の出題例を分析するこ
とによって、今後、本番で出題される問題が予想できます。また、カコ問と同じ知識も多数出題さ
れます。よって、カコ問は重要です。この点を捉えて、下記の図の左にあるカコ問を繰り返し何回
も解くという方法が、一般的となっています。
しかし、これが合格まで数年かかる要因になって
います。なぜなら、本番の試験ではカコ問と同じ知
識は出題されますが、①出題形式を変えて出題す
る、②カコ問の知識を2つ組み合わせて出題する、
といったことがよくあります。つまり、右の図のよ
うに、同じ知識でも本試験の出題の仕方が異なり、
対応できないということが多々あります。右の図で
は、3つしか「本試験」がありませんが、実際には
何十種類も出題パターンがあります。
よって、どのような形で出題されても対応できるように上にあるテキストなどに検索先を一元化
し、下から行くのではなく、上から行く必要があります。

司法書士試験は、資格試験の中でも、記憶しなければならない知識が多い試験です。一つ一つ理
解していくというのが基本ですが、それだけでは短期合格は厳しいのが実際のところです。そこ
で、ある項目を学習する時に「共通する視点」を使います。たとえば、民法で「地役権」というも
のを学習します。この地役権については、20～30個程度の知識を記憶しなければなりません。し
かし、以下の2つの「共通する視点」を使えば、15～20個は一気に記憶することができます。
① 地役権とは、土地（要役地）のための権利であり、土地（要役地）にくっついている権利である。
② 地役権の規定は、要役地の所有者に有利なように規定されている。
　 このように“複数の知識を共通する視点で切る”ということができるように、松本講師の講義
では多数の「共通する視点」を提供します。

「情報の一元化」と対比される概念で、「検索先の一元化」という考え方があります。「検索先
の一元化」とは、ある知識が問題で問われた時に決まった箇所を思い出すということです。本番の
試験に持ち込めるのは、文房具と“自分の脳”だけです。ですから、本試験である知識が問われた
時に、頭の中でどこを検索するかを決めておくのです。
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  各予備校に、法律学習未経験の方を対象とした基礎講座はあり

ます。しかし、どの基礎講座も一発合格者が1人出ればいい方と

いうのが現状です。それでは、司法書士試験に1回の試験で合格

することはできないのか？　できたとしても、特別な能力を持っ

た人だけが1回で合格できるのか？　そんなことはありません。

  たしかに、これまでの受験界の常識とされていた「情報の一元

化」「テキストの勉強はインプット、問題を解くことがアウト

プット」「とにかく何度もカコ問を繰り返す」「記述の申請書は

書いて書いて書きまくる」等といった間違った勉強法では、一発

合格できるのは特別な能力を持った人だけになってしまいます。

しかし、私が提唱している「情報の一元化ではなく検索先の一元

化」「アウトプットの最高の教材はテキスト」「カコ問を何回も

回すという方法ではなく、よりレベルの高いアウトプットをす

る」「条文・記述の申請書は、シャドウイング・音読学習法で」

等といった正しい勉強法を採れば、特別な能力がなくても、働き

ながらであったとしても一発合格が可能です。

  私は、従来の勉強法と全く異なったこれらの勉強法を『司法書

士5ヶ月合格法』（自由国民社刊）という本に書きました。本講

座は、まさにこの本に書いている勉強法を具現化した、従来の基

礎講座とは全く次元の異なる基礎講座です。

  講座をご受講して頂くにあたって、みなさんにお願いがありま

す。それは、「自転車は必ずご自身の力でこいで下さい」という

ことです。どういうことかと言うと、司法書士試験とは、たとえ

て言うなら東京から大阪までの道のりです。みなさんは、東京か

ら（ゼロから）スタートして、大阪（合格）を目指します。もち

ろん、どの道を通るべきか（何をどこまで勉強するべきか）は、

私が示します。他の予備校では用意してくれない自転車（効率の

良い勉強法）も用意します。しかし、自転車はみなさん自身でこ

いで頂かないと（きちんと勉強して頂かないと）、大阪（合格）

に到着することはありません。自転車までは用意できますが、自

動車や新幹線は用意できません。しかし、きちんとこいで頂けれ

ば（きちんと勉強して頂ければ）、必ず大阪（合格）にはたどり

着きます。それだけは、お約束します。

松本雅典講師からのメッセージ
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ガイダンス、導入講義＆オリエンテーション講義（DVD）申込方法
①無料でご利用いただけます。 ②お申込みには申込コードが必要です。

【DVD申込コード】 第 1 ～ 3 弾 DVD：C1070R　 第 4 ～ 6 弾 DVD：C1071R
第 7 弾 DVD：C1072R　 第 8 弾 DVD：C1073R

③デリバリーサービスでのお申込はできません。
④ガイダンスは後日、辰已ホームページのストリーミングチャンネル※（無料）にて視聴できます。
※都合により講義の一部をカットすることもございます。なお、ストリーミングのアップまでに相当な日数

を要する場合があります。アップされたガイダンスは、辰已ホームページにてご案内いたします。お電話、
メール等でのお問合せはご遠慮ください。

⑤お申込みは、辰已 HP からが便利です。

辰已 TOP →司法書士→初学者向け講座＆ガイダンスへアクセス
http://www.tatsumi.co.jp/shihou_shosi/index_b.html より

★上記 URL から「申請フォーム」にてお申込ください。
※リアリスティック一発合格松本基礎講座のガイダンス、導入講義＆オリエンテーション講義（DVD）
のお申込みは上記HP受付の他、各本校の窓口、郵送のいずれかに限ります。

ガイダンス＆
リアリスティック導入講義　全8弾

松本基礎講座では松本講師の講義の実際を体験していただくために豊富に無料の公開講義を用意しております。
●ガイダンス（第 1～ 3弾）…受験勉強を始めるにあたって知っておきたい情報を提供します。
●リアリスティック導入講義（第 4～ 5弾、第 7～ 8弾）…講義を始める前のウォーミングアップとして民法、不動産登記法、会社法・商業登記法の全体像
を学んでいただきます。
●オリエンテーション講義（第 6弾）…本編開講直前に、授業の受け方を説明します。
※講座の申込を決めた方は、導入講義とオリエンテーション講義を必ず受講してください。

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
導
入
講
義

第
４
弾

リアリスティック導入講義　民法の全体像①
他の法律系の資格試験においても同様ですが、民法が最も基本であり、最も重要な科目
です。司法書士試験においては、午前択一の 35問中 20問が民法からの出題です。そ
れだけでなく、他の科目を理解する上でも民法の理解は不可欠です。よって、ガイダン
スの 2回を用いて、民法の全体像をお話します。本講座は民法から始まりますので、本
ガイダンスを受講することによって、スムーズに本講座に入っていけます。

東京本校ＬＩＶＥ

4/11（日）
14:00-15:30

第
５
弾

リアリスティック導入講義　民法の全体像②
リアリスティック導入講義　民法の全体像①に引き続き民法の全体像に関する後半の講
義を行います。講座の受講を決めた方は、導入講義を本編の講義の一部ととらえ、民法
の全体像①とともに必ず受講してください。

東京本校ＬＩＶＥ

4/18（日）
14:00-15:30

ガ
イ
ダ
ン
ス

第
１
弾

司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入
一般的に予備校では、講座を受講してもらうために、その資格を過度に持ち上げます。
しかし、みなさんは 1年という時間と安くはないお金をかけて、資格取得を目指すわけ
です。そして、司法書士レベルの資格であれば、多くの人が一生の仕事とします。です
から、本ガイダンスでは、司法書士試験の合格後にある実情（仕事・就職・収入）をお
話します。

東京本校ＬＩＶＥ

1/16（土）
18:30-19:30

第
２
弾

これが司法書士試験だ！ データで徹底解剖
東京本校ＬＩＶＥ

2/13（土）
18:30-19:30

試験日程・試験科目などを説明します。司法書士試験の最大の特徴は、午前択一・午後
択一・午後記述のそれぞれに基準点（＝足切り点）が設けられており、択一に関しては
6割 5分～ 8割 5分と基準点（＝足切り点）が高い所です。しかし、その公表されてい
る基準点（＝足切り点）以外に、ほとんど知られていない「消化試合」というものもあ
ります。基準点（＝足切り点）と消化試合から、対策を考えていきます。

第
３
弾

合格者を多数輩出するリアリスティック勉強法とは？
残念ながら、司法書士試験に一発で合格する人がほとんどいないのが、現在の受験界の
惨状です。しかし、この試験は、真に効率的な勉強法を採れば、5ヶ月で（受験勉強の
みに専念できるという条件付き）合格できる試験です。そのための方法として、このガ
イダンスでは、従来の「情報の一元化」と対比される「検索先の一元化」、問題を解く
ことのみをアウトプットと考えない「本当のアウトプット」、「カコ問至上主義の脱却」
等についてお話します。 

東京本校ＬＩＶＥ

3/13（土）
18:30-19:30

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
導
入
講
義

第
７
弾

リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像
不動産登記は、実際の役所での手続の話なので、最初はとっつきにくい科目です。無理
なくスムーズに理解していくためには、相当工夫された教材・講義が必要です。この導
入講義は、不動産登記法を初めて学習する方でもスムーズに入れるように工夫したもの
なので、不動産登記法の学習は、この導入講義から始めてください。

東京本校ＬＩＶＥ

7/22（木）
18:45-22:00

第
８
弾

リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像
会社法は、理解できず暗記に走ってしまう受験生の方が多いです。そうならないように
するため、この導入講義では「そもそも株式会社は何のためにできたのか？」といった
会社法の裏にある根本的な話をしていきます。この導入講義の話が、会社法の知識を入
れる枠（ボックス）となります。

東京本校ＬＩＶＥ

9/19（日）
14:00-17:15

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
講
義

第
６
弾

開講直前ガイダンス「オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～」
本ガイダンスが、開講前の最後のガイダンスです。よって、本講座の受け方について説
明します。授業に持って来て頂くもの（「授業には、何色と何色のボールペンを持って来
て下さい」という細かい話までします）から、予習・復習の仕方などについてお話します。
また、特に重要な授業の受け方についても、お話します。「講師の言っていることを書き
写していたら、何の話をしているか分からなくなった」などの経験は、誰にでもあると
思います。そういった事態に陥らないように、本ガイダンスを有効活用して下さい。

東京本校ＬＩＶＥ

4/25（日）
14:00-15:30

オリエンテーション
講義

導入講義
不動産登記法

導入講義
会社法・商業登記法本編開講リアリスティック

導入講義 民法ガイダンス

1 月 3月 4月 5月 7月 9月
無料公開講義の流れ

松本講師の5ヶ月合格法のノウハウの一部を公開します。
聴くだけでもためになるお得な無料公開講義です。
※一部の科目については、本編開講後に実施します。
※受講方法には次のものがあります（すべて無料）。
　◆LIVE参加：予約は不要です。実施校に直接おこしください。
　◆通信部DVD申込：別冊P.2の申込方法をご確認の上、お申し込みください。
　◆WEB視聴：辰已ホームページのストリーミングチャンネルでご覧ください。
　詳細はＰ.36をご覧ください。

通学部も通信部も

すべて無料
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形式

午前の部
9:30～11:30

午後の部
13:00～16:00

多肢択一式
（マークシート）

多肢択一式
（マークシート）

記述式

105点配点

＊記述式問題とは、登記申請書の記述事項、判断の理由等を総合的に問うものです。
　択一式問題は、1問3点です。

105点 70点

科目 憲法 3問
民法 20問
刑法 3問
商法 9問

合計 35問

不動産登記 1問
商業登記 1問

不動産登記法 16問
商業登記法 8問
民事訴訟法 5問
民事保全法 1問
民事執行法 1問
供託法 3問
司法書士法 1問

合計 35問 合計 2問

9月

　合格者は受験地の法務局および地方法務局で掲示されるほか、本人に郵送で通知されます。
　この通知書は口述試験の受験票となります。
　また、発表日当日、法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）にも合格者の受
験番号を掲載します。

10月

11月

4月

受験資格 年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できます

出願期間

願書提出先 受験地を管轄する法務局または地方法務局の総務課

願書提出方法

法務局または地方法務局の総務課
問い合わせ先 司法書士試験に関するお問い合わせは法務省東京法務局

03（5213）1323

5月中旬から下旬

郵送または持参

試験形式 口述式

試験科目

所要時間 一人あたり15分程度

●不動産登記及び商業（法人）登記に関する知識（登記申請書の作
　成に関するものを含む）
●その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する
　業務を行うのに必要な知識及び能力

願書配付

出願

7月
筆記試験

筆記試験
合格発表

口述試験

最終合格発表

ここ 10 年の合格者数は
平均で 700 人台
業務は拡大、高まる資格の価値
　ここ 10 年の合格者数は、出願者数の減少
にともない減少傾向にあります。しかし、こ
れとは反対に司法書士の業務範囲は近年拡大
しており司法書士の「資格としての価値」は
むしろ高まっています。
　司法書士の業務範囲は従来からの不動産・
商業登記業務に加え、成年後見業務や簡裁訴
訟代理等関係業務（法務大臣の認定が必要）
などが加えられました。

　左の表を見ると近年の司法書士試験の出願
者数は 2 万人前後であることがわかります。
　合格率は2.8～2.9％で推移してきましたが、
2014 年に 3％を超え、2019 年は 3.6％となり
ました。資格取得難度としては、合格率 3％
前後で安定しているといえます。

合格者の年齢、学歴は様々
　司法書士試験の合格者は、25 歳以上の方が
9 割以上を占めています。現役の大学生より
も、なんらかの社会経験を経た後に受験を開
始する方が多いのが特徴です。

合格者の 4 人に 1 人が女性
　女性の合格者も例年多く、2019 年度は
22.5％でした。家庭や育児との両立が可能で
あることなど、司法書士は女性にとって魅力
的な職種であることには変わりありません。

合格率は一定、司法書士試験は資
格取得難易度が保たれた資格
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948人
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707人
660人

2017

629人

2018

621人

20192018

601人

■出願者数・合格率等
出願者数 合格者数 合格率 合格点

31,228名 879名 207.5点2.8%2011
29,379名 838名 215.0点2.9%2012
27,400名 796名 221.5点2.9%2013
24,538名 759名 207.0点3.1%2014
21,754名 707名 218.0点3.2%2015
20,360名 660名 200.5点3.2%2016
18,831名 629名 207.0点3.3%2017
17,668名 621名 212.5点3.5%2018
16,811名 601名 197.0点3.6%2019
14,431名 - 名 - 点- %2020

33,166名 948名 212.5点2.9%2010

女性

男性
77.5%
466名

22.5%
135名

■合格者数の推移

　合格者の受験番号及び氏名を筆記試験の受験地を管轄する法務局又は地方法務局に掲示して
行うほか、同日、法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）に合格者の受験番号を掲載
します。また、最終合格者の受験番号及び氏名を官報に公告します。

平均年齢 最高年齢 最低年齢 ～24歳 25歳～

2011 32.94歳
2012 34.80歳
2013 34.78歳

2010 33.37歳
65歳 21歳
65歳 21歳
67歳 21歳

68歳 20歳
87人 792人
59人 779人
49人 747人

2014 35.04歳 66歳 20歳 47人 712人
2015 35.16歳 68歳 20歳 37人 670人
2016 38.03歳 71歳 21歳 26人 634人
2017 37.60歳 73歳 20歳 27人 602人
2018 38.77歳 80歳 19歳 26人 595人
2019 40.08歳 72歳 20歳 19人 582人

77人 871人

■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比■男女構成比

■合格者年齢

5月

これが司法書士試験。この試験を突　　破して未来を切り開こう。
正しい戦略と　　効率的なメソッドで合格できる。あとはあなたのやる気だけ。

司法書士試験
実施スケジュールと試験概要
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以下については、本パンフレット作成時点で公表されている情報のみを掲載しました。
最新の情報につきましては、辰已法律研究所ホームページでご覧ください。
https://www.tatsumi.co.jp/shihou_shosi/jyouhou.html



広がる活躍の場 就職に強い資格！
司法書士

司法書士になる！

年齢、職歴、学歴一切不問
多数の社会人合格者が！
司法書士の魅力として、年齢や職歴に関わらず活躍
できることが挙げられます。そのため司法書士試験の合格
者には社会経験のある人が数多くいます。また、司法書士
試験の受験資格にも学歴や年齢等の制限が一切なく、一定
の資格がなければ門前払いとなってしまうこともありませ
ん。司法書士は、まさに、誰にでも開かれた資格であると
いえるでしょう。

高収入者多数！ 
チャンスの宝庫！
近年、司法書士の職域は著しく拡大しています。そのため、
高収入の司法書士も数多く誕生しています。もちろん、個
人差があり、誰もが高収入を得ることができるわけではあ

りません。しかし、司法書士の職域の拡大によるビ
ジネスチャンスの増加に伴い、やる気と工夫次第
によって、さらなる高収入が可能なのです。やればやるだ
け結果がでる−司法書士業務は、まさにチャンスの宝庫で
あるといえるでしょう。

就職状況
合格後に、都市部で就職先の事務所が見つか
らないということは、ほとんどありません。
たとえば、関東では東京・神奈川・千葉・埼玉、
関西では大阪・京都・兵庫の合格者の方のう
ち事務所を探したほとんどの方が、就職先の
事務所を見つけています。

性別
就職するうえで、性別は関係ありません。「女
性だから就職先が見つからない」ということ
はありません。
ただし、フルタイムで働いてくれる方を募集
している事務所が多いので、「週３勤務希望」
などだと、候補の事務所が少なくなるといっ
たことはあります。

セーフティーネットに
地域によって差はありますが、司法書士の資格は、事務所への就職という面で非常に強い資格
です。文系資格の中で、これだけ就職に強い資格はあまりありません。また、このことは、合格後年数が経過し
ても変わりません。
これは、１つの「セーフティーネット」になります。仮に開業してうまくいかなくても、事務所に就職すること
もできます。また、他の業種で起業して、それがうまくいかなくなったら司法書士事務所に就職するといったこ
ともできます。このように、就職に強い資格を有しているということは、それ自体が１つのセーフティーネット
になるのです。

年齢制限もゆるい
「私は 40 代だけど、年齢制限で引っかかるので
は？」と不安に思う方も多いかもしれません。若
い方のほうが選択肢が広がるのは事実ですが、40
代でも、ほとんどの方が最終的に就職先の事務所
を見つけています。50代、60代だと、事務所に
就職するのではなく、すぐに開業する方が多くな
りますが、50代、60代でも就職先の事務所を見
つけて就職する方もいます。

社会人経験
社会人経験があるに越したことはありませんが、
社会人経験がない合格者の方も多いので、それが
理由で就職先の事務所が見つからないといったこ
とはありません。また、司法書士事務所は小規模
なところが多いので、面接時に所長の先生が気に
入るかどうかで決まります。

広がる職域、将来性抜群！
社会的信用も大の国家資格！
司法書士資格は国家資格であり、登記のプロフェッショナ
ルとして、社会から大きな信頼を受けています。また、従

来の登記申請業務に加えて、2003 年より、簡易裁判
所の訴訟代理権が与えられました。法務省の考査で
認定された司法書士は、弁護士と同じく、法廷における依
頼者の弁護活動ができるようになりました（簡易裁判所に
おける訴額 140万円以下の訴訟に限ります）。
成年後見業務や、クレサラ問題における債務整理業務など、
司法書士が大いに実績と信頼を築きつつある分野も増えて
います。司法書士は、大いに活躍の場が広がりつつある、
まさに将来性抜群の資格であるといえるでしょう。

資格取得後の選択肢が豊富、 
独立開業も企業への就職も有利！
司法書士試験は、実務上必要な内容を端的に問う試験であ

るため、資格を取得した後に短期間で独立開業する
ことも可能です。また、司法書士会等が主催する各種の研
修制度によって、司法書士としてのスキルと知識を磨いて
いくことができます。豊富な法律知識を活かして、企業
の法務部や総務部に就職することも可能です。企
業法務のスペシャリストとして、その専門性が社内で高く
評価され、重宝されます。企業への就職、あるいは独立開
業と、多様な選択肢が広がっていくことも、司法書士資格
の魅力の一つです。

顧客から感謝される、本当に 
やりがいのある仕事に出会った！
司法書士の多くが口にするのが、顧客から受ける感謝の気
持ちに対する充実感です。依頼された業務をプロフェ
ッショナルとしてきちんとこなし、依頼者の期待に応
えたとき、しばしば本当に心から感謝されます。依頼者か
ら受ける感謝の言葉は、何事にもかえられない満足感とや
りがいを司法書士に与えてくれるでしょう。

女性にも大人気！ 女性にも大人気！ 
女性合格者女性合格者も多数も多数！！
2019 年度の司法書士試験の合格者の2019 年度の司法書士試験の合格者の内、内、22.5％22.5％にあたるにあたる

135 名が女性でした。135 名が女性でした。司法書士の仕事は司法書士の仕事は定年がなく、定年がなく、
年齢に関係がな年齢に関係がなく働けるく働けること、また、独立開業がこと、また、独立開業が
できるため、家庭や育できるため、家庭や育児と司法書士の仕事の両立が可能で児と司法書士の仕事の両立が可能で

ある点が、女性にとって大きな魅力となっています。司法ある点が、女性にとって大きな魅力となっています。司法
書士の仕事は細かい数字やデータに気を配ることが多く、書士の仕事は細かい数字やデータに気を配ることが多く、
まさに女性に向いた資格であると言えるでしょう。また、まさに女性に向いた資格であると言えるでしょう。また、
ソフトに人の話を聞くことができ、依頼者に好印象を与えソフトに人の話を聞くことができ、依頼者に好印象を与え
ることができるという点も、女性に有利といえます。ることができるという点も、女性に有利といえます。

司法書士の資格については、「独立できる」「開業しやすい」など、独立・開業について語
られることが多いです。しかし、それだけでなく、実は非常に「就職」（司法書士事務所へ
の就職）に強い資格でもあります。
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実務家Interview 1 実務家Interview 2
松本基礎講座出身合格者（令和元年度） 松本基礎講座出身合格者（令和元年度）
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依頼者にとって常に敷居の低い法律家でありたいと思っています。友人知人から頼りにされ、相談を受けることが多くなった。

Profi le
大学卒業後、何度もの司法書士試験受験を経た
後、松本基礎講座を受講し、2019年司法書士試
験に合格。2019年12月に司法書士登録をし、現
在、兵庫県の「西はりま司法書士法人」に勤務。

Profi le
大学卒業後、会社員として楽器店や携帯電話販売
店にて勤務。2018年夏に松本基礎講座を受講開
始。2019年司法書士試験に合格。2020年4月、
熊本市中央区にて「かやしま司法書士事務所」を
開業。

●先生が司法書士を目指されたきっかけは
どのようなものでしょうか。

　私は大学で法学部であったこともあり、
法律の知識を使って地元の地域のための役
に立ちたいと思っていました。そして、大学
在学中に司法書士について知り、その職務
内容をあらわす「町の法律家」というフレー
ズに惹かれたのがきっかけです。

●先生は所属事務所でどのような業務をご
担当されているでしょうか。

　成年後見業務が 30％、不動産登記業務
が 30％、商業登記業務が 20％、裁判書類
作成業務が 20％といったところです。

●先生がご担当されている業務の現状、そ
して将来の展望に関して、先生はどのよ
うに思われるでしょうか。

　最近は後見業務がほぼ中心になってきて
いますね。現状、裁判所における成年後見
人等への選任割合も、司法書士は他の専門
職に比べて一番高く、その割合は年々増加
傾向にあります。私の活動する地域でも、
独居状態の高齢の方や身寄りのない障害者
の方など、問題を抱えた方が潜在的に多く
いらっしゃるように感じます。後見人として、
このような方々の様々な問題に対応できる司
法書士のニーズはますます高まっていくと思
いますね。

●先生が司法書士を目指されたきっかけは
どのようなものでしょうか。

　大学卒業後、地元の会社でサラリーマン
人生をスタートさせました。当初は、ここで
定年まで働いて老後はゆっくりと過ごしたい
な…というゆるい考えでした。しかし、当時
はバブル崩壊による景気後退期で、終身雇
用や年功序列といったそれまでの仕組みが
崩れかけ始めた時でした。そんな中で、将
来の具体的な自分像を思い描けなくなり、漠
然と不安だけが募っていきました。このまま
ではダメだ、なんとか行動を起こそうと思い、
本屋で立ち読みした資格情報誌に司法書士
の仕事が載っていたのを見つけたのが始まり
です。それまでは司法書士という職業がある
ことすら知りませんでしたが、独立が可能で
あり、定年もなく働けるところに魅力を感じ、
司法書士試験の勉強を始めました。

●先生の事務所ではどのような業務を行っ
ておられるでしょうか。

　現在開業してまだ 8 ヶ月程度ですが、不
動産登記が中心です。内訳は相続登記 6 割、
抵当権抹消が 2 割といったところです。元々
将来的には相続や生前対策などをメインにし
たいと考えていましたので、出だしとしては
満足です。

●先生が今後特に力を入れたいと考えてお
られる分野はありますか。

　相続や生前対策です。特に家族信託の分

●先生が今後特に力を入れたいと考えてお
られる分野はありますか。

　私は、成年後見業務に力を入れていきた
いと考えています。後見業務といえば、財産
管理と身上看護ですが、実際の業務内容は
多岐にわたります。具体的に、被後見人の
親族の相続、債務整理、不動産の売却の
登記等、様々なものがあり、言うなれば、
司法書士の総合格闘技のようなものと思っ
ています。千差万別な依頼者の問題に総合
的に対処していく必要のあるこの分野では、
さらに司法書士の活躍が求められているの
ではないかと思いますね。

●先生は司法書士会ではどのような活動を
されていますか。

　私が司法書士登録した頃からコロナウイ
ルスが流行り始めたため、司法書士会また
はその関連する会には出席できていません。
しかし、司法書士会には様々な分野の会が
存在しますので、業務の中で悩むことも出て
くると思いますが、そんな時もいろいろな人
の意見を聞くことのできるネットワークは十
分にできていると思いました。

●「司法書士の社会的価値」について、先
生のお考えを聞かせください。

　社会的価値はとても高いと思います。そ
の肩書きだけでも多くの方の信頼を得ること
ができます。初対面の方から不動産の権利
証を預かることなど、まず司法書士でなけ
ればあり得ませんしね。その反面、責任も
重大です。司法書士法の使命規定にあるよ
うに、法律事務の専門家として、国民の権
利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の
形成に寄与するために自己研鑽を日々積まな
ければならないと思います。

●「司法書士になってよかった」と実感さ
れたエピソードなどありましたら差し障
りのない範囲でお話しください。

　私は、依頼者にとって常に敷居の低い法
律家でありたいと思っています。そんな中、
依頼者の方から、相談しやすかったとか、
また話を聞いて欲しいと言われた時は特に
やり甲斐を感じますね。人の役に立てている
と実感が湧きます。

●これからの司法書士に求められる能力は
どのようなものでしょうか。

　私はコミュニケーション力だと思います
ね。どのような仕事であっても依頼者にとっ

野に力を入れていきたいと考えています。司
法書士業務の中では、非常に高度な知識と
スキルが必要ですが、だからこそ誰にでも出
来るものではない、専門性を高いレベルで求
められます。実際、取り組んでいる方もまだ
まだ少ないと聞いてます。他事務所との差別
化を図る意味でも重要な業務だと考えていま
す。 

●「司法書士の社会的価値」について、先
生のお考えを聞かせてください。

　現代社会は、少子高齢化や貧困、空き家
問題等、様 な々問題に直面しています。法律
に携わる者として、可能な限りで社会に対す
る啓発活動や提言等に積極的に関わってい
くことが将来的な司法書士の価値を高めるこ
とになると考えています。個人事務所として
は、経営とのバランスで難しい部分もありま
すが。

●開業にあたって経験をされたことや独立
をして特にやりがいを感じたことなどに
ついてお話しください。

　2020 年 2 月末に特別研修が終わり、3 月
から開業準備を本格的に始めました。名刺
や職印の作成、業務ソフト導入や業務マニュ
アルの作成など慌ただしい日 を々送りました。
4 月の上旬に開業届を税務署に出しましたの
で、約 1ヶ月くらいかかりましたね。ちなみ
に開業資金として地元の信用金庫様から融
資を受けました。開業後はそちらから数件登
記のご依頼をいただいてますので、資金に不
安があれば融資を受けるのも悪くないと思い
ますよ。
やりがいを感じるのはまだまだ先だと思って
ますが、同じお客様から後日、別の依頼を
受けた時には、嬉しかったですね。信頼して
いただけたのかなと。

●「司法書士になってよかった」と実感さ
れたエピソードなどありますか。

　やはり周りの友人知人から頼りにされ、相
談を受けることが多くなったことですかね。
あとは、同期の仲間や他士業の先生方、司
法書士の先輩方と出会えたことです。新しい
出会いは本当に嬉しいものですし、貴重な
財産です。 

●これからの司法書士に求められる能力は
どのようなものでしょうか。

　目まぐるしく変わる時代の変化について行
くのは当然ですが、如何にそれを先取りする

ての最善の結果を見出すためには、聞き取
りの段階でその方の情報をいかに抽出でき
るかにかかっていますからね。手続面だけ
を見るのでなく、なぜその手続きが必要な
のか、その具体的な事情を聞き取り、依頼
者の根本的な問題解決を図る能力が求めら
れていると思います。

●先生はリアリスティック一発合格松本基
礎講座を受講して合格されましたが、講
座に関して、松本講師に関して、それぞ
れ一言お願いします。

　私は合格までに、何年もかかりました。そ
れは、試験に合格するために必要な知識以
上の勉強をしていたからです。時には細かす
ぎる判例や先例を読んでいた時期もありまし
た。しかし、松本先生の講座は試験の合格
に必要な知識が整理されており、学習範囲
が明確でした。特に、講義の中で知識の関
連付けをしてくださることで、試験当日に思
い出しやすい知識を身につけることができま
した。お陰で先生の講座を受講してからは
2 回目で合格できました。もっと早く先生の
講座に出会っていればと今も思います。本当
にありがとうございました。

●これから司法書士試験の受験を始める
方、現在受験勉強をされている方に、先
生からのメッセージをお願いします。

　司法書士試験は難しく、簡単に合格でき
るものではありません。合格するまでに苦し
いこともたくさんありました。しかし、どな
たでも努力次第で合格できる試験だと思い
ます。大切な事は最後まで諦めないことで
す。私の場合、勉強を開始してから長い時
間がかかり、試験では合格点より 0.5 点上
で受かりました。本当にギリギリでした。粘
りを強くやってきた成果があったのかなあと
思います。これから試験を目指される皆様
が合格されることを切に願っております。

ことができるかが求められる能力だと思いま
す。これは司法書士業だけでなく、全ての
業種に当てはまることだと思います。あとは、
広い視野を持つこと、コミュニケーション能
力、士業はサービス業だと考えていますので、
ホスピタリティーの精神も求められるもので
はないかと思ってます。 

●先生はリアリスティック一発合格松本基
礎講座を受講して合格されましたが、講
座に関して、松本講師に関して、それぞ
れ一言お願いします。

　4 色のペンを使い、暗記するべき箇所、理
由づけの箇所など、テキストに色分けしなが
ら、講義を進めていきます。この色分けされ
たテキストのおかげで、記憶の定着を理由付
けしながらスムーズに行えました。過去問に
ついても先生から解くべき問題番号を細かく
指示されるので、それを繰り返し解きます。
直前期も勉強の進み具合で細かく指示をして
くれますし、メールでの相談に対しても、と
ても早かった記憶があります。
先生独特の語呂合わせも面白くかつ記憶に
は有効でした。
松本先生は受験生の目線に立って、テキスト
や講義を用意してくれています。その質は業
界一だと思っています。先生の講座にかける
熱量はとても熱いものがあります。思えばそ
の熱さに引っ張ってもらった受験時代でし
た。合格後にご挨拶させていただきましたが、
自分のことのように喜んでくれた先生には感
謝の気持ちでいっぱいです。 

●これから司法書士試験の受験を始める
方、現在受験勉強をされている方に、先
生からのメッセージをお願いします。

　合格までの道のりは険しく長い。相当の覚
悟と犠牲が必要です。諦めかけそうになる時
もあると思います。実際わたしもそうでした。
合格する過程は様々ですが、人生をかけて
試験に挑戦していたことは合格者みなさん共
通しているかなと思います。その努力が報わ
れるよう願ってます。



実務家Interview 3
松本基礎講座出身合格者（平成29年度）
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これからの司法書士は「シンプルさ」が重要だと思います。

Profi le
平成28年夏に松本基礎講座を受講開始し、平成29年度司
法書士試験に一発合格。合格後は実務の傍ら、受験生向け
に講義や相談会を担当。また、SNSでも情報発信。(『は
だののポスト』https://dan-o-mi.hatenablog.jp/ など)
現在、司法書士法人リーガル・フェイスで司法書士として
活躍中。

●先生は所属事務所でどのような業務をご
担当されているでしょうか。また、その
業務の司法書士業界における現状、そし
て将来の展望に関して、どのように思わ
れるでしょうか。

　担当する業務としては、決済業務がほぼ百パーセントです。
現在の事務所に入社し、そして決済業務に主に取組むよう
になったのが最近のことなので、展望を語ることができるほ
どまだこの業務に携わってきたわけではありません。ただ、
現状について現時点での印象をあげるとすれば、決済業務
に関しては、司法書士業界というよりも業務に関わる他の業
界からの影響を特に受けやすいかなと思います。
　例えば、銀行業界についていえば、個人のお客さんの借
り入れ方法は多様化しています。従来の銀行や信用金庫等
以外にも、ノンバンクやネット銀行等の選択肢もどんどん定
着していますし、また不動産業界も会社の新規参入や入れ
替わりは依然激しいです。
　司法書士業界全体というよりも、個々の司法書士の将来
についての話になりますが、やはりこうした時代の変化の中
で重宝されるのは、彼らのニーズに応えられるだけの知識・
技術を備えた者や、お客さんに紹介したいと思わせられるよ
うな行き届いたサービスを提供できる者ではないでしょうか。

●今後、司法書士が今以上に活躍できる、
あるいは活躍すべきだと思われる分野な
どはありますでしょうか。

　今後特に司法書士の役割に対し焦点があてられる分野の
一つとしては、相続や生前対策の分野が考えられます。理
由としては、近年の相続法改正等の法制面での整備はもち
ろんですが、実際の現場でもその分野に対する関心の高ま
りは実感しているからです。

　前に働いていた事務所では、決済業務に限らずあらゆる
業務を幅広く取り扱っていましたが、中でも今挙げた分野は
特に多くの依頼がありました。また、不動産の相続登記に
限らず、預貯金や保険の解約等を代行する遺産承継業務や
信託業務等、依頼内容の裾野の広がりとそれらの案件数の
増加を肌で感じとることができましたし、今後もこうした要
求の高さは続くと思います。
　私はこうした相続・生前対策の問題に対して積極的に取
組むことで、前の事務所で一番詳しいとまで言われるように
なりましたが、今後も追究して自分の中の柱の一つとして磨
きあげていきたいなと思っています。

●「司法書士になってよかった」と実感さ
れたエピソードなどありましたらお話し
ください。

　具体的なエピソードではありませんが、仕事において「自
分の意見を言うことができる」ことのありがたみは日々感じ
ています。
　一般的な企業では、特に新入りや若手と呼ばれる立場の
社員は自分の考えがどんなに正しいと思っていても、その意
見をつき通すことが難しい場面が少なくないのではないでし
ょうか。ところが、司法書士という最難関と呼ばれる国家
試験に合格したことで一定の立場が保障され、法律や規則
に基づくことは大前提ですが、発言が許されるどころか多く
の場面ではその判断が求められます。これはとても怖いしリ
スキーなことでもありますが、入念過ぎるほどの下調べや責
任感の重大さを踏まえても、「自分の考えを聞いてもらえる」
ということは、私としてはやりがいを感じられる場面の一つ
です。

●これからの司法書士に求められる能力は
どのようなものでしょうか。

　「シンプルさ」ではないでしょうか。言い換えれば、「『こ
いつは何をやっているのか』『こいつは何をしてくれるのか』
をわかりやすく相手や周りに伝えることができる能力」だと
思います。
　例えば今の時代、HP や SNS 等の位置付けは、その事
務所の一 PR 手段どころか、営業窓口として立派に成立して
いると思います。お客さんはそこに掲載されている業務内容・
価格帯、そして働くスタッフやブログ記事等を見て、またペ
ージ全体の印象をその事務所の印象として受け取ります。そ
の上で、なんかわかりやすそうだな、任せられそうだなと思
えば相談に来てそこから仕事につながります。同業種間でも
得意・不得意な分野はあるので、例えば債務整理が得意・
信託が得意など、自分の明確なアイコンが知れ渡れば、他
の司法書士等から仕事を回してもらえたりします。
　このように、自分の中ではっきりとした武器や特徴をもち
発信していくこと、その前提として、それをわかりやすく伝え
られるだけの多くの情報や知識を身につけること、そして何
よりも HP や SNS の更新、お客さんへの接し方等、直接の
対価につながらないことに労力を注ぎ込むことは、これから
の司法書士としての重要なファクターではないかと思います。

●先生はリアリスティック一発合格松本基
礎講座を受講して合格されましたが、講
座に関して、松本講師に関して、それぞ
れ一言お願いします。

　まず、講座については講義内容と学習のフォローという側
面からお話します。
　講義内容については、見やすく、わかりやすいです。テキ
ストに色分けして線を引いたり、図や表を多用したりするの
で記憶にも残りやすいです。また、復習の仕方も、過去問
の各肢とテキストのページをつなぎ、その後追っかけ復習と
いってそのテキストを繰り返し回し続けるという方法をとるの
で、ただ法律知識を覚えるだけでなく、本試験当日に問題
を解くために必要な実践的な力、つまり問題の論点を瞬時
に見分け、学んだ知識を当てはめる力が身につく講座だと思
います。実際私も松本先生の講座を受講し、一発合格を果
たしました。
　フォロー体制についても充実しています。講義についての
質問は、担当講師である松本先生自身が対応をしてくれま
すし、何よりもその返信が早いです。先生と回答者が違うこ
とによる、そもそも質問のもととなる箇所を説明する手間や、
質問内容を思い出すタイムラグも少ないので、より学習に専
念できる環境が整った講座だと思います。
　松本先生に対しては、感謝の一言です。松本先生の講座
で自分は学習し、試験に合格したことでこれまでと違った人
生を送っています。また、講師をやると伝えた際にも様 な々
アドバイスを下さいました。個人的には今後も、司法書士試
験で目指した合格率の３％どころか、自分なりの１％を追求
し、チャレンジし続けることは変わりません。

●これから司法書士試験の受験を始める
方、現在受験勉強をされている方に、先
生からのメッセージをお願いします。

　「妥協はするな」ということです。その分成果に反映され
ます。
　現在講座選びで迷っているのであれば、学習の進め方
等について担当講師や予備校のスタッフに納得のいくまで
質問をし、事前に疑問を解消して下さい。解消できないの
であれば、その講座は合わないので受講はやめた方がいい
です。
　受験生の方は、司法書士試験に合格すると決意し、学習
し始めた頃の覚悟を持ち続けて下さい。寝ずに勉強しろと
いうことではなく、合格に直結した学習や生活を常に意識し
続けることが大切だという意味です。
　試験勉強に関していえば、学習量だけでなく、学習期間
中のモチベーションの維持がとても重要で、とても難しかっ
たことを記憶しています。この問題については、よろしけれ
ば私が以前運営していたブログ（『はだののポスト』https://
dan-o-mi.hatenablog.jp/）をご覧いただければと思います。
学習中のモチベーションや集中力の維持、意識の転換の仕
方や、スケジューリング等に関しても触れています。少しで
も学習のお力添えになれば幸いです。

2120
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リアリスティック一発合格 松本基礎講座 ―  講座の体系  ―
2021 年 4 月 Start（7 月スタート設定あり）

リアリスティック一発合格 松本基礎講座リアリスティック一発合格 松本基礎講座（全129回）（全129回）

※民法開講後にお申込みになった方も左記「導入講義」「オリエ
ンテーション講義」（全5回）をご受講ください（通学部はビデ
オブースまたはWEB受講。通信部DVDは一括発送）。

民法

28 回

不動産登記法

21 回

不動産登記法
（記述式）

７回

商業登記法
（記述式）

７回

刑法

7 回

憲法

6 回
※根抵当権については不動産登記法で

取り扱います。

民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
12 回

供託法
司法書士法

5 回

司法書士試験とはどの
ような試験なのかにつ
いて、一般的な説明だ
けではなく、松本講師
独自の見方を披露。
さらに、最重要科目に
ついてその構造を松本
講師が分析。民法から
の本開講を安心して迎
えるための準備をしま
す。

各 自 で 検 索 先 の
一 元 化 を 進 め な
が ら、 松 本 式 ア
ウ ト プ ッ ト を 繰
り返す。

2022年
7月

司
法
書
士
試
験
　
筆
記
試
験

オプション講座オプション講座

司
法
書
士

オ
ー
プ
ン
総
合
編
８
回

全
国
総
合
模
試　
２
回

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

導
入
講
義

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

講
義

4 回 1 回
無料体験

可

工夫されたカリキュラムと便利な受講形態

便利な「通学＆通信 相互乗り入れ制度」
DVDDVD WEB スクールWEB スクール

■超短期合格法の要諦『検索先の一元化』を実現する講義
ある知識を問われたときに、頭の中でどこを検索すればいいのか、そしてどのように思い出せば いいのかという視点が最も重要であるというのが「検索先の一
元化」の考え方ですが、これを実際に行うにあたっては様々な工夫が必要となります。本講座で は、この『検索先の一元化』のやり方を、具体的な科目内容に
沿って、丁寧に解説していきます。

■インプットと同時にアウトプットの仕方（松本式アウトプット法）を指導
本講座は形式的にはインプット講座ですが、講義での指導内容はアウトプット（松本式アウトプッ ト法）に関するものを含んでいます。
松本式アウトプットのメイン教材はテキストです。ではテキストを使って具体的にはどのように アウトプットを行うのか。それについては講義の中で詳しく解
説をします。

■記憶を活かすための工夫満載
講義では、次のような様々な“Recollect 法”（思い出す方法）を駆使しながら、記憶の有効化を 図ります。『算数的 Recollect 法』『 Relating Recollect 法』『ゴ
ロ合わせ・替え歌 Recollect 法』『こじつけ Recollect 法』『漢字 Recollect 法』『その他の Rec ollect 法』。乞うご期待。

31 回
 商業登記法
 会社法（商法 ）

社会人の方も無理なく受講できる！
● L I V E は週２日の木曜・日曜！

●日曜は 14:00 開始　木曜は遅めの 18:45 開始

● LIVE を欠席しても受講者特典マイページ（辰已法
律研究所ホームページのトップページからアクセ
ス）でもフォローできます。視聴開始日等につきま
しては P.13 をご覧ください。

●音声ダウンロードで講義音声を持ち歩き（詳細は
P.34 参照）。

DVDで講義を視聴
● DVD で繰り返し講義

を視聴できる。
●教材は一定期間分をま

とめて配送。
●音声ダウンロードで講

義音声を持ち歩き（詳
細は P.34 参照）。

WEBで講義を視聴
●パソコンやスマホで繰り返

し講義を視聴できる（視聴
期間あり）。

●教材は一定期間分をまとめ
て配送。ページ数の少ない
レジュメは PDF で閲覧。

●音声ダウンロードで講義音
声を持ち歩き（詳細は P.34
参照）。

※お申込時に DVD、WEB、WEB ＋ DVD のいずれかをお選びください。

通学部 通信部

リアリスティック一発合格 松本基礎講座を全科目一括でお申込みの方には、
下表の通り、「通学＆通信 相互乗り入れ制度」が適用されます。

※ 1　通学（LIVE）受講を希望する方は事前にご登録いただきます。
登録・予約等の詳細はお申込み後にご案内いたします。なお、教
室には定員制限があるため、通学部の方を優先する関係でご受講
いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。

※ 2　通学部の方が WEB 視聴をご希望の場合には、受講者特典マイ
ページからご視聴ください（P.34 参照）。

※ 3　通信部の方が通学受講をする（要登録）に際してテキスト等の
教材をお受け取りになった場合には、その教材については発送は
いたしません。

※ 4　オプション講座の司法書士オープン総合編・全国総合模試につ
きましては、お申込みの受講形態に従ってご受講いただきます。
オプション講座については、相互乗り入れ制度は適用されません。

DVD を申込

可　※ 1

DVD のみの申込みなら
不可。WEB ＋ DVD を

お申込みなら可

発送　※ 3

可

可　※ 2

手渡し

LIVE 講義への出席

WEB 講義視聴

教材のお渡し方法

WEB を申込

可　※ 1

可

発送　※ 3

通信部を申込
通学部を申込

申込内容

受講方法

LIVELIVE
※通学部は定員制です。定員に達した

場合には、以後のお申込みをお断り
する場合があります。あらかじめご
了承願います。



図、Case、イメージの
湧きやすい例など様々
な工夫を駆使し、初め
て法律を学ぶ人にも理
解できるテキストとな
っています。

受講者に記憶していただくのは、テ
キストのほか、各科目で配付する
数ページのレジュメ、それだけです。

簡単な例からスタートしますが、法律の根本的な
考え方まできちんと説明しています。
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P４で説明したとおり，財産法が規定しているのは以下の社会でした。この第２章
で扱うのは「人」です。つまり，取引社会の主体（メンバー）をみていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
主体（メンバー）について，「権利能力」（第１節），「意思能力」（第２節）および

「行為能力」（第３節）の３つの能力から考えていきます。 
 
第１節 権利能力 

 
１ 意義 
権利能力：権利・義務の主体となることができる資格，つまり，権利を取得し義務

を負担することができる資格 
たとえば，私が，あなたとの間で，「私があなたにパソコンをタダであげるよ」と

いう贈与契約をしたとします。 
 
 
 
 

 
 
 
この贈与契約が成立すると，上記の図にある権利と義務が発生します。このような

権利を取得し義務を負担することができる資格を「権利能力」といいます。 
 

取引社会 

人 人 

 物  

債権 

物権 

松本 あなた 

義務：パソコンを 
   渡さないと 

権利：パソコンを 
   よこせ 

第２章 
章 

人（主体） 

１ 

第１節 権利能力

37

権利能力を有することは，まさに取引社会の主体（メンバー）であるということで
す。つまり，この第２章の冒頭の図の「人」であるということなのです。

２ 権利能力を有する者
では，この権利能力を有する者は誰でしょうか。

権利能力を有するのは，以下の①②の者です。

①自然人
自然人とは，日常用語でいう「人」のことです。つまり，人間のことです。人間は，

下記②の法人と違い，当然に「人」として扱われるので，「自然人」といいます。
自然人であるならば，すべて“誰でも”“同じように”権利能力を有しています。これ

を「権利能力平等の原則」といいます。かつては，貴族制度などがあり，すべての人
間が平等とはいえませんでしたが，現在はその反省から，総理大臣であってもホーム
レスであっても同じように権利能力を有するとされています。
また，年齢も関係ありません。よって，上記 Case の「１歳の赤ちゃん」は権利能

力を有しています。

②法人
法人とは，会社などのことです。たとえば，私が講義をしている株式会社辰已法律

研究所は法人です。サラリーマンやOLの方が勤めているところも，たいていは法人
です。法人は，自然人と異なり，物体として存在するわけではありません。辰已法律
研究所は人の集まりではありますが，「辰已法律研究所」自体が歩いたり，食事をし
たりするわけではありません。しかし，法人も取引社会で取引を行うなど活動をする
ことから（みなさんが予備校の講座を申し込んだ場合は法人である予備校と契約をし
たことになります），権利能力が認められています。よって，上記Caseの「株式会社
辰已法律研究所」は権利能力を有しています。
なお，法人は基本的には人の集まりなのですが，人が集まればすぐに法人となれる

わけではありません。会社法・商業登記法で詳しく学習しますが，一定の要件（設立

以下の者のうち，権利能力を有する者は誰か？
・１歳の赤ちゃん
・コンピューターを使いこなせるサル
・株式会社辰已法律研究所

CCaassee 

２

テキストの見開き見本

37

人が集まればすぐに法人となれる
しますが，一定の要件（設立

第１章 ⺠法が規定する世界 

4 
 

    財産法が規定する取引社会とは？  
「財産法と家族法は別法律であると考えて学習してください」と申し上げましたの

で，分けて考えていきましょう。この第１編では，基本的には最初に学習する「財産
法」の⼤枠を説明していきます。以下のCase を考えてみてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

常識的に考えて，Case（１）は「当然⾔えるだろう」と思うでしょう。Case（２）
は微妙でしょうか。しかし，みなさんがこれから学習するのは法律ですから，法律的
に考える必要があります。実は，この Case が，財産法が規定している世界を考える
のに役⽴ちます。 

財産法は，以下の社会を規定しています。⺠法に⽬があるとすると，⺠法から私た
ちが⽣活している社会は以下のように⾒えているのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
財産法は，取引社会を規定したものです。それは，どのような社会でしょうか。 
まずは何事も登場⼈物を確認する必要がありますが，取引社会の登場⼈物は「⼈」

です。この「⼈」には「⾃然⼈」（⽇常⽤語でいう⼈）だけではなく，「法⼈」（会社
など）も含みます（P37）。つまり，⺠法は取引社会の主体（メンバー）を「⼈」（⾃
然⼈および法⼈）としたのです。 

取引社会 

  ⼈   ⼈ 

 物  

債権 

物権 

⺠法 

2 

 

（１）あなたは，ブランド物のバッグを所有し
ているが，そのバッグをドロボウが持って⾏
ってしまった。あなたはドロボウに，「バッ
グを返せ！」と⾔えるか？  

（２）あなたは，家電量販店でパソコンを購⼊
した。しかし，あなたは，売買代⾦を⽀払お
うとしない。家電量販店はあなたの⽗親に，
「売買代⾦を⽀払え！」と⾔えるか？ 

ドロボウ 

あなた 

あなた 家電量販店

⽗親 

CCaassee  

特に重要な条文は、ボックスにして原
文を掲載しています。

この講座のテキストは、「できる」「当たる」
「認められる」などその事項に該当するも
のは左に、「できない」「当たらない」「認め
られない」など該当しないものは右に配置
するという一貫した方針で作成されていま
す。これは、本番の試験でテキストを思い
出す時に、「この知識はテキストの表の左
に書いてあったな。だから、『できる』だ」
といったことができるようにするためで
す。
この講座のテキストには、他にも “ 本試験
での頭の中での検索のしやすさ ” という観
点での工夫が多数あります。「分かりやす
さ」を追求したテキストはありますが、同
程度に重要な「思い出しやすさ」を追求し
たテキストは、この講座のテキスト以外に
はありません。

第２節 意思能力
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第２節 意思能力

前節で「権利能力を有することは，取引社会の主体（メンバー）であること」と説
明しました。また，自然人の権利能力の始期は出生でしたので（P38（１）），０歳や
１歳の赤ちゃんでも権利能力はあることになります（「権利能力」の問題）。
しかし，「実際に取引をする能力があるか？」ということは，権利能力とは別問題

です。権利能力があっても，たとえば，０歳や１歳の赤ちゃんは物事の分別がつきま
せんので，「これを買いたい」などとは言えません（「意思能力」の問題）。
また，大体６～７歳くらいになれば，物事の分別がつきますので，「これを買いた

い」とは言えます。しかし，能力に不安がある未成年者の場合は，成年者に比べて保
護する必要性が高いです（「行為能力」の問題）。

このような理由から，「意思能力」「行為能力」という問題が生じます。つまり，第
２節と第３節で扱う意思能力と行為能力は，「権利能力はある（取引社会の主体〔メ
ンバー〕ではある）が，物事の分別がつかない者や，保護する必要がある者をどう扱
うか？」という問題なのです。
意思能力はこの第２節で，行為能力は次の第３節で説明します。

民法３条の２
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは，その法律行為
は，無効とする。

１ 意義
意思能力：自分の法律行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力
かつては，意思能力については明文規定がありませんでした。しかし，今後は高齢

化社会になり，意思能力が問題となる事件は増えると考えられ，意思無能力者を保護
する必要性が高まります。そこで，平成 29年の改正で明文化されました。

用語解説 ――「明文規定」

「明文規定」とは，条文があるということです。学説問題の肢
あし

（選択肢）の中で，「明文規定
がある」「明文規定がない」という文言はよく出てきますので，意味がわかるようにしておいて
ください。

１

―  TEXT  ―

第 10章 時効
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４．援用権者

取得時効の占有者や消滅時効の債務者が時効を援用できることは，問題ありません。
上記 Case でいえば，Ａは問題なく消滅時効を援用できます。では，保証人であるあ
なたは援用できるでしょうか。こういったことが問題となります。

援用権者として認められるかの判断基準
援用権者として認められるのは，援用をしなければ自身の財産を失ってしまう者で

す。
＊以下の表には，この後に学習する用語が多数出てきます。よって，いったん飛ばし，財産法の学習がひとと
おり終わった後（Ⅲのテキスト第８編までお読みになった後）にお読みください。

援用権者として認められる者 援用権者として認められない者

①保証人（民法145条かっこ書）
②連帯保証人（民法145条かっこ書）
援用をしなければ債務の履行の責任を負い
ますので（民法446条１項），自身の財産を
失ってしまう者です。
よって，上記Caseの保証人であるあなた
は，ＡのＢに対する債務の消滅時効を援用で
きます。
①②は，平成29年の改正で判例（大判大
４.７.13，大判大４.12.11，大判昭７.
６.21）が明文化されました。

①連帯債務者
連帯債務者は，かつては援用権者と解され
ていました。しかし，平成29年の改正で，
連帯債務における時効の効果は相対的効力に
なりました。他の連帯債務者の債務が時効に
よって消滅しても，連帯債務者の債務に変化
が生じなくなったので（民法441条本文），
連帯債務者は援用をしなければ自身の財産を
失ってしまう者とはいえなくなったんです。
②一般債権者（大判大８.７.４）
一般債権者は債務者の特定の財産を目的と
していませんので，援用をしなければ自身の
財産を失ってしまう者とはいえません。また，
P115の「一般債権者が該当するかどうかの
記憶のテクニック」もご確認ください。

Ａは，Ｂから 100万円を借りており，あなたはＡの保証人となっている。Ａの
Ｂに対する債務が，弁済されないまま弁済期から５年が経過した場合，あなたは
ＡのＢに対する債務の消滅時効を援用できるか？

CCaassee 
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第 1 節 物権とは？ 

7 
 

ことも，貸すこともできます。また，捨てたり壊したりすることもできます。 
 
（ｂ）使うことのできる⽤益物権 
⽤益物権である，③の地上権，④の永⼩作権，⑤の地役権，⑥の⼊会権は，物の

利⽤価値と交換価値のうち，「利⽤価値」を把握する物権です。つまり，物を売っ
払ったりすることはできませんが，他⼈の物を使うことができます。 

なお，⼊会権は細かいので，このテキストでは扱いません。 
 
（ｃ）⾦に替えることができる担保物権 
担保物権である，⑦の留置権，⑧の先取特権，

⑨の質権，⑩の抵当権は，物の利⽤価値と交換価値
のうち，「交換価値」を把握する物権です。つまり，
原則として物を使うことはできませんが，他⼈の
物を売っ払ったりすることはできます。たとえば，
銀⾏が建物を⽬的として抵当権の設定を受けた場
合は，銀⾏からみると，その建物は右の図のよう
に⾒えているのです。銀⾏にとってはその建物にシステムキッチンが付いていて
使いやすいかなどはどうでもよく，銀⾏は「⾦に替えるといくらになるのか」し
か考えていないのです。 

 
「所有権」「⽤益物権」「担保物権」のイメージ 
物の所有者が物に対して持つオールマイティーな権利が「所有権」です。所有

権は「利⽤価値」と「交換価値」を把握しています。その「利⽤価値」と「交換価
値」を他⼈に切り売りすることができます。利⽤価値を切り売りしてできた他⼈の
物権が「⽤益物権」であり，交換価値を切り売りしてできた他⼈の物権が「担保物権」
です。 

 
 
 
 
 
 
 

 

銀⾏ 

￥ 

所有権

利⽤価値

交換価値

利⽤価値

交換価値

担保物権

⽤益物権

切り売り

【他⼈】【所有者】

第３章 機関 
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会社法309 条３項の特殊決議による必要がある決議（会社法309 条３項１〜３号） 
  
①発⾏する全部の株式の内容として譲渡制限株式を設ける定款変更 

公開会社から⾮公開会社になる定款変更です。 
②吸収合併消滅株式会社または株式交換完全⼦会社が公開会社であり，かつ，それらの株式会

社の株主に対して交付する対価が⾮公開株である場合の吸収合併または株式交換の承認 
③新設合併消滅株式会社または株式移転完全⼦会社が公開会社であり，かつ，それらの株式会

社の株主に対して交付する対価が⾮公開株である場合の新設合併または株式移転の承認   
 
株主から⾒ると 

この３項の特殊決議による必要があるのは，⾃⾝の株式が公開株から⾮公開株にな
ってしまう場合です（上記①〜③は，すべてこれです）。これは，株主にかなり不利
なことだからです。⾮公開株になると株式の譲渡が⼤変になります。上場廃⽌をイメ
ージしてください。 

 
（ｂ）決議要件 
議決権を⾏使することができる株主の

半数以上（⼈数ベース），かつ，議決権を
⾏使することができる株主の議決権の２
/３以上（議決権数ベース）の賛成で決議
が成⽴します（会社法 309 条３項柱書）。
条⽂の「であって」は，「かつ」という意
味です。 
ex. 株主の数が４⼈・発⾏済株式の総数が 1000 株（すべて議決権あり）である場合，

株主２⼈以上かつ 667 株以上の賛成で決議が成⽴します。⼈数要件がありますの
で，仮に株主４⼈のうち１⼈が 900／1000 株保有していた場合でも，その１⼈の
賛成では成⽴しません。「公開株から⾮公開株にすることは，少⼈数の⼤株主で決
めるな！」という趣旨で，⼈数要件があるわけです。 

 

【⼈数】

議決権

【議決権】

かつ

　重要ポイントについて
は、図を記載。

リアリスティック一発合格 松本基礎講座
本講座では、松本雅典著『司法書士試験リアリスティック』を講座テキストとして使用します（民法、不動産登記法、
会社法・商法・商業登記法、民事訴訟法・民事執行法・民事保全法は刊行済み。供託法・司法書士法は 2021 年 1 月、
憲法と刑法は 2022 年 2 月までに刊行予定）。
テキストの記載内容は、本試験過去問を徹底的に分析した結果をもとに吟味されており、無駄な記載を省きつつも、
本試験での出題領域を十分にカバーするものとなっています。

松本雅典著  司法書士試験リアリスティック

「司法書士試験リアリスティック」は各自でご用意下さい。

本講座を全科目一括（またはそれを含むパック）でご購入いただいた方には「司法書士試
験リアリスティック」民法Ⅰ、民法Ⅱ、民法Ⅲ、不動産登記法Ⅰ、不動産登記法Ⅱ、会社法・
商法・商業登記法Ⅰ、会社法・商法・商業登記法Ⅱ、民事訴訟法・民事執行法・民事保全法、
供託法・司法書士法、憲法、刑法の全 11 冊をプレゼントいたします。

外販テキストとして広く普及している書籍を講座テキストとして使用します。
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２ ⺠事訴訟法の理念 
⺠事訴訟法の理念は，以下の４つです。 

①適正
②公平

⺠事訴訟の⼿続は，「適正」なものであり，原告・被告の双⽅に「公平」なもので
ある必要があります。そうあるべきですよね。 
③迅速
④訴訟経済

⺠事訴訟の⼿続は，「迅速」に進め，訴訟に関わる⼈の労⼒や費⽤をできる限り少
なくすべき（「訴訟経済」）です。簡単にいうと，ムダをなくして早く終わらせようと
いうことです。⺠事訴訟法は何度も改正されてきたのですが，⼤きなテーマとしてあ
ったのがこれです。⺠事訴訟は時間がかかることが，ずっと問題となっていました。
判決まで数年かかることもありました。そうすると，利⽤しづらいですよね。また，
訴訟が⻑引けば，それだけ税⾦もかかります。裁判官や裁判所書記官の給与は税⾦で
す。これは⺠事訴訟の⼤きなテーマなので，以下のテクニックを導き出せます。 

テクニック
「遅滞させることになるが，◯◯できる」という肢は，基本的に誤りです。 

３ ⺠事訴訟のイメージツール 
⺠事訴訟の経験がない⽅がほとんどだと思います。⾃分と遠い存在のものは，イメ

ージツールがあると理解しやすくなります。 
このテキストでは，テニスをイメージツ

ールにします。テニスの主な登場⼈物は，
「サーバー」「レシーバー」「審判」です。
これを⺠事訴訟に当てはめると，「サーバー
＝原告」「レシーバー＝被告」「審判＝裁判
官」となります。サーバー（原告）とレシ
ーバー（被告）がコート（裁判所）でボー
ルを打ち合い（主張や⽴証など），それを審
判（裁判官）が判断します。 

２ 

３ 

原 告 被 告

裁判官

　イメージの湧きにくい法律用語を、随所
で、たとえや実務の話を交えて解説。

3 

被 告

第１章 地上権の登記 
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・登記権利者：設定者 
・登記義務者：地上権者 

 
「存続期間満了」を登記原因とし，登記記録から存続期間が満了したことが明らか
であっても，上記のとおり設定者と地上権者の共同申請によります。 

 
「存続期間の満了」の出題の意図 

存続期間が満了している場合，そのことは登記記録から明らかですので，何か特殊
な規定がありそうです。しかし，不動産登記法に特殊な規定はありません。択一で出
題者が存続期間の満了を出すときは，「特殊な規定があるのかな？」と惑わせる意図
で出題しますので，その意図にあらかじめ備えておいてください。 

 
（２）添付情報 
地上権の抹消の登記も，以下の添付情報に注意してください。 
 
・承諾証明情報（不登法 68条，不登令別表 26添付情報へ） 
登記上の利害関係を有する第三者がいるときは，必ずその第三者が作成した承諾を
証する情報などを提供する必要があります。抹消の登記だからです（不登法 68 条。
Ⅰのテキスト第１編第６章第８節２１.①）。 
たとえば，その地上権を目的とする担保権者が登記上の利害関係を有する第三者に
当たります。地上権を目的とする担保権者は，目的としている地上権が抹消されるた
め，職権抹消されるからです（Ⅰのテキスト第２編第２章第２節２５.「職権抹消の基
本的な考え方」）。 
「存続期間満了」を登記原因とする場合でも，地上権を目的とする抵当権が登記さ
れていれば，その抵当権者の承諾証明情報を提供する必要があります（登研 439P128）。
「存続期間が満了したことは登記記録から明らかだから，承諾なく職権抹消するよ」
とはならないのです（上記の「『存続期間の満了』の出題の意図」）。 

　記憶の仕方など、ワンポイントアドバイスを適宜記載。

リアリスティック一発合格 松本基礎講座 ―  TEXT  ―
第２節 相続関係以外の所有権の移転の登記 
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（ｂ）時効の起算⽇後の死亡 
たとえば，Ｂが時効取得した建物の所有権の登記名義⼈Ａが，時効の起算⽇後に死

亡し，Ａの⼦であるＣがＡを相続しました。この場合，以下の登記をします。 
１/１ Ｂへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記 

Ｂは，時効の起算⽇から所
有者であったことになります
（⺠法144 条）。そして，Ａが
死亡したのは時効の起算⽇後
ですので，Ｃに所有権が移転していないことになるからです。 

（２）占有者の死亡 
（ａ）援⽤後の死亡と援⽤前の死亡 

ⅰ 援⽤後の死亡 
たとえば，Ａ所有の建物をＢが時効取得に必要な期間占有し，時効取得を援⽤した

後に死亡し，Ｂの⼦であるＣがＢを相続しました。この場合，以下の登記をします。
１/２ Ｂへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記 

Ｂが死亡していますので，Ｂは申請できません。そこで，Ｂの相続⼈ＣがP43〜44
の３.の⼀般承継⼈による申請（不登法62 条）により申請することになります。 
２/２ Ｃへの相続を原因とする所有権の移転の登記 

１件で直接，Ｂの相
続⼈Ｃに時効取得を原
因とする所有権の移転
の登記をすることはで
きません。Ｂは，援⽤により確定的に所有権を取得した後に死亡しています。よっ
て，「Ａ→Ｂ→Ｃ」と所有権が移転しています。権利変動の過程を公⽰するのが登記
ですので，Ｂへの所有権の移転の登記もする必要があるのです。 

ⅱ 援⽤前の死亡 
たとえば，Ａ所有の建物をＢが時効取得に必要な期間占有し，時効取得を援⽤する

前に死亡し，Ｂの⼦であるＣがＢを相続し，Ｃが援⽤しました。この場合，以下の登
記をします。 
１/１ Ｃへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記 

Ａ所有 
Ａ死亡 Ｂ時効完成

Ａ Ｂ

Ｂ占有開始

Ｂ援⽤ Ｂ死亡 
Ａ所有 

Ｂ時効完成

Ａ Ｂ Ｃ

Ｂ占有開始 

いうことです。⺠事訴訟法は何度も改正されてきたのですが，⼤きなテーマとしてあ
ったのがこれです。⺠事訴訟は時間がかかることが，ずっと問題となっていました。
判決まで数年かかることもありました。そうすると，利⽤しづらいですよね。また，

いうことです。⺠事訴訟法は何度も改正されてきたのですが，⼤きなテーマとしてあ

第４節 抵当権の効⼒が及ぶ⽬的物の範囲 
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離したり搬出したりすることはでき，この場合には抵当権の効⼒は及びません。抵当
権は⾮占有担保ですので，設定者は通常の使⽤収益は問題なくできるからです。 

よって，問題となるのは，通常の使⽤収益の範囲を超えた分離・搬出の場合です。
抵当権の競売開始決定前（下記（１））と競売開始決定後（下記（２））に分けてみて
いきます。 

 
（１）抵当権の競売開始決定前 

（ａ）分離物が抵当権が設定された不動産上にある場合 
抵当権の競売開始決定前に，不動産から分離されたが，まだ分離物が不動産上にあ

る場合，抵当権の効⼒は及ぶでしょうか。以下のCase のような場合です。 
 
 

 
 
 

 
 
 

この問題については，肯定説と否定説があります。判例は肯定説です。 
 

 肯定説（⼤判昭７.４.20） 否定説 

ダレ 
の味 
⽅か 

抵当権者 
⼀般債権者 

⼀般債権者 
 抵当権者 

結論 抵当権の効⼒が及びます。 抵当権の効⼒が及びません。 

理由 抵当権は付加物を含めた抵当不動産全体の
価値を把握する物権であり，不動産上にある
以上，まだ抵当権の登記による公⽰の⾐につ
つまれているからです。 
 
 
 
 
 

分離される前は不動産の⼀部でした
が，分離されることによって動産と
なり，独⽴の物となるからです。 

 
Ａが所有している⼭林にあなたの抵当権

が設定され，登記も備えられている。Ａが⽊
を伐採したが，⽊がまだ⼭林上にある場合，
伐採されたその⽊に抵当権の効⼒は及ぶ
か？  伐採

抵当権 ○登 あなた

Ａ 

CCaassee  

抵当権登記の公⽰の⾐

近年の不動産登記の記述の出題の中心は、「申
請件数と申請順序」を問うことです。記述で
最も重要な申請件数と申請順序の対策ができ
るテキストとなっています（「１/ ２」「２/ ２」
などの記載がこれに当たります）。

司法書士試験では、「学説問題」と
いうものが出題されることがありま
す。条文の記載が曖昧な点について
の考え方（学説）を問う問題です。
苦手な受験生の方が多い分野です
が、このテキストでは、「ダレの味
方か？」などを表示して、学説ごと
の違いが明確にわかるようにしてい
ます。

本講座は従来から一貫した講義スタイルで多くの合格者を生み出してきました。
毎回講義の冒頭は松本講師が受講生に向かって話すところから始まりますが、講義は基本的に、テキストを書画カメラで写
し、講師と一緒にテキストに書き込みをするスタイルで行われます。
４色（赤：結論、青：趣旨・理由、緑：複数の知識を記憶できる共通する視点など、黒：試験には出ない具体例や実務の話）
のボールペンを使い分け、どこをどう記憶すればよいのかを視覚化しながら説明していきます。
どの箇所を線でつなぐか、図はどこに書き込むかといったことも一目瞭然になります。

本講座出身の合格者が「この形式の講義以外は受けられなくなるほど」と絶賛する講義スタイル！

板書は効率が悪い。
口頭の説明だけでは
後で思い出せない。
だから、この講義スタイル！

「どこに線を引けばいいの？」
「どこを説明しているの？」
などということは起こりません。

書き込んだ時の記憶が残っているので、復習がし易い！
試験の時に思い出し易い！

このスタイルだから講義終了時点でのテキストは全受講生共通！
（講義の受け方によって差が出ない）

講義スタイルに関する 2019 年度合格者のコメントは P.2 をご覧ください。

教室での講義の様子

実 際 の 講 義 を 例 え ば
WEB ス ク ー ル の 画 面
で見るとこうなります

（LIVE 受講生は教室内の
モニターで見られます）

書き込みが完成するとテキスト
のページはこうなります。

2726



司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民法 1/民法総則
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

■民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民法 2/物権
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
■民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民法 3/担保物権
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
■民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民法 4/債権
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
■民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民法 5/親族・相続
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
■民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
不動産登記法 1
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
■不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
不動産登記法 3
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
■不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
不動産登記法 4
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
■不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
商法・会社法 1
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
■商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
商法・会社法 2
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
■商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
商業登記法 1
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

■商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民事訴訟法・民事保全法・
民事執行法・供託法 1

【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
■民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民事訴訟法・民事保全法・
民事執行法・供託法 2

【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
■民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民事訴訟法・民事保全法・
民事執行法・供託法 3

【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
■民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
憲法・刑法・司法書士法 1

【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
■憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
憲法・刑法・司法書士法 2

【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
■憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
不動産登記法 2
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
■不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
商業登記法 2
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
■商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

学説問題・推理対策俯瞰レジュメ
学説問題・推理で解く問題は講義の冒頭で解説

学説問題
司法書士試験には、「学説問題」と呼ばれる問題が出題されます。学説問題とは、以下のような問題です。

推理
　司法書士試験は、どんなに時間をかけて勉強しても、見たこともない知識が 100％出題されます。では、その見たことも
ない知識の問題は、解くことができないのか？実は、その他の法律知識や法的常識を使うことにより、正誤を判断すること
ができます。このようにして答えを出すことを「推理」と言います。この「推理」には、いくつかのパターンがあります。
　よって、学説問題と同じように、講義の復習として解いて頂いた『司法書士試験択一過去問本』の中から、（推理で解く
べき知識がある時は）講義の冒頭で解説します。この推理ができるようになると、本試験で非常に大きな武器になります。
誰もが答えられる問題をたまたま間違えてしまった時でも、他の受験生が間違える問題を推理で正解
することによって帳尻を合わせて合格することができます。

平成 12 年（午前）第 4 問
民法 94 条第 2 項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について，次の二つの考え
方があり，後記アからオまでの記述は，その一方の考え方から他方の考え方に対する批判である。各記述
における「この説」が第 1 説を指すものはいくつあるか。
第 1 説　善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので，転得者は，通謀虚偽表示について悪意で
あっても，有効に権利を取得する。
第 2 説　処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり，転得者は，通謀虚偽表示に
ついて悪意であれば，権利を取得しない。
ア　この説では，取引関係について綿密に調査した者が保護されず，逆に、調査を怠った者が保護され

平成 12 年（午前）第 4 問
民法 94 条第 2 項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について，次の
二つの考え方があり，後記アからオまでの記述は，その一方の考え方から他方の考え方に対す
る批判である。各記述における「この説」が第 1 説を指すものはいくつあるか。
第 1 説　善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので，転得者は，通謀虚偽表示につ
いて悪意であっても，有効に権利を取得する。
第 2 説　処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり，転得者は，通謀
虚偽表示について悪意であれば，権利を取得しない。
ア　この説では，取引関係について綿密に調査した者が保護されず，逆に、調査を怠った者が保護され

所有者 転得者

所有者 転得者

　法律（特に民法・憲法）は曖昧な規定
が多いため、判例や学者によって考え方
が異なる点があります。それも、出題さ
れます。この「学説問題」というものは、
最低限の知識は必要ですが、とても知識
では対応できない問題が必ず出題されま
す。この「学説問題」には知識だけに
頼らない解き方があります。
　よって、講義の復習として解いて頂い
た『司法書士試験択一過去問本』のう
ち、学説問題の解き方を講座専用ブログ

（P.38 参照）で解説します。たとえば、
上記の問題ですと、以下のような解き方
があります。
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【組織再編の比較】 

※組織変更を除き，株式会社についてのみ記載しています。 

※原則と例外があるものは，原則を記載しています。 

※数字は，Ⅱのテキストのページ数です。 

 組織変更 吸収合併 吸収分割 株式交換 新設合併 新設分割 株式移転 株式交付 

株式会社 

がする場合 

持分会社 

がする場合 

消滅会社 

（Ｂ） 

存続会社 

（Ａ） 

分割会社 

（Ｂ） 

承継会社 

（Ａ） 

完全子会社 

（Ｂ） 

完全親会社 

（Ａ） 

消滅会社 

（Ｂ） 

設立会社 

（Ａ） 

分割会社 

（Ｂ） 

設立会社 

（Ａ） 

完全子会社 

（Ｂ） 

設立完全 

親会社 

（Ａ） 

株式交付 

子会社 

（Ｂ） 

株式交付 

親会社 

（Ａ） 

契約・計画 

組織変更

計画 

273～274 

組織変更

計画 

273～274 

吸収合併契約 

290～295 

吸収分割契約 

290～295 

株式交換契約 

290～295 

新設合併

契約 

337～339 

 新設分割

計画 

337～339 

 株式移転

計画 

337～339 

  株式交付

計画 

366～368 

事前開示 

効力発生日

まで 

274～275 

 効力発生日

後６か月 

296 

効力発生日

後６か月 

296 

効力発生日

後６か月 

296 

効力発生日

後６か月 

296 

効力発生日

後６か月 

296 

効力発生日

後６か月 

296 

会社成立日

まで 

340 

 会社成立日

後６か月 

340 

 会社成立日

後６か月 

340 

  効力発生日

後６か月 

368 

契
約
・
計
画
の
承
認 

全体 

総株主の

同意 

275 

総社員の

同意 

275 

特別決議 

296～297 

特別決議 

296～297 

特別決議 

296～297 

特別決議 

296～297 

特別決議 

296～297 

特別決議 

296～297 

特別決議 

340 

 特別決議 

340 

 特別決議 

340 

  特別決議 

368 

対価が 

持分 

  総株主（種

類 株 主 全

員）の同意 

297 

   総株主（種

類 株 主 全

員）の同意 

297 

 総株主（種

類 株 主 全

員）の同意 

341 

       

対価が 

非公開株 

  対価を受け

る公開株の 

特殊決議 

298 

非公開株の

種類総会の

特別決議 

298 

 非公開株の

種類総会の

特別決議 

298 

対価を受け

る公開株の 

特殊決議 

298 

非公開株の

種類総会の

特別決議 

298 

対価を受け

る公開株の

特殊決議 

342 

   対価を受け

る公開株の 

特殊決議 

342 

  非公開株の

種類総会の

特別決議 

369 

略式 
  あり 

299～300 

あり 

299～300 

あり 

299～300 

あり 

299～300 

あり 

299～300 

あり 

299～300 

        

簡易 
   あり 

301～303 

あり 

301～303 

あり 

301～303 

 あり 

301～303 

  あり 

343～344 

    あり 

370 

レジュメ見本

講師レジュメの利用の仕方にも
松本講師ならではの工夫あり！
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□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
■不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
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□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
■商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
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【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
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□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

■商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民事訴訟法・民事保全法・
民事執行法・供託法 1

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民事訴訟法・民事保全法・
民事執行法・供託法 2

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
民事訴訟法・民事保全法・
民事執行法・供託法 3

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
憲法・刑法・司法書士法 1

【改正対応版】

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
憲法・刑法・司法書士法 2

【改正対応版】

【改正対応版】
平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
■不動産登記法 2
□不動産登記法 3
□不動産登記法 4
□商法・会社法 1
□商法・会社法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 3
□憲法・刑法・司法書士法 1
□憲法・刑法・司法書士法 2

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

司法書士試験
2021 年対策

択一過去問本
商業登記法 2
【改正対応版】

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
■民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
■民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
■民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
□民事訴訟法・民事保全法・

2021 年対策択一過去問本シリーズ構成

平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
■民法 5（親族・相続）
□不動産登記法 1
□不動産登記法 2

□商業登記法 1
□商業登記法 2
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 1
□民事訴訟法・民事保全法・
　民事執行法・供託法 2
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平成元年〜令和２年収録（昭和の肢付き）

□民法 1（民法総則）
□民法 2（物権）
□民法 3（担保物権）
□民法 4（債権）
□民法 5（親族・相続）
■不動産登記法 1
□不動産登記法 2

26 穴ファイル対応だから整理しやすい！

辰已オリジナル択一過去問集
「択一過去問本」を受講者全員にもれなく配付

※受講科目ごとに配付します。

【俯瞰レジュメ】
　各科目で、適宜、上のようなその科目を俯瞰できるレジュメを配付します。このレジュメを切り取り、
テキストに下記の写真のように貼って頂きます。このレジュメで配付するものは、そのテキストを読
んでいる時に常に基準とするべき事項です。たとえば、上のレジュメは、「組織再編の比較」という図
です。組織再編においては、他の組織再編と比較することが重要です。よって、下記の写真のように
テキストに貼り付けたりして、いつでも参照できるようにします。このような方法を採ることにより、
テキストを読んでいる時に迷子になることがなくなります。
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記述式対策

リアリスティック一発合格 松本基礎講座 ―  補助教材  ―

本講座独自のアイテム、松本講師分析による「推測採点基準」を提供

司法書士試験においては、記述式の各解答欄の配点や採点の方法が全く公表されていません（ただし、択一式の基準
点に達して記述式答案の採点がなされた受験生に対しては、記述式の得点が通知されます）。

辰已法律研究所では、受験生の皆様に法務省への答案開示請求をしていただき、開示された答案（開示答案）を集めて、
松本講師による分析を行っています。

開示答案とは…受験生が実際に試験において提出した答案のコピーで、採点処理がなされる前の解答のみが書かれた
答案です。

多数の開示答案が集まれば（実際、2019 年度の答案は 195 通ほど集まりました）、これと、各受験生の成績表にある
記述式の得点を照合することにより、採点基準を推測することができます。

松本講師の分析によって、記述式の採点基準がかなり明らかになってきました。

採点基準と聞くと、試験後に自分のおおよその得点を推測できるだけだと思う方もいるかもしれませんが、推測採点基
準を知ることの真の威力はそのようなものではありません。

推測採点基準を知れば、点数のつき易い解答の仕方で本試験答案を書いてくることができますし、配点が分かれば、
時間切れになりそうなときに配点の高い部分の解答だけを書いてくることもできます。つまり、同じ実力をもった受験者でも、
推測採点基準を知っているか否かで記述式の得点に大きな違いが出てくることになるのです。

開示答案
推測採点基準 記述式対策に使用

成績通知

本講座では、松本講師の分析にかかる「推測採点基準」を 2022 年度司法書士試験の直前期に、受講者の皆
様にご提供します（全科目一括またはそれを含むパック購入者限定）。
提供方法：受講者特典マイページ（P.34 参照）に PDFファイルで掲載します。掲載した際には、講座専用

ブログにその旨記載いたします。

なお、次のいずれかの場合には「推測採点基準」の提供を行いませんので、あらかじめご了承願います。
・記述式の採点基準を法務省が公表した場合
・開示制度の変更等により開示答案の募集が行えなくなった場合
・司法書士試験の成績通知が行われなくなった場合
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第36問 令和元年 11月 11日，別紙 1の登記がされている不動産(以下｢甲土地｣という｡)につ

いて，司法書士法務律子は，後記【事実関係】1から 7までの事実を聴取し，後記【事実

関係】8のとおり説明と依頼を行った。そして，同月 29日，司法書士法務律子は，後記

【事実関係】9のとおり登記原因を証する情報(以下｢登記原因証明情報｣という｡)の起案

をしたほか，当該聴取に係る関係当事者全員から後記【事実関係】1から 9までの事実に

基づいて行うべき甲土地の登記の申請手続に必要な全ての書類を受領し，登記の申請手

続等について代理することの依頼を受けた。また，同日，司法書士法務律子は，申請情

報と併せて提供すべき登記識別情報を提供することができない者から，資格者代理人に

よる本人確認情報を作成及び提供することの依頼を受けた。同日，司法書士法務律子

は，以上の依頼に係る登記の申請を行った。

令和 2年 6月 10日，上記の登記が完了した甲土地及び別紙 5の登記がされている不

動産(以下｢乙建物｣という｡)について，司法書士法務律子は，後記【事実関係】10から 13

までの事実を聴取したほか，同日，当該聴取に係る関係当事者全員から後記【事実関係】

10から 13までの事実に基づいて行うべき甲土地及び乙建物の登記の申請手続に必要な

全ての書類を受領し，登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。また，

同日，司法書士法務律子は，申請情報と併せて提供すべき登記識別情報を提供すること

ができない者から，資格者代理人による本人確認情報を作成及び提供することの依頼を

受けた。同日，司法書士法務律子は，以上の依頼に係る登記の申請を行った。

令和 2 年 6 月 30 日，司法書士法務律子は，Ｆから，後記【事実関係】14 のとおりの質

問を受けたため，F に対し，質問に対する回答をした。

以上に基づき，後記の問 1 から問 6 までに答えなさい。

【事実関係】

1 令和元年 7 月 2 日，亡 A の夫 B は，別紙 2 の遺言書により遺言をした。

2 令和元年 9 月 1 日，B は，死亡した。B の相続人は，長男 C 及び次男 D であり，他

に相続人はいない。

3 令和元年 9 月 20 日，D は，別紙 2 の遺言書が入った封筒を発見したので，同日，

別紙 2 の遺言書が入った封筒を千葉家庭裁判所に提出して，検認の請求をした。そし

て，千葉家庭裁判所は，当該請求に基づく検認の期日を同年 10 月 30 日と指定し，同

年 9 月 27 日，同裁判所の裁判所書記官は，C 及び D に対して，当該検認の期日を通

知した。

2 令和元年 9 月 1 日，B は，死亡した。B の相続人は，長男

に相続人はいない。
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第37問 司法書士法務太郎は，令和 2年 4月 21日に事務所を訪れた株式会社ブルーライトの

代表者から別紙 1から別紙 7までの書類のほか，登記申請に必要な書類の提示を受けて

確認を行い，別紙 10のとおり事情を聴取し，登記すべき事項や登記のための要件など

を説明した。そして，司法書士法務太郎は，株式会社ブルーライトの代表者から必要な

登記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を受けた。

また，司法書士法務太郎は，同年 7月 5日に事務所を訪れた株式会社ブルーライトの

代表者から，別紙 8及び別紙 9の書類のほか，登記申請に必要な書類の提示を受けて確

認を行い，別紙 11のとおり事情を聴取し，登記すべき事項や登記のための要件などを

説明した。そして，司法書士法務太郎は，株式会社ブルーライトの代表者から必要な登

記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を受けた。

司法書士法務太郎は，これらの依頼に基づき，登記申請に必要な書類の交付を受け，

管轄登記所に対し，同年 4月 22日及び同年 7月 6日にそれぞれ登記の申請をすること

とした。

以上に基づき，次の問 1から問 3までに答えなさい。

問 1 令和 2年 4月 22日に司法書士法務太郎が申請した登記の申請書に記載すべき登

記の事由，登記すべき事項，登録免許税額及びその内訳並びに添付書面の名称及び

通数を第 37問答案用紙の第 1欄に記載しなさい。

問 2 令和 2年 7月 6日に司法書士法務太郎が申請した登記の申請書に記載すべき登記

の事由，登記すべき事項，登録免許税額並びに添付書面の名称及び通数を第 37問

答案用紙の第 2欄に記載しなさい。ただし，登録免許税額の内訳については，記載

することを要しない。

問 3 株式会社ブルーライトの代表者から受領した書類及び聴取した内容のうち，登記

することができない事項がある場合には，当該事項及びその理由を第 37問答案用

紙の第 3欄に記載しなさい。登記することができない事項がない場合には，第 37

問答案用紙の第 3欄に｢なし｣と記載しなさい。

(答案作成に当たっての注意事項) 

1 登記申請書の添付書面については，全て適式に調えられており，所要の記名・押

印がされているものとする。

以下｢甲土地｣という

までの事実を聴取し，後

，司法書士法務律子は，後記

以下｢登記原因証明情報｣という

【事実関係】1

基づいて行うべき甲土地の登記の申請手続に必要な全ての書類を受領し，登記の申請

続等について代理することの依頼を受けた。また，同日，司法書士法務律子は，申請

と併せて提供すべき登記識別情報を提供することができない者から，資格者代理人に

よる本人確認情報を作成及び提供することの依頼を受けた。同日，司法書士法務律子

紙 5の登記がされている不

務律子は，後記【事実関係

までの事実を聴取したほか，同日，当該聴取に係る関係当事者全員から後

及び乙建物の登記の申請手続に必要な

て代理することの依頼を受けた。また，

法務律子は，申請情報と併せて提供すべき登記識別情報を提供するこ

ができない者から，資格者代理人による本人確認情報を作成及び提供す

法務律子は，以上の依頼に係る登記の申請を行った。

【事実関係】

により遺言をした。

以下｢甲土地｣という

までの事実を聴取し，後

，司法書士法務律子は，後記

以下｢登記原因証明情報｣という

1

基づいて行うべき甲土地の登記の申請手続に必要な全ての書類を受領し，登記の申請

続等について代理することの依頼を受けた。また，同日，司法書士法務律子は，申請

と併せて提供すべき登記識別情報を提供することができない者から，資格者代理人に

よる本人確認情報を作成及び提供することの依頼を受けた。同日，司法書士法務律子

の登記がされている不

【事実関係

までの事実を聴取したほか，同日，当該聴取に係る関係当事者全員から後

及び乙建物の登記の申請手続に必要な

て代理することの依頼を受けた。また，

法務律子は，申請情報と併せて提供すべき登記識別情報を提供するこ

び提供す

法務律子は，以上の依頼に係る登記の申請を行った。

【事実関係】

により遺言をした。
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(答案作成に当たっての注意事項) 

1 第 36 問答案用紙の第 2 欄，第 4 欄及び第 5 欄の申請事項等欄の｢上記以外の申請

事項等｣欄並びに第 3 欄の申請人欄に解答を記載するに当たっては，次の要領で行

うこと。

(1) 申講人について，｢権利者｣，｢義務者｣，｢申請人｣，｢(被承継会社)｣等の表示も

記載する。

(2) 申請人について，住所又は本店所在地，代表機関の資格及び氏名並びに会社法

人等番号は，記載することを要しない。

(3) 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その

他の法令の規定により登記の申請をする場合において，申請人が登記識別情報又

は登記済証を提供することができないときは，当該登記識別情報又は登記済証を

提供することができない理由を記載する。

(4) 申請人が法令に掲げる者のいずれであるかを登記情報の内容とすべきときは，

｢民法 423 条 1 項｣の振り合いで，当該法令を記載する。

2 第 36 問答案用紙の第 2 欄から第 5 欄までの添付情報欄に解答を記載するに当

たっては，次の要領で行うこと。

(1) 添付情報の解答は，その登記の申請に必要な添付情報を後記【添付情報一覧】か

ら選択し，その記号(アからニまで)を記載する。

(2) 法令の規定により添付を省略することができる情報及び提供されたものとみな

される情報についても，後記【添付情報一覧】から選択し，その記号(アからニま

で)を記載する。

(3) 後記【添付情報一覧】のアからニまでに掲げられた情報以外の情報(登記の申請

に関する委任状等)は，記載することを要しない。

(4) 後記【添付情報一覧】のカからケまでに掲げられた登記識別情報を添付しなけれ

ばならないときは，その記号を記載する。

(5) 後記【添付情報一覧】のサからソまでに掲げられた印鑑に関する証明書は，登記

名義人となる者の住所を証する情報としては使用しないものとする。

(6) 後記【添付情報一覧】のテ又はトの一方又は双方を記載するときは，それぞれの

記号の後に続けて，テ又はトの括弧書きの｢(何某のもの)｣に当該情報の作成者の

氏名又は名称を補い，｢テ(株式会社いろは銀行のもの)｣の要領で記載する。当該

情報の作成者が会社法人等である場合は，当該情報に会社法人等番号の記載がさ

れているものとする。

(4) 後記【添付情報一覧】のカからケまでに掲げられた登記

ばならないときは，その記号を記載する。

日に司法書士法務太郎が申請した登記の申請書に記載すべき登

記の事由，登記すべき事項，登録免許税額及びその内訳並びに添付書面の名称及び

法務太郎が申請した登記の申請

の事由，登記すべき事項，登録免許税額並びに添付書面の名称及び通数

登録免許税額の内訳については，記載

株式会社ブルーライトの代表者から受領した書類及び聴取した内容のうち，登記

当該事項及びその理由を

欄に記載しなさい。登記することができない事項がない場合には，

登記申請書の添付書面については，全て適式に調えられており，所要の記名・押

C 及び次男

日に事務所を訪れた株式会社ブルーライトの

までの書類のほか，登記申請に必要な

聴取し，登記すべき事項や登記のための

を説明した。そして，司法書士法務太郎は，株式会社ブルーライトの代表者から必要な

日に事務所を訪れた株式会社ブルーライトの

類のほか，登記申請に必要な書類の提示を受けて確

のとおり事情を聴取し，登記すべき事項や登記のための要件などを

書士法務太郎は，株式会社ブルーライトの代表者から必要な登

請に必要な書類の交付を受け，

にそれぞれ登記の申請をすること

及び次男
ばならないときは，その記号を記載する。

日に司法書士法務太郎が申請した登記の申請書に記載すべき登

記の事由，登記すべき事項，登録免許税額及びその内訳並びに添付書面の名称及び

法務太郎が申請した登記の申請

の事由，登記すべき事項，登録免許税額並びに添付書面の名称及び通数

登録免許税額の内訳については，記載

株式会社ブルーライトの代表者から受領した書類及び聴取した内容のうち，登記

当該事項及びその理由を

欄に記載しなさい。登記することができない事項がない場合には，

登記申請書の添付書面については，全て適式に調えられており，所要の記名・押

請に必要な書類の交付を受け，

にそれぞれ登記の申請をすること

日に事務所を訪れた株式会社ブルーライトの

までの書類のほか，登記申請に必要な

聴取し，登記すべき事項や登記のための

を説明した。そして，司法書士法務太郎は，株式会社ブルーライトの代表者から必要な

日に事務所を訪れた株式会社ブルーライトの

類のほか，登記申請に必要な書類の提示を受けて確

のとおり事情を聴取し，登記すべき事項や登記のための要件などを

書士法務太郎は，株式会社ブルーライトの代表者から必要な登

請に必要な書類の交付を受け，

- 53 -

別紙 2 

【令和 2 年 4 月 10 日現在の株式会社ブルーライトの定款】

第 1 章 総 則

(商号) 

第 1 条 当会社は，株式会社ブルーライトと称する。

(目的) 

第 2 条 当会社は，次の事業を営むことを目的とする。

1．家庭用電気製品・照明器具の製造及び販売

2．家具の輸出入及び販売

3．前各号に附帯関連する一切の事業

(本店の所在地) 

第 3 条 当会社は，本店を東京都新宿区に置く。

(公告の方法) 

第 4 条 当会社の公告は，官報に掲載してする。

第 2 章 株 式

(発行可能株式総数) 

第 5 条 当会社の発行可能株式総数は，8000 株とする。

(発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容) 

第 6 条 当会社の発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容は，次のとおりと

する。

普通株式 7500 株

甲種類株式 500 株

残余財産の分配については，甲種類株主は普通株主に先立ち甲種類株式 1 株当たり

1000 円の分配を受ける。

申請事項等

当たっては

申講人について，｢権利者｣，｢義務者｣，｢申請人｣，｢(被承継会社

申請人について，住所又は本店所在地，代表機関の資格及び氏名並びに

登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その

他の法令の規定により登記の申請をする場合において，申請人が登記識別情報又

は登記済証を提供することができないときは，当該登記識別情報又は登記済証を

申請人が法令に掲げる者のいずれであるかを登記情報の内容とすべきときは，

までの添付情報欄に解答を記載するに

その登記の申請に必要な添付情報を後

法令の規定により添付を省略することができる情報及び提供されたものとみな

から選択し，その記号

までに掲げられた情報以外の情報

からケまでに掲げられた登記識別情報を添付しなけれ

申請事項等

当たっては

被承継会社

申請人について，住所又は本店所在地，代表機関の資格及び氏名並びに

登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その

他の法令の規定により登記の申請をする場合において，申請人が登記識別情報又

は登記済証を提供することができないときは，当該登記識別情報又は登記済証を

申請人が法令に掲げる者のいずれであるかを登記情報の内容とすべきときは，

に解答を記載するに

その登記の申請に必要な添付情報を後

法令の規定により添付を省略することができる情報及び提供されたものとみな

から選択し，その記号

までに掲げられた情報以外の情報

識別情報を添付しなけれ
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【添付情報一覧】

ア 検認済み証明書が一体化された遺言書(別紙 2 ) 

イ 遺産分割協議書(別紙 3 ) 

ウ 登記原因証明情報(【事実関係】9で関係当事者が記名押印したもの) 

エ 根抵当権設定契約証書(別紙 4 ) 

オ 令和 2年 6月 10日付の追加根抵当権設定契約証書(【事実関係】13のもの) 

カ 甲土地の甲区 3番の登記識別情報

キ 甲土地の所有権について令和元年 11月 29日付け申請により通知される登記識別

情報

ク 甲土地の所有権以外の権利について令和元年 11月 29日付け申請により通知され

る登記識別情報

ケ 乙建物の所有権について令和 2年 6月 10日付け申請により通知される登記識別

情報

コ 司法書士法務律子が作成した登記義務者に係る本人確認情報

サ 令和元年 11月 29日発行の Cの印鑑に関する証明書

シ 令和 2 年 6月 10日発行の Cの印鑑に関する証明書

ス 令和元年 11月 29日発行の Dの印鑑に関する証明書

セ 令和 2 年 6月 10日発行の Dの印鑑に関する証明書

ソ 令和 2 年 6月 10日発行の株式会社 E銀行の印鑑に関する証明書

夕 令和元年 11月 29日発行の Cの住民票の写し(本籍の記載あり) 

チ 令和元年 11月 29日発行の Dの住民票の写し(本籍の記載あり) 

ツ 令和 2 年 6月 10日発行の Dの戸籍の附表の写し(本籍，【事実関係】11の住所移

転の事実及び【事実関係】12の住居表示実施により住所が変更された事実が記載

されたもの) 

テ 登記原因につき第三者の許可，同意又は承諾を証する情報及び当該情報の作成者

の印鑑に関する証明書(何某のもの) 

ト 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報及び当該情報の作成者の印

鑑に関する証明書(何某のもの) 

ナ 令和 2 年 6月 10日発行の甲土地の登記事項証明書

ニ 株式会社 E銀行の会社法人等番号

転の事実及び【事実関係】12の住居表示実施により住所が変更

当会社の発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容は，次のとおりと

残余財産の分配については，甲種類株主は普通株主に先立ち甲種類

からケまでに掲げられた登記識別情報を添付しなけれ識別情報を添付しなけれ

当会社の発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容は，次のとおりと

種類
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(株券の不発行) 

第 7 条 当会社の株式については，株券を発行しない。

(株式の譲渡制限) 

第 8 条 当会社の株式を譲渡により取得するには，当会社の承認を受けなければならない。

(基準日) 

第 9 条 当会社は，毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する

株主をもって，その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主

とする。

第３章 株主総会

(招集) 

第 10 条 当会社の定時株主総会は，毎事業年度終了後 3 か月以内に招集し，臨時株主総会

は，随時必要に応じて招集する。

(議長) 

第 11条 株主総会の議長は，代表取締役がこれに当たる。ただし，代表取締役に事故があ

るときは，あらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となる。

(決議の方法) 

第 12 条 株主総会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。

2 会社法第 309条第 2項に定める決議は，議決権を行使することができる株主の議決権の

3 分の 1 を有する株主が出席し，出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数

をもって決する。

(種類株主総会) 

第 13 条 種類株主総会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，出席した

議決権を行使することができる種類株主の議決権の過半数をもって決する。

2 会社法第 324条第 2項に定める種類株主総会の決議は，当該種類株主総会において議決

権を行使することができる株主の議決権の 3分の 1以上を有する株主が出席し，出席した

押印したもの

事実関係

により通知

日付け申請

により通知

情報

証明書

記載あり

記載あり

事実

したもの

関係

通知

申請

通知

証明書

り

り

事実
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別紙 1 甲土地の登記事項証明書(抜粋) 

表 題 部(土地の表示) 調製 余白 不動産番号 【略】

地図番号 【略】 筆界特定 余白

所 在 千葉市若葉区若森町 余白

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積 ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕

1040 番 4 宅地 214 00 1040 番 1 から分筆

〔平成 25 年 10 月 24 日〕

権 利 部( 甲 区 ) ( 所 有 権 に 関 す る 事 項 ) 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1 所有権移転 昭和 42 年 9 月 9 日

第 8755 号

原因 昭和 22 年 9 月 5 日相続

所有者

千葉市若森町 1040 番地

A 

順位 1 番の登記を転写

平成 25 年 10 月 16 日受付

第 69870 号

2 所有権移転 平成 25 年 11 月 25 日

第 82523 号

原因 平成 20 年 1 月 25 日相続

所有者

千葉市若葉区若森町 1040 番地

B

3 所有権移転 令和 1 年 9 月 24 日

第 67356 号

原因 令和 1 年 9 月 1 日相続

共有者

千葉市若葉区東都賀二丁目 3 番 7 号

持分 2 分の 1 C 

千葉市緑区おゆみ野西一丁目 5 番地 1 

2 分の 1 D

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし，登記記録の乙

区に記録されている事項はない。

令和元年 11 月 11 日

千葉地方法務局               登記官 ○  ○  ○  ○ □印

令和元年 11 月 11 日

か月以内に招集し，臨時株主総

代表取締役に事故が

株主総会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，出席した議決

項に定める決議は，議決権を行使することができる株主の議決権の

分の 2 以上に当たる

種類株主総会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，出席した

議決権を行使することができる種類株主の議決権の過半数をもって決する。

項に定める種類株主総会の決議は，当該種類株主総会において議決

以上を有する株主が出席し，出席した

変更

するには，当会社の承認を受けなければならない。

当会社は，毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する

株主をもって，その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主

された事実が

か月以内に招集し，臨時株主総

代表取締役に事故が

株主総会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，出席した議決

項に定める決議は，議決権を行使することができる株主の議決権の

以上に当たる

種類株主総会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，出席した

議決権を行使することができる種類株主の議決権の過半数をもって決する。

項に定める種類株主総会の決議は，当該種類株主総会において議決

以上を有する株主が出席し，出席した

するには，当会社の承認を受けなければならない。

当会社は，毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する

株主をもって，その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主
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別紙 4 

【令和 2 年 2 月 18 日開催の株式会社ブルーライトの定時株主総会において承認された計算書類

のうち貸借対照表の要旨】

貸借対照表の要旨(令和元年 12 月 31 日現在) 

科目 金額(円) 

資産の部

流動資産

固定資産

22,000,000

96,600,000

合計 118,600,000

負債及び

純資産の部

流動負債

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

その他利益剰余金

（うち当期純利益）

15,000,000

103,600,000

90,000,000

4,000,000

4,000,000

9,600,000

9,600,000

(950,000)

合計 118,600,000

及びその日付〔

から分筆

24 日〕

そ の 他

5 日相続

番地

転写

受付

25 日相続

若森町 1040

日相続

都賀二丁目

おゆみ野西一丁目

る。ただ

及びその日付〔

日〕

他

相続

相続

0

相続

二丁目

丁目

ただ
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別紙 2 遺言書

注：本遺言書は，以下の本文及び別紙の 2 葉で構成されており，その発見当時，当該 2 葉は，

同一の封筒に入れられ封かんされていた。当該 2 葉中，文字のフォントの斜体部分は手書き

であり，ゴシック部分は印字されたものである。また，○印 には適式な押印がされている。

遺遺 言言 書書 

一一 長長男男 CC にに，，別別紙紙目目録録 11 のの不不動動産産をを相相続続ささせせるる。。 

二二 次次男男 DD にに，，別別紙紙目目録録 22 のの不不動動産産をを相相続続ささせせるる。。 

 

令令和和元元年年 77 月月 22 日日 

Ｂ ○印

別紙

目 録

1 千葉市若葉区若森町 1040 番 1  宅地 300・00 ㎡ の土地

2 千葉市若葉区若森町 1040 番 4  宅地 214・00 ㎡ の土地

Ｂ  ○印

118,600,000

日開催の株式会社ブルーライトの定時株主総会において承認された計算書類

日現在) 

(円) 

22

96,600,000

118,600,000

1

103

90,000,000

118,600,000

90,000,000

日開催の株式会社ブルーライトの定時株主総会において承認された計算書類

22

96,600,000

118,600,000

1

103
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別紙 5 

【監査役Ｅの辞任届】

辞 任 届

私は，一身上の都合により貴社の監査役を令和 2 年 4 月 1 日付けで辞任いたしたくお届け

いたします。

令和 2 年 3 月 25 日

住所 （省略）

氏名  Ｅ      ㊞

株式会社ブルーライト 御中

その発見当時，当該

フォント

適式な

○○印○

土地

土地

○

発見当時，当該

フォント

な
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別紙 4 根抵当権設定契約証書

根抵当権設定契約証書

令和元年 11 月 29 日

千葉県千葉市中央区港一丁目 1 番 1 号

株式会社 E 銀行 御中

(取扱店 若森支店) 

住    所 【略】

根抵当権設定者

兼 債 務 者  D

第 1 条(根抵当権の設定) 

根抵当権設定者は，その所有する後記物件の上に，次の要項によって根抵当権を設定いた

しました。

1．極度額      金 6000 万円

2．被担保債権の範囲 (1) 銀行取引による一切の債権

(2) 銀行が第三者から取得する 小切手上の債権

(3) 銀行が第三者から取得する電子記録債権

3．債務者     【住所省略】 D

4．確定期日     定めない

【第 2 条以下は省略】

物件の表示

当欄には る。当欄には

日付けで辞任いたしたくお届け日付けで辞任いたしたくお届け
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別紙 8 

【令和 2 年 6 月 15 日開催の株式会社ブルーライトの臨時株主総会における議事の概要】

第 1号議案 株式併合の件

次の内容にて株式を併合することが諮られ, 株主W, X及びＺは賛成し, 株主Yは反対した。

併合する株式の種類  甲種類株式

併合の割合      甲種類株式 2 株を 1 株に併合する。

効力発生日      令和 2 年 7 月 5 日

効力発生日における発行可能株式総数  7500 株

第 2号議案 定款第 6条変更の件

令和 2年 7月 5日を効力発生日として定款第 6条を次のとおりに変更することが諮られ，

満場一致をもって承認可決された。

(発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容) 

第 6条 当会社の発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容は，次のとおり

とする。

普通株式 7500 株

甲種類株式 250 株

残余財産の分配については，甲種類株主は普通株主に先立ち甲種類株式 1 株当た

り 5000 円の分配を受ける。

第 3号議案 定款第 16条変更の件

定款第 16条に次のとおり第 2項を新設することが諮られ，満場一致をもって承認可決さ

れた。

(取締役の選任及び代表取締役の選定) 

第 16条 当会社の取締役は，株主総会において議決権を行使することができる株主の議

決権の 3分の 1を有する株主が出席し，出席した当該株主の議決権の過半数の決議に

よって選任する。

2 当会社は，取締役の互選によって代表取締役を選定する。

【略】

D

物件の上に，次の要項によって根抵当権を

小切手上

電子記録債権

物件の上に，次の要項によって根抵当権を

小切手上

電子記録債権
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別紙 5 乙建物の全部事項証明書

表 題 部(主である建物の表示) 調製 余白 不動産番号 【略】

所在図番号 余白

所   在 千葉市若葉区若森町 1040 番地 4 余白

家屋番号 1040 番 4 余白

① 種 類 ② 構 造 ③ 床 面 積 ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕

居宅・店舗 木造合金メッキ鋼板ぶき

2 階建

1 階 60

2 階 55

35

15

令和2年5月13日新築

〔令和2年5月20日〕

所 有 者 千葉市緑区おゆみ野西一丁目 5 番地 1 D

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし，登記記録の甲

区及び乙区に記録されている事項はない。

令和 2 年 5 月 28 日

千葉地方法務局               登記官 ○  ○  ○  ○ □印

当会社の発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容は，次のとおり

残余財産の分配については，甲種類株主は普通株主に先立ち甲種類株式 1 株当た

一致をもって承認可決さ

当会社の取締役は，株主総会において議決権を行使することができる株主の議

を有する株主が出席し，出席した当該株主の議決権の過半数の決議に

る。

日開催の株式会社ブルーライトの臨時株主総会における議事の概要】

及びＺは賛成し,

株に併合する。

に変更することが諮られ，
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日開催の株式会社ブルーライトの臨時株主総会における議事の概要】
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別紙 10 

【司法書士法務太郎の聴取記録(令和 2 年 4 月 21 日)】 

 

1 別紙 1 は，令和 2 年 4 月 10 日現在における株式会社ブルーライトの登記記録を抜粋し

たものである。 

2 別紙 2 は，令和 2 年 4 月 10 日現在における株式会社ブルーライトの定款である。 

3 株式会社ブルーライトの令和 2 年 2 月 18 日に開催された定時株主総会には，議決権の

ある株主全員が出席し，その議事の概要は別紙 3 に記載されているとおりである。 

4 別紙 4 は，株式会社ブルーライトの令和 2 年 2 月 18 日に開催された定時株主総会にお

いて承認された計算書類のうち貸借対照表の要旨を記載したものであり，同年 4 月 18 日

に至るまでその内容に変更はない。 

5 別紙 5 は，令和 2 年 3 月 25 日に株式会社ブルーライトの代表者に対し提出された監査

役Ｅの辞任届である。 

6 株式会社ブルーライトの令和 2 年 4 月 10 日に開催された臨時株主総会には，議決権の

ある株主全員が出席し，その議事の概要は別紙 6 に記載されているとおりである。 

7 別紙 6 に記載されている議案のうち，効力を生じさせるために種類株主総会の承認決議

を要するものについては，令和 2 年 4 月 10 日開催の臨時株主総会終結後，同日に開催さ

れた種類株主総会において適法に承認決議がされた。 

8 別紙 7 は，令和 2 年 4 月 10 日現在における株式会社ブルーライトの株主名簿を抜粋し

たものである。 

9 Ｘ，Ｙ及びＺは別紙 6 の第 3 号議案に係る募集株式について適法に申込みをし，Ｘは令

和 2 年 4 月 18 日に株式会社ブルーライトに対し現物出資の目的である財産の自家用自動

車 1 台を現実に給付し，Ｙは同月 20 日にＹの申し込んだ募集株式の払込金額の全額であ

る 300 万円を所定の払込取扱金融機関に払い込んだが，Ｚは払込期日までに払込みをしな

かった。 

 

 

記述式には十分な対策が必要
下に掲載したのは、2020 年度司法書士試験記述式問題のごく一部です（実際には、記述式だけで問題文が
31 ページありました）。記述式問題では、このような多数の書面から事案を読み解き、登記の申請書の記載事
項などを解答しなければなりません。

複雑な事案を読み解く方法が合否のカギを握る。複雑な事案を読み解く方法が合否のカギを握る。

記述式の解法について２冊の著書をもつ松本講師が一貫した考え
方に基づく『リアリスティック式解法』を徹底指導

松本講師は、記述式の解法について、次の２冊（不動産登記・商業登記それぞれ１冊ずつ）
の著書を執筆しています。
①リアリスティック不動産登記法 記述式（日本実業出版社刊）
②リアリスティック商業登記法 記述式（日本実業出版社刊）
これらはいずれも、いかに速く、いかに正確に記述式問題を解くかをテーマに書かれて
おり、書き忘れ、勘違いを減らし、合格基準点を超えるためのノウハウが詳細に解説
されています。
本講座では、これら２冊の著書を使用して、著者である松本講師自身が記述式の解法
を徹底指導しますので、記述式の対策も万全です。

※「リアリスティック不動産登記法 記述式」は、不動産登記法の講義において使用し
ます。

※「リアリスティック商業登記法 記述式」は、商業登記法（記述式）の講義において
使用します。

※「リアリスティック不動産登記法 記述式」、「リアリスティック商業登記法 記述式」は、
各自でご用意ください。

本コースをご購入いただいた方には、「リアリスティック不動産登記法 記述式」「リアリ
スティック商業登記法 記述式」をプレゼントいたします。
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リアリスティック一発合格 松本基礎講座

カギを握る申請書・条文はシャドウイングで

シャドウイングについての松本講師からのメッセージ

司法書士試験午後の部では、記述式の問題 2 問（不動産登記 1 問・商業登記 1 問）が出題され、登記の申
請書を実際に書く能力が試されます。

当然、申請書の書式を頭に入れておく勉強が必要となるのですが、そのための勉強法としては、従来、「書
いて書いて書きまくって、申請書を体に染み込ませる」というやり方が広く行われてきました。

松本式の申請書マスター術は、「書く」ことではなく、「喋る」ことを中心にしています。これは、英語の
勉強法として利用されている「Shadowing（シャドウイング）」を法律の勉強に応用するものです。

Shadowing（シャドウイング）とは…

英会話の学習法として頻繁に利用されているもので、通常はネイティブの人が話す英語を収録した媒体を
聴きながら、それに影（shadow）のように後から追いかけて発音することをいいます。文章を見ずに、耳か
ら聴き取った音をそのまま自らの口で再現するのが本来のやり方です。

再現するためには、当然、聴き取る能力が要求されますし、同じスピードで喋る能力も要求されます。この
ような能力を少しずつ高めることにより、英語力を高めるのが英語学習におけるシャドウイングの目的です。

松本式学習法においては、このシャドウイングの手法を、司法書士試験において重要な申請書と条文の学
習に利用します。

【速聴で脳を鍛え速読も】
本講座で配布するシャドウイング（申請書・条文シャドウイング）用の音声データは、倍速録音されて

おります。『図解 1 日 15 分の「速聴」で脳は必ず鍛えられる !』（きこ書房刊　スーパーリスニング・イン
スティテュート、 田中孝顕著）にもあるとおり、どんな人でも毎日一定の時間を速聴（音声データを高速
で聴く）により、脳を鍛えることができます。具体的には、脳の処理速度が上がることによって、文章を
読むスピード、他人の話を聞いた時の理解の速度が上がります。それ以外にも、集中力・記憶力など様々
な効用があります。つまり、本講座のシャドウイング（申請書・条文シャドウイング）用の音声データ教
材を活用することにより、単に条文・申請書を記憶できるというだけでなく、脳の処理速度も上がるわけ
です。これは、日々の学習においてももちろんですが、本試験でも絶大な効果を発揮します。なぜなら、
本試験では多くの受験生が午後の部で時間切れになります。しかし、この速聴で脳を鍛えておけば、時間
切れとは無縁になります。

実際に、私も、受験時代からこの速聴を毎日欠かさず行なっております。そのおかげで司法書士試験・
宅建試験・行政書士試験・認定考査において、時間切れになるということは全くありませんでした。

本講座の教材を活用することによって、まさに他の受験生の何倍ものスピードで合格へたどり着くこと
ができます。

【申請書シャドウイング】
本講座では、シャドウイングの手法を記述式対策（申請書）に利用します。喋ることは書くことよりも短時

間で行えるので、当然、勉強時間の節約になります。
しかも、この方法を利用することには、英語学習の場合にはない重要な意義がひとつあります。それは、日

本語では発音と平仮名が一致するので、ほとんどの場合、喋れれば書けるということです（英語では「ウェンズ
デイ」と喋れても、「wednesday」と書けるとは限りません。）。申請書の中には漢字も含まれますが、あまり難し
い漢字はありませんし、難しい漢字については書きとりの練習をすれば足りるのです。

【条文シャドウイング】
法律学習において、法律の条文は最も大事なもののひとつです。条文自体を書かされるような試験ではあ

りませんが、条文がしっかり頭に入っていることは、本試験において非常な威力を発揮します。
本講座では、条文についても上記のシャドウイングの手法を利用して学習効率を高めます。シャドウイン

グに使用する条文は、松本講師自身がセレクトした重要条文です。♪♪

第２節 相続関係以外の所有権の移転の登記 
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  売買
１．実体（⺠法）→登記 
＊登記は，実体（⺠法など）を前提とするものですので，ここからは基本的に，「基本的な事例→申請例→……」

という流れ（P166＊）に⼊る前に「実体→登記」の項⽬を設け，実体と登記の橋渡しをすることから説明を始
めていきます。

不動産を所有している売主と買主が不動産の売買をすると，不動産の所有権が売主
から買主に移転します（⺠法555 条）。―― ⺠法Ⅲのテキスト第７編第２章 

よって，売主から買主への売買を原因とする所有権の移転の登記を申請できます。 

２．申請情報の記載事項 
―― 売買を原因とする所有権の移転の登記 

事例：Ａは，令和２年７⽉１⽇，所有している建物（甲区１番でＡ名義の所有権の保
存の登記がされている）を「Ｂが売買代⾦ 2000 万円全額を⽀払った⽇に所有
権が移転する」旨の特約をしてＢに売却した。Ｂは，令和２年７⽉８⽇，Ａに
売買代⾦ 2000 万円全額を⽀払った。この建物の課税標準の額は，1000 万円で
ある。 

登記の⽬的 所有権移転 
原 因 令和３年７⽉８⽇売買 
権 利 者 Ｂ 
義 務 者 Ａ 
添 付 情 報 登記原因証明情報（売買契約書等） 

登記識別情報（Ａの甲区１番の登記識別情報） 
印鑑証明書（Ａの印鑑証明書） 
住所証明情報（Ｂの住⺠票の写し） 
代理権限証明情報（Ｂ及びＡの委任状） 

課 税 価 格 ⾦ 1000 万円 
登録免許税 ⾦ 20 万円 

権 利 部 （甲 区） （所 有 権 に 関 す る 事 項）
順位番号 登記の⽬的 受付年⽉⽇・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 
1 所有権保存 令和2 年6 ⽉28 ⽇ 

第12456 号 
所有者 Ａ 

2 所有権移転 令和2 年7 ⽉8 ⽇ 
第12987 号 

原因 令和2 年7 ⽉8 ⽇売買 
所有者 Ｂ 

1 

申請例７ 

- 1 - 

第
二
節 

意
思
表
示 

 

（
心
裡
留
保
） 

第
九
十
三
条 

意
思
表
示
は
、
表
意
者
が
そ
の
真
意

で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
し
た
と
き
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
た
め
に
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
、
相
手
方
が
そ
の
意
思
表
示
が
表
意
者
の

真
意
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
、
又
は
知
る
こ
と
が

で
き
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
無
効
と
す

る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
意
思
表
示
の

無
効
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

 

（
虚
偽
表
示
） 

第
九
十
四
条 

相
手
方
と
通
じ
て
し
た
虚
偽
の
意

思
表
示
は
、
無
効
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
表
示
の
無
効
は
、
善

意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
錯
誤
） 

第
九
十
五
条 

意
思
表
示
は
、
次
に
掲
げ
る
錯
誤
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
錯
誤
が
法
律
行
為

の
目
的
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て

重
要
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。 

一 

意
思
表
示
に
対
応
す
る
意
思
を
欠
く
錯
誤 

二 

表
意
者
が
法
律
行
為
の
基
礎
と
し
た
事
情
に

つ
い
て
の
そ
の
認
識
が
真
実
に
反
す
る
錯
誤 

２ 

前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
意
思
表
示
の
取

消
し
は
、
そ
の
事
情
が
法
律
行
為
の
基
礎
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
た
と
き
に
限
り
、

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

錯
誤
が
表
意
者
の
重
大
な
過
失
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
表
示
の
取
消
し
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

相
手
方
が
表
意
者
に
錯
誤
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た

と
き
。 

二 

相
手
方
が
表
意
者
と
同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て

い
た
と
き
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
表
示
の
取
消
し

は
、
善
意
で
か
つ
過
失
が
な
い
第
三
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
詐
欺
又
は
強
迫
） 

第
九
十
六
条 

詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示

は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
第
三

者
が
詐
欺
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
相
手
方

が
そ
の
事
実
を
知
り
、
又
は
知
る
こ
と
が
で
き
た

と
き
に
限
り
、
そ
の
意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
詐
欺
に
よ
る
意
思
表

示
の
取
消
し
は
、
善
意
で
か
つ
過
失
が
な
い
第
三

者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
意
思
表
示
の
効
力
発
生
時
期
等
） 

第
九
十
七
条 

意
思
表
示
は
、
そ
の
通
知
が
相
手
方

に
到
達
し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

２ 

相
手
方
が
正
当
な
理
由
な
く
意
思
表
示
の
通

知
が
到
達
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
と
き
は
、
そ
の
通

知
は
、
通
常
到
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
に
到
達
し

た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

意
思
表
示
は
、
表
意
者
が
通
知
を
発
し
た
後
に

死
亡
し
、
意
思
能
力
を
喪
失
し
、
又
は
行
為
能
力

の
制
限
を
受
け
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め

に
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。 

 

（
公
示
に
よ
る
意
思
表
示
） 

第
九
十
八
条 

意
思
表
示
は
、
表
意
者
が
相
手
方
を

知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
示
の
方
法
に
よ
っ
て

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
公
示
は
、
公
示
送
達
に
関
す
る
民
事
訴

訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
従

い
、
裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
か
つ
、
そ
の

掲
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
官
報
に
少
な
く
と
も
一

回
掲
載
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
相
当

と
認
め
る
と
き
は
、
官
報
へ
の
掲
載
に
代
え
て
、

市
役
所
、
区
役
所
、
町
村
役
場
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
施
設
の
掲
示
場
に
掲
示
す
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

公
示
に
よ
る
意
思
表
示
は
、
最
後
に
官
報
に
掲

載
し
た
日
又
は
そ
の
掲
載
に
代
わ
る
掲
示
を
始

め
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
に
、
相
手
方

に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
表
意
者

が
相
手
方
を
知
ら
な
い
こ
と
又
は
そ
の
所
在
を

知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
あ
っ
た
と
き

は
、
到
達
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

４ 

公
示
に
関
す
る
手
続
は
、
相
手
方
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
は
表
意
者
の
住
所
地
の
、
相

手
方
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
相
手
方
の
最
後
の
住
所
地
の
簡
易
裁
判
所
の

管
轄
に
属
す
る
。 

５ 

裁
判
所
は
、
表
意
者
に
、
公
示
に
関
す
る
費
用

を
予
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
意
思
表
示
の
受
領
能
力
） 

第
九
十
八
条
の
二 

意
思
表
示
の
相
手
方
が
そ
の

意
思
表
示
を
受
け
た
時
に
意
思
能
力
を
有
し
な

か
っ
た
と
き
又
は
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被

後
見
人
で
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
を
も

っ
て
そ
の
相
手
方
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
意
思
表
示

を
知
っ
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

相
手
方
の
法
定
代
理
人 

二 

意
思
能
力
を
回
復
し
、
又
は
行
為
能
力
者
と
な

っ
た
相
手
方 

  

第
三
節 

代
理 

 

（
代
理
行
為
の
要
件
及
び
効
果
） 

第
九
十
九
条 

代
理
人
が
そ
の
権
限
内
に
お
い
て

本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
し
た
意
思

表
示
は
、
本
人
に
対
し
て
直
接
に
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
第
三
者
が
代
理
人
に
対
し
て

し
た
意
思
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
意
思
表

示
） 

第
百
条 

代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を

示
さ
な
い
で
し
た
意
思
表
示
は
、
自
己
の
た
め
に

し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
、
代

理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
知
り
、
又
は

知
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

 

（
代
理
行
為
の
瑕
疵
） 

第
百
一
条 

代
理
人
が
相
手
方
に
対
し
て
し
た
意

思
表
示
の
効
力
が
意
思
の
不
存
在
、
錯
誤
、
詐
欺
、

強
迫
又
は
あ
る
事
情
を
知
っ
て
い
た
こ
と
若
し

く
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
べ
き
場
合
に

は
、
そ
の
事
実
の
有
無
は
、
代
理
人
に
つ
い
て
決

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

相
手
方
が
代
理
人
に
対
し
て
し
た
意
思
表
示

の
効
力
が
意
思
表
示
を
受
け
た
者
が
あ
る
事
情

を
知
っ
て
い
た
こ
と
又
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を

受
け
る
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
の
有
無
は
、

代
理
人
に
つ
い
て
決
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

特
定
の
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ

た
代
理
人
が
そ
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
本
人
は
、

自
ら
知
っ
て
い
た
事
情
に
つ
い
て
代
理
人
が
知

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
本
人
が
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
事
情

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
代
理
人
の
行
為
能
力
） 

第
百
二
条 

制
限
行
為
能
力
者
が
代
理
人
と
し
て

し
た
行
為
は
、
行
為
能
力
の
制
限
に
よ
っ
て
は
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
制
限
行
為

能
力
者
が
他
の
制
限
行
為
能
力
者
の
法
定
代
理

人
と
し
て
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

 

（
権
限
の
定
め
の
な
い
代
理
人
の
権
限
） 

第
百
三
条 

権
限
の
定
め
の
な
い
代
理
人
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
の
み
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。 

一 

保
存
行
為 

二 

代
理
の
目
的
で
あ
る
物
又
は
権
利
の
性
質
を

変
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
又
は
改

良
を
目
的
と
す
る
行
為 

 

（
任
意
代
理
人
に
よ
る
復
代
理
人
の
選
任
） 

第
百
四
条 

委
任
に
よ
る
代
理
人
は
、
本
人
の
許
諾

を
得
た
と
き
、
又
は
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

と
き
で
な
け
れ
ば
、
復
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

 

（
法
定
代
理
人
に
よ
る
復
代
理
人
の
選
任
） 

第
百
五
条 

法
定
代
理
人
は
、
自
己
の
責
任
で
復
代

理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、

本
人
に
対
し
て
そ
の
選
任
及
び
監
督
に
つ
い
て

の
責
任
の
み
を
負
う
。 

 

（
復
代
理
人
の
権
限
等
） 

第
百
六
条 

復
代
理
人
は
、
そ
の
権
限
内
の
行
為
に

つ
い
て
、
本
人
を
代
表
す
る
。 

２ 

復
代
理
人
は
、
本
人
及
び
第
三
者
に
対
し
て
、

そ
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
代
理
人
と
同
一

の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。 

 

（
代
理
権
の
濫
用
） 

第
百
七
条 

代
理
人
が
自
己
又
は
第
三
者
の
利
益

を
図
る
目
的
で
代
理
権
の
範
囲
内
の
行
為
を
し

た
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
そ
の
目
的
を
知
り
、

又
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
は
、

代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
し
た
行
為
と
み
な
す
。 

 

（
自
己
契
約
及
び
双
方
代
理
等
） 

第
百
八
条 

同
一
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
、
相
手
方

の
代
理
人
と
し
て
、
又
は
当
事
者
双
方
の
代
理
人

と
し
て
し
た
行
為
は
、
代
理
権
を
有
し
な
い
者
が

し
た
行
為
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
債
務
の
履
行
及

び
本
人
が
あ
ら
か
じ
め
許
諾
し
た
行
為
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
本
文
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
代
理
人

と
本
人
と
の
利
益
が
相
反
す
る
行
為
に
つ
い
て

は
、
代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
し
た
行
為
と
み
な

す
。
た
だ
し
、
本
人
が
あ
ら
か
じ
め
許
諾
し
た
行

為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
代
理
権
授
与
の
表
示
に
よ
る
表
見
代
理
等
） 

第
百
九
条 

第
三
者
に
対
し
て
他
人
に
代
理
権
を

与
え
た
旨
を
表
示
し
た
者
は
、
そ
の
代
理
権
の
範

囲
内
に
お
い
て
そ
の
他
人
が
第
三
者
と
の
間
で

し
た
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任
を
負
う
。
た
だ

し
、
第
三
者
が
、
そ
の
他
人
が
代
理
権
を
与
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
又
は
過
失
に
よ
っ
て

知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

第
三
者
に
対
し
て
他
人
に
代
理
権
を
与
え
た

旨
を
表
示
し
た
者
は
、
そ
の
代
理
権
の
範
囲
内
に

お
い
て
そ
の
他
人
が
第
三
者
と
の
間
で
行
為
を

し
た
と
す
れ
ば
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
責
任

を
負
う
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
他
人
が
第
三

者
と
の
間
で
そ
の
代
理
権
の
範
囲
外
の
行
為
を

し
た
と
き
は
、
第
三
者
が
そ
の
行
為
に
つ
い
て
そ

の
他
人
の
代
理
権
が
あ
る
と
信
ず
べ
き
正
当
な

理
由
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て

の
責
任
を
負
う
。 

 

（
権
限
外
の
行
為
の
表
見
代
理
） 

第
百
十
条 

前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
は
、
代
理
人

が
そ
の
権
限
外
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

第
三
者
が
代
理
人
の
権
限
が
あ
る
と
信
ず
べ
き

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
代
理
権
の
消
滅
事
由
） 

第
百
十
一
条 

代
理
権
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ

っ
て
消
滅
す
る
。 

一 

本
人
の
死
亡 

二 

代
理
人
の
死
亡
又
は
代
理
人
が
破
産
手
続
開

始
の
決
定
若
し
く
は
後
見
開
始
の
審
判
を
受
け

た
こ
と
。 

２ 

委
任
に
よ
る
代
理
権
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

事
由
の
ほ
か
、
委
任
の
終
了
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。 

 

（
代
理
権
消
滅
後
の
表
見
代
理
等
） 

第
百
十
二
条 

他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
者
は
、
代

理
権
の
消
滅
後
に
そ
の
代
理
権
の
範
囲
内
に
お

い
て
そ
の
他
人
が
第
三
者
と
の
間
で
し
た
行
為

に
つ
い
て
、
代
理
権
の
消
滅
の
事
実
を
知
ら
な
か

っ
た
第
三
者
に
対
し
て
そ
の
責
任
を
負
う
。
た
だ

し
、
第
三
者
が
過
失
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
を
知
ら

な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
者
は
、
代
理
権
の
消

滅
後
に
、
そ
の
代
理
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の

他
人
が
第
三
者
と
の
間
で
行
為
を
し
た
と
す
れ

ば
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
責
任
を
負
う
べ
き

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
他
人
が
第
三
者
と
の
間
で

そ
の
代
理
権
の
範
囲
外
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、

第
三
者
が
そ
の
行
為
に
つ
い
て
そ
の
他
人
の
代

理
権
が
あ
る
と
信
ず
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る

と
き
に
限
り
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
責
任
を
負

う
。 

 

（
無
権
代
理
） 

第
百
十
三
条 

代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
他
人
の

代
理
人
と
し
て
し
た
契
約
は
、
本
人
が
そ
の
追
認

を
し
な
け
れ
ば
、
本
人
に
対
し
て
そ
の
効
力
を
生

じ
な
い
。 

２ 

追
認
又
は
そ
の
拒
絶
は
、
相
手
方
に
対
し
て
し

な
け
れ
ば
、
そ
の
相
手
方
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
そ
の
事
実
を
知
っ

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
無
権
代
理
の
相
手
方
の
催
告
権
） 

第
百
十
四
条 

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
は
、

本
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
期

間
内
に
追
認
を
す
る
か
ど
う
か
を
確
答
す
べ
き

旨
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
本
人
が
そ
の
期
間
内
に
確
答
を
し
な
い

と
き
は
、
追
認
を
拒
絶
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
無
権
代
理
の
相
手
方
の
取
消
権
） 

第
百
十
五
条 

代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
し
た
契

約
は
、
本
人
が
追
認
を
し
な
い
間
は
、
相
手
方
が

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
契
約
の
時

に
お
い
て
代
理
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
相
手
方
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が
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
無
権
代
理
行
為
の
追
認
） 

第
百
十
六
条 

追
認
は
、
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い

と
き
は
、
契
約
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力

を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

（
無
権
代
理
人
の
責
任
） 

第
百
十
七
条 

他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を
し

た
者
は
、
自
己
の
代
理
権
を
証
明
し
た
と
き
、
又

は
本
人
の
追
認
を
得
た
と
き
を
除
き
、
相
手
方
の

選
択
に
従
い
、
相
手
方
に
対
し
て
履
行
又
は
損
害

賠
償
の
責
任
を
負
う
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適

用
し
な
い
。 

一 

他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を
し
た
者
が
代

理
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
相
手
方
が
知
っ
て
い

た
と
き
。 

二 

他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を
し
た
者
が
代

理
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
相
手
方
が
過
失
に
よ

っ
て
知
ら
な
か
っ
た
と
き
。
た
だ
し
、
他
人
の
代

理
人
と
し
て
契
約
を
し
た
者
が
自
己
に
代
理
権

が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

三 

他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を
し
た
者
が
行

為
能
力
の
制
限
を
受
け
て
い
た
と
き
。 

 

（
単
独
行
為
の
無
権
代
理
） 

第
百
十
八
条 

単
独
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
為

の
時
に
お
い
て
、
相
手
方
が
、
代
理
人
と
称
す
る

者
が
代
理
権
を
有
し
な
い
で
行
為
を
す
る
こ
と

に
同
意
し
、
又
は
そ
の
代
理
権
を
争
わ
な
か
っ
た

と
き
に
限
り
、
第
百
十
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。
代
理
権
を
有
し
な
い
者
に
対
し

そ
の
同
意
を
得
て
単
独
行
為
を
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。 

  

第
四
節 

無
効
及
び
取
消
し 

 

（
無
効
な
行
為
の
追
認
） 

第
百
十
九
条 

無
効
な
行
為
は
、
追
認
に
よ
っ
て
も
、

そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
そ

の
行
為
の
無
効
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
追
認
を

し
た
と
き
は
、
新
た
な
行
為
を
し
た
も
の
と
み
な

す
。 

 

（
取
消
権
者
） 

第
百
二
十
条 

行
為
能
力
の
制
限
に
よ
っ
て
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
制
限
行
為
能
力
者

（
他
の
制
限
行
為
能
力
者
の
法
定
代
理
人
と
し

て
し
た
行
為
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
制
限
行
為

能
力
者
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
承
継
人

若
し
く
は
同
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限

り
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
錯
誤
、
詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
行
為
は
、
瑕
疵
あ
る
意
思
表
示
を
し

た
者
又
は
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
承
継
人
に
限

り
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
取
消
し
の
効
果
） 

第
百
二
十
一
条 

取
り
消
さ
れ
た
行
為
は
、
初
め
か

ら
無
効
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
原
状
回
復
の
義
務
） 

第
百
二
十
一
条
の
二 

無
効
な
行
為
に
基
づ
く
債

務
の
履
行
と
し
て
給
付
を
受
け
た
者
は
、
相
手
方

を
原
状
に
復
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
効
な
無
償
行

為
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
と
し
て
給
付
を
受
け

た
者
は
、
給
付
を
受
け
た
当
時
そ
の
行
為
が
無
効

で
あ
る
こ
と
（
給
付
を
受
け
た
後
に
前
条
の
規
定

に
よ
り
初
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
行
為
に
あ
っ
て
は
、
給
付
を
受
け
た
当
時

そ
の
行
為
が
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
）
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
行

為
に
よ
っ
て
現
に
利
益
を
受
け
て
い
る
限
度
に

お
い
て
、
返
還
の
義
務
を
負
う
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
の
時
に

意
思
能
力
を
有
し
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
行
為
に

よ
っ
て
現
に
利
益
を
受
け
て
い
る
限
度
に
お
い

て
、
返
還
の
義
務
を
負
う
。
行
為
の
時
に
制
限
行

為
能
力
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。 

 

（
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
の
追
認
） 

第
百
二
十
二
条 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為

は
、
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
者
が
追
認
し
た
と

き
は
、
以
後
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
取
消
し
及
び
追
認
の
方
法
） 

第
百
二
十
三
条 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為

の
相
手
方
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
取

消
し
又
は
追
認
は
、
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示

に
よ
っ
て
す
る
。 

 

（
追
認
の
要
件
） 

第
百
二
十
四
条 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為

の
追
認
は
、
取
消
し
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
状
況

が
消
滅
し
、
か
つ
、
取
消
権
を
有
す
る
こ
と
を
知

っ
た
後
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
追
認
は
、
取

消
し
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
状
況
が
消
滅
し
た

後
に
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一 

法
定
代
理
人
又
は
制
限
行
為
能
力
者
の
保
佐

人
若
し
く
は
補
助
人
が
追
認
を
す
る
と
き
。 

二 

制
限
行
為
能
力
者
（
成
年
被
後
見
人
を
除
く
。
）

が
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
又
は
補
助
人
の
同
意
を

得
て
追
認
を
す
る
と
き
。 

 

（
法
定
追
認
） 

第
百
二
十
五
条 

追
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時

以
後
に
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
に
つ
い

て
次
に
掲
げ
る
事
実
が
あ
っ
た
と
き
は
、
追
認
を

し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
異
議
を
と
ど
め

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

全
部
又
は
一
部
の
履
行 

二 

履
行
の
請
求 

三 

更
改 

四 

担
保
の
供
与 

五 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
に
よ
っ
て
取

得
し
た
権
利
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡 

六 

強
制
執
行 

 

（
取
消
権
の
期
間
の
制
限
） 

第
百
二
十
六
条 

取
消
権
は
、
追
認
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
か
ら
五
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時

効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
行
為
の
時
か
ら
二
十
年

を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

第
五
節 

条
件
及
び
期
限 

 

（
条
件
が
成
就
し
た
場
合
の
効
果
） 

第
百
二
十
七
条 

停
止
条
件
付
法
律
行
為
は
、
停
止

条
件
が
成
就
し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

２ 

解
除
条
件
付
法
律
行
為
は
、
解
除
条
件
が
成
就

し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
失
う
。 

３ 

当
事
者
が
条
件
が
成
就
し
た
場
合
の
効
果
を

そ
の
成
就
し
た
時
以
前
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
意

思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

 

（
条
件
の
成
否
未
定
の
間
に
お
け
る
相
手
方
の
利

益
の
侵
害
の
禁
止
） 

第
百
二
十
八
条 

条
件
付
法
律
行
為
の
各
当
事
者

は
、
条
件
の
成
否
が
未
定
で
あ
る
間
は
、
条
件
が

成
就
し
た
場
合
に
そ
の
法
律
行
為
か
ら
生
ず
べ

き
相
手
方
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
条
件
の
成
否
未
定
の
間
に
お
け
る
権
利
の
処
分

等
） 

第
百
二
十
九
条 

条
件
の
成
否
が
未
定
で
あ
る
間

に
お
け
る
当
事
者
の
権
利
義
務
は
、
一
般
の
規
定

に
従
い
、
処
分
し
、
相
続
し
、
若
し
く
は
保
存
し
、

又
は
そ
の
た
め
に
担
保
を
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
条
件
の
成
就
の
妨
害
等
） 

第
百
三
十
条 

条
件
が
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

不
利
益
を
受
け
る
当
事
者
が
故
意
に
そ
の
条
件

の
成
就
を
妨
げ
た
と
き
は
、
相
手
方
は
、
そ
の
条

件
が
成
就
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

条
件
が
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
受

け
る
当
事
者
が
不
正
に
そ
の
条
件
を
成
就
さ
せ

た
と
き
は
、
相
手
方
は
、
そ
の
条
件
が
成
就
し
な

か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
既
成
条
件
） 

第
百
三
十
一
条 

条
件
が
法
律
行
為
の
時
に
既
に

成
就
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
条
件
が
停

止
条
件
で
あ
る
と
き
は
そ
の
法
律
行
為
は
無
条

件
と
し
、
そ
の
条
件
が
解
除
条
件
で
あ
る
と
き
は

そ
の
法
律
行
為
は
無
効
と
す
る
。 

２ 

条
件
が
成
就
し
な
い
こ
と
が
法
律
行
為
の
時

に
既
に
確
定
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
条

件
が
停
止
条
件
で
あ
る
と
き
は
そ
の
法
律
行
為

は
無
効
と
し
、
そ
の
条
件
が
解
除
条
件
で
あ
る
と

き
は
そ
の
法
律
行
為
は
無
条
件
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者

が
条
件
が
成
就
し
た
こ
と
又
は
成
就
し
な
か
っ

た
こ
と
を
知
ら
な
い
間
は
、
第
百
二
十
八
条
及
び

第
百
二
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
不
法
条
件
） 

第
百
三
十
二
条 

不
法
な
条
件
を
付
し
た
法
律
行

為
は
、
無
効
と
す
る
。
不
法
な
行
為
を
し
な
い
こ

と
を
条
件
と
す
る
も
の
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
不
能
条
件
） 

第
百
三
十
三
条 

不
能
の
停
止
条
件
を
付
し
た
法

律
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。 

２ 

不
能
の
解
除
条
件
を
付
し
た
法
律
行
為
は
、
無

条
件
と
す
る
。 

 

（
随
意
条
件
） 

第
百
三
十
四
条 

停
止
条
件
付
法
律
行
為
は
、
そ
の

条
件
が
単
に
債
務
者
の
意
思
の
み
に
係
る
と
き

は
、
無
効
と
す
る
。 

 

（
期
限
の
到
来
の
効
果
） 

第
百
三
十
五
条 

法
律
行
為
に
始
期
を
付
し
た
と

き
は
、
そ
の
法
律
行
為
の
履
行
は
、
期
限
が
到
来

す
る
ま
で
、
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

法
律
行
為
に
終
期
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
法

律
行
為
の
効
力
は
、
期
限
が
到
来
し
た
時
に
消
滅

す
る
。 

 

（
期
限
の
利
益
及
び
そ
の
放
棄
） 

第
百
三
十
六
条 

期
限
は
、
債
務
者
の
利
益
の
た
め

に
定
め
た
も
の
と
推
定
す
る
。 

２ 

期
限
の
利
益
は
、
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
の
利
益
を
害
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

（
期
限
の
利
益
の
喪
失
） 

第
百
三
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
債
務
者

は
、
期
限
の
利
益
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

と
き
。 

二 

債
務
者
が
担
保
を
滅
失
さ
せ
、
損
傷
さ
せ
、
又

は
減
少
さ
せ
た
と
き
。 

三 

債
務
者
が
担
保
を
供
す
る
義
務
を
負
う
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
を
供
し
な
い
と
き
。 

  

第
六
章 

期
間
の
計
算 

 

（
期
間
の
計
算
の
通
則
） 

第
百
三
十
八
条 

期
間
の
計
算
方
法
は
、
法
令
若
し

く
は
裁
判
上
の
命
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場

合
又
は
法
律
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
き
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
う
。 

 

（
期
間
の
起
算
） 

第
百
三
十
九
条 

時
間
に
よ
っ
て
期
間
を
定
め
た

と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
即
時
か
ら
起
算
す
る
。 

   

第
百
四
十
条 

日
、
週
、
月
又
は
年
に
よ
っ
て
期
間

を
定
め
た
と
き
は
、
期
間
の
初
日
は
、
算
入
し
な

い
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
が
午
前
零
時
か
ら
始
ま

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
期
間
の
満
了
） 

第
百
四
十
一
条 

前
条
の
場
合
に
は
、
期
間
は
、
そ

の
末
日
の
終
了
を
も
っ
て
満
了
す
る
。 

   

第
百
四
十
二
条 

期
間
の
末
日
が
日
曜
日
、
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
そ
の
他
の
休
日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
に
取
引
を
し
な
い
慣
習

が
あ
る
場
合
に
限
り
、
期
間
は
、
そ
の
翌
日
に
満

了
す
る
。 

 

（
暦
に
よ
る
期
間
の
計
算
） 

第
百
四
十
三
条 

週
、
月
又
は
年
に
よ
っ
て
期
間
を

定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
暦
に
従
っ
て
計

算
す
る
。 

２ 

週
、
月
又
は
年
の
初
め
か
ら
期
間
を
起
算
し
な

い
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
最
後
の
週
、
月
又
は

年
に
お
い
て
そ
の
起
算
日
に
応
当
す
る
日
の
前

日
に
満
了
す
る
。
た
だ
し
、
月
又
は
年
に
よ
っ
て

期
間
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
最
後
の
月
に
応

当
す
る
日
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
満

了
す
る
。 

  

第
七
章 

時
効 

  

第
一
節 

総
則 

 

（
時
効
の
効
力
） 

第
百
四
十
四
条 

時
効
の
効
力
は
、
そ
の
起
算
日
に

さ
か
の
ぼ
る
。 

 

（
時
効
の
援
用
） 

第
百
四
十
五
条 

時
効
は
、
当
事
者
（
消
滅
時
効
に

あ
っ
て
は
、
保
証
人
、
物
上
保
証
人
、
第
三
取
得

者
そ
の
他
権
利
の
消
滅
に
つ
い
て
正
当
な
利
益

を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
が
援
用
し
な
け
れ
ば
、 

※シャドウイング教材は自習用の教材であり、講義内では使用いたしません。

※シャドウイング教材のご利用について
　シャドウイング用教材は、「リアリスティック一発合格 松本基礎講座」の全科目一括（ま
たはそれを含むパック）をお申込みの方全員にご利用いただけます。
　科目別でお申込みになられた場合には、シャドウイングはご利用いただけませんので、
あらかじめご了承願います。
■シャドウイング用音声データの配付方法

辰已法律研究所のホームページからダウンロードしていただけます。別途料金はかかりません（通信料
は各自ご負担ください）。

■ファイル形式：MP3

―  音声学習用教材（Shadowing）  ―

不動産登記の申請書の見本
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WEBを利用して更に便利に

① WEB スクール

②受講者特典マイページ

③ストリーミングチャンネル

主に有料の講座（通信部 WEB コース）を視聴するためのページ
です。通信部 WEB コースの講座申込もこのページからできます。

無料のガイダンスや講演会を視聴できるページです。
 http://www.tatsumi.co.jp/ http://www.tatsumi.co.jp/

③

②①

講座を受講中の方が特典として動画の視聴や音声ダウンロード
をするためのページです（ただし、特典付きの講座に限ります。
対象者は各講座ごとに指定。通学部や通信部 DVD の受講生を含
む場合もあります）。

リアリスティック一発合格松本基礎講座のガイダンス、導入講義、
オリエンテーション講義（P.12 ～ 13 参照）はこのページから無
料で視聴できます。講義で使用したレジュメ（PDF）も閲覧可能です。

以下は、松本基礎講座受講生専用のサービスをご紹介します。
※受講者特典マイページと WEB スクールは相互にリンクしており、同じ ID・パスワードでログイン可能です。

ご自分のポータブルプレイヤーに、講義の音
声データをダウンロードできます。講義を持
ち歩いていつでもどこでも耳で聴くことが可
能です。

通学部申込の方も、WEB で講義が視聴でき
ます。欠席してしまった場合やもう一度講義
を聴きたい場合にご利用ください。

※全科目一括申込者特典の「シャドウイング音声デー
タ」については、講座内でご案内いたします。

※視聴ページに教材はアップされませんので、配付
教材をご利用ください。

【視聴ページのご案内】
ストリーミングチャンネル→「司法書士試験」ボタンをクリック

※但し、3G・4G・5G・LTE での視聴は、通信回線会社とあなたの契約内容によっては一定量を超え
ると視聴制限がかかってしまうことが多いので、長時間の講義については、Wi-fi 、できれば wired 接続
の PC での視聴をお勧めします。

スマホ、タブレットでの視聴も可能です。スマホ、タブレットでの視聴も可能です。スマホ、タブレットでの視聴も可能です。スマホ、タブレットでの視聴も可能です。

ストリーミングチャンネル

受講者特典マイページ

WEB スクール

無料

無料

有料

受講生
限定

受講生
限定

　　　講義音声ダウンロード

　　　 　　　

　　　通学部生の WEB フォロー

対象：全科目一括申込者（通学部・通信部）
形式：MP3
配信日程：LIVE 講義の 7 日後から
配信期限：2022 年筆記試験日まで

対象：全科目一括申込者（通学部）
配信日程：木曜の LIVE 講義→ 2 日後配信
　　　　　日曜の LIVE 講義→ 3 日後配信
視聴期限：2022 年筆記試験日まで

オンライン¥ 決済

講座申込画面

視聴画面

WEB スクール TOP は講座お申し込み画面です。
リアリスティック一発合格松本基礎講座の通信部 WEB コースおよび
通信部 WEB ＋ DVD コースは、このページからお申し込み可能です。

お申し込み手続き完了後は、上部「購入履歴」ボタンから講義が視
聴できます。

★画面左上の「フリーワード検索」に講座名または講座コードを入
力して下さい。

自分でチャプターを管理
★自分で重要と思うところ（もう一度聴きたいところ）等をチャプ
ターとして指定し、名前をつけて管理できます。削除も自由です。
★ Play ボタンで任意のチャプターから再生できます。

再生スピード自由自在
【速聴き】▲クリックで 1.1 ～ 2.0 倍へと段階的に速く再生できます。
【遅聴き】▼クリックで 0.9 ～ 0.2 へと段階的に遅くできます。
　　　　※ 0.4 ～ 0.2 では音声は再生されません。

各カード会社の利用規約に基づきお支払い下さい。
お支払回数は 1 回払いのみです。ご利用金額の上限は、各個人のカード決済金額の上限となります。
※利用可能なクレジットカード：VISA、JCB、マスターカード
※クレジット決済は、クレジット会社からの承認時間が短く、承認が下りれば、お手許に辰已法律研

究所から直ちにメールが届いて WEB スクールを視聴できるようになりますので、お急ぎの場合は
クレジットカード決済をされることをお勧めします。

お客様番号や確認番号が表示されますので、それをメモの上ご本人がコンビニエンスストアまで出向
いて受講料をお支払い下さい。WEB スクールがご利用可能になるのはそのお支払確認後となります
ので、申込後直ちにご受講いただくことはできません。また、ご利用金額の上限があります（30 万円）。
※利用可能なコンビニエンスストア：セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫサ
ンクス、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート

収納機関番号、お客様番号、確認番号をメモの上、ご本人が上記銀行まで出向いてぺイジー対応
ATM で受講料をお支払いいただく必要があります。ご利用金額の上限があります（キャッシュカー
ドは 100 万円、現金は 10 万円まで）。WEB スクールをご利用になれるのは、そのお支払確認後とな
ります（2 〜 3 日かかることがあります）。
金融機関：みずほ銀行・三菱 UFJ 銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行・
千葉銀行その他

辰已法律研究所本校（東京・大阪）のみでのお申込みとなります。

WEB スクール未登録（WEB スクールのご利用が初めての方）は、ログインに使用するメールアド
レスを辰已専用の申込ハガキ付振替書余白または別書面にご記入下さい。

※クレジットカード決済、コンビニエンスストア決済、銀行 ATM による決済は、各種割引はご利用でき
ません（早割を除く）。割引をご利用してお申し込みの場合は本校窓口か郵送申込をご利用ください。

※ WEB スクールは大学生協、提携書店でのお申し込みはできません。

クレジットカード決済

コンビニエンスストア決済

銀行 ATM（ぺイジー対応）
による決済

オンライン

¥

決済

WEBスクールの決済方法

辰已法律研究所窓口でのお支払い

銀行振込・郵便振替でのお申し込み
→お申し込み方法の詳細は P.52 をご覧くだ

さい。
3534



2022 年 4 月からの演習講座、司法書士オープン総合編と全国総合模試

松本式学習法においては、アウトプット = 演習ではありません。従って、アウトプット
としての演習講座は必須ではありませんが、本試験の臨場感を体験する場としてご利用
いただくために、答練・模試を併せたパックをご用意しました（松本講師も本試験受験
前に全国模試を 2 回受験しています）。
パック講座の詳細につきましては、P.44 をご覧ください。

司法書士オープン総合編（全 8 回） 全国総合模試（全 2 回）

2022年4月開講 2022年6月開講

本試験レベルの全8回 仕上げは最良の問題でシミュレーション！

「択一の辰已・記述も辰已」

　2022 年 4 月からは、いよいよ実戦開始・本試験モードに突入。8 回連続の答案練習会（答練）を受験していた
だきます。ここでは、本試験と同じレベルで、午前の部・午後の部が毎週交互に実施されます。総合編の択一式は、
毎回 35 問で、奇数回が午前科目（本試験午前の部で問われる科目）、偶数回が午後科目（本試験午後の部で問わ
れる科目）という構成になっています。
　記述式問題は、どうしても練習不足に陥りやすいものなので、辰已はこの点を重視し、午前の部の回にも記述
式試験を 2 問出題し十分な演習量を確保しています。今や、記述式毎回 2 問というのは司法書士試験対策答練で
はスタンダードとなってきましたが、そのような流れを他に先駆けて作ったのが辰已の司法書士オープンです。
本試験の形式を守るだけでなく、何が試験対策に有効かを実質的に考える姿勢は、オープンの出題内容にも生か
されています。

　本試験の傾向に即した、本格的な、全国規模の模擬試験により、最後の仕上げをしていただきます。辰已の総
力を結集した総合模擬試験は、合格者にも高い評価を得ています。辰已の自信作です。
　2022 年司法書士試験合格へと向けたすべての流れがこの全国総合模試で完結します。
　全 2 回の総合模擬試験（本試験同様に午前の部 35 問・午後の部択一式 35 問＋記述式 2 問のフルスペック）で、
本試験のシミュレーションを行ってください。
　あとは、本試験に臨むだけ。

　択一は、40 年の実績で鍛え上げた辰已法律研究所のノウハウのすべてを傾けて本当の良問を練り上げます。過
去の本試験で出題された論点の分析を基に「頻出論点」「一定周期で出題される論点」「未出の論点」という論点の
分類を行い、それらを絶妙に配合した上で、午前・午後それぞれ 4 つ、合計 8 つのグループ分けを行うことにより
8 回分の出題論点を決めます。8 回実施だからこそ、出題頻度に配慮した丁寧な論点つぶしが可能となるのです。
　記述式は、辰已の誇る実力派講師陣が作成しますので、その質は折り紙つきです。

回数回数 解説講義解説講義

科目科目 採点採点

教材教材 成績表成績表

全 2 回　1 回につき択一 70 問＆記述 2 問全 8 回　1 回につき択一 35 問＆記述 2 問 辰已講師陣辰已講師陣

全科目
択一は奇数回が午前科目・偶数回が午後科目
記述式は毎回、不登＆商登 あり（ 記述式は添削付き）あり（ 記述式は添削付き）

問題冊子
択一式解説書（午前・午後各 1 冊）
記述式解説書（不動産登記・商業登記各 1 冊）

問題冊子
択一式解説書
記述式解説書（不動産登記・商業登記各 1 冊）

個人成績表・全体成績表個人成績表・全体成績表

2021 年 4 月 Start（7 月スタート設定あり）

リアリスティック一発合格  松本基礎講座リアリスティック一発合格  松本基礎講座（全129回）（全129回）

民法

28 回

不動産登記法

21 回

会社法（商法）
商業登記法

31 回

不動産登記法
（記述式）

７回

商業登記法
（記述式）

７回

刑法

7 回

憲法

6 回
※根抵当権については不動産登記法で

取り扱います。

民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
12 回

供託法
司法書士法

5 回

2022年
7月
司
法
書
士
試
験
　
筆
記
試
験

オプション講座オプション講座

司
法
書
士

オ
ー
プ
ン
総
合
編 

８
回

全
国
総
合
模
試 　
２
回

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

導
入
講
義

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

講
義

4 回 1 回
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松本基礎講座受講生“限定”お役立ち3大  アイテム

②講座専用クラスマネージャー②講座専用クラスマネージャー

③メール相談受付システム③メール相談受付システム

勉強内容以外でもきっちりフォローします！
本講座には「メール相談受付システム」を使った質問制度という学習内容に関する充実した質問制度があります。

でも、受験勉強を続ける上では学習内容以外のことについて次のような悩みを持たれる方も多いことでしょう。
「LIVE講義全部に出席するのは難しいけれど、どうすればいいだろう」
「仕事をしながら勉強時間を確保するにはどうしたらいいだろう」
「通信部で一人で勉強していると、他の人がどれくらい勉強しているのか気になる」
「7月の筆記試験後にも念のため勉強を継続したいので、試験後の講座のことが知りたい」etc.

このような受験環境に関する様々な悩みについてクラスマネージャーがご相談に応じます。

対象者：リアリスティック一発合格松本基礎講座受講者（通学部または通信部（DVD・WEB）受講者。科目別受
講者を含む。）

実施校舎：辰已東京本校

ご利用方法：事前予約制。専用メールアドレスにまずはご連絡をお願いします。折り返し、クラスマネージャーか
ら相談可能な日時などをご連絡いたします。
※専用メールアドレスにつきましては、講座申込者に別途ご案内いたします。

24時間対応。どんな質問でもOKです。
・講義内容や勉強方法に関するご質問
　本講座では、講義内容や勉強方法に関して、本講座専用のメールアドレスで質問を受け付けます。

・講座に関する質問
　視聴方法等、講座に関する質問やご要望も受け付けます。

※専用メールアドレスは、講座申込者に別途ご案内いたします。
※回答は、原則として2〜3日程度で返信いたします。ご質問の内容によっては精査しさらに数日お時間をいただく場合もござい

ます。ご了承ください。

受講生
限定

相談
無料

①講座専用ブログ①講座専用ブログ

受講生限定の人気ツール！
　松本基礎講座では受講生だけが利用できるブログを開設します（一般の方はアクセスできません） 。
　このブログでは松本講師が講義で扱った内容についてフォローをしたり、復習してほしいポイントを伝えます。

※本ブログでの質問の受付はいたしません。

講座専用ブログのここがGood！
利点　カコ問の全肢についてテキストの根拠ページを記載
　カコ問を解いたら、その根拠となるテキストの該当箇所に戻るということが重要です。たしかに、テキストに
カコ問番号が記載されているテキストはありますが、それでは「テキストからカコ問を探す」ということはでき
ても、「カコ問からテキストの根拠を探す」ということができません。そこで、本講座では松本講師自らが、カ
コ問の全肢についてテキストの根拠ページを講座専用ブログに記載します。
　なお、カコ問知識でも不要なものがあることなどから、すべてのカコ問知識がテキストに掲載されているわけ
ではありません。そこで、テキストに掲載されていない肢も、すべて記載します。また、講義でまだ触れていな
い肢である場合もあります。それも、すべて記載します。
　さらに、（すべての問題ではありませんが）カコ問の簡単な解説や解法などのワンポイントアドバイスも記載
します。

受講生
限定

閲読
無料

講座専用ブログ

講座専用ブログの記事サンプル

2020/11/28 ’21松本基礎講座 講座専⽤ブログ ⺠法Ⅰのテキスト

https://2021matsumoto.blog.fc2.com/blog-entry-3.html#1 2/22

⾠已からのご案内 (4)
⺠法 (3)
その他 (2)
昭和の肢 (1)
勉強法 (2)
不動産登記法 (3)
会社法・商法・商業登記法 (2)

■リンク

司法書⼠試験リアリスティック合
格ブログ
松本雅典Twitter 
@matumoto_masa
松本雅典・司法書⼠試験講師
YouTubeチャンネル
松本雅典Facebook
All About 司法書⼠試験
⾠已法律研究所／司法書⼠試験
リアリスティック⼀発合格松本基
礎講座
⾠已法律研究所ストリーミングチ
ャンネル
法務省／司法書⼠試験
⾠已法律研究所お問い合わせフォ
ーム
管理画⾯

このブログをリンクに追加する

■検索フォーム

  検索 

■ＱＲコード

【各回にジャンプ】
以下のリンクから，各回の冒頭にジャンプできます。

 

 

・１回目へジャンプ

 

 

・２回目へジャンプ

 

 

・３回目へジャンプ

 

 

・４回目へジャンプ

 

 

・５回目へジャンプ

 

 

 

＜民法１回目＞
 

民法１回目の講義の最後に申し上げた，解いていただく過去問（NO.13，15，16）の情報

をお伝えします。

「テキスト未掲載の知識」（※）は，不要とされたものを除いて補充してください。どの肢がテ

キスト未掲載の知識かは，本ブログをご覧になればわかりますが，過去問集にも「☆」の印

を付けるなど，わかるようにしておくと，後で学習がしやすくなります。

※ガイダンスで申し上げましたが，テキストには過去問知識はほとんど載せていますが，一

部載せていません。本試験では，すべての肢が既存知識で構成される問題のほうが少な

いため，学習していない知識も含まれている問題を解く練習をしていただくためです。

 

「オリエンテーション講義・効果的な授業の受け方」で「講義と同じ箇所に線が引けたかを確

認する（同じ箇所に引けていればその知識が自分のモノになっている）」というハナシをして

いますが，これは非常に重要なハナシなので，これについて以下の記事もご覧ください。

 

・これが私が現在考える司法書士試験の最高の過去問学習方法です

 

以下の文章は，必ず民法１回目の講義終了後，上記の過去問を解いた後でご覧ください。

ただし，１問解いてその問題のみご覧いただくのは構いません。

 

【NO.13】

※アの根拠は，P52です。P52の「双方善意を探せ」を思い出してください。契約の効力が

影響を受けないためには，契約当事者の双方が善意である必要があります。契約当事者

の双方が善意ならば，ひょっこり帰ってきた失踪者などを犠牲にする正当な理由があるとい

えるからです。本肢は，契約当事者のうち，Ｃが悪意ですので，双方善意ではありません。

※イの根拠は，P45です。

※ウの根拠は，P49です。失踪宣告を受けた者も，失踪先で権利能力を奪われるわけでは

ありません。

※エの根拠は，P46です。

※オの根拠は，P53です。

 

【NO.15】１

「まだ講義で触れていない知識」または「テキスト未掲載の知識」は，上記のように

「【NO.15】１」などと表示します。

※１は，まだ講義で触れていない知識です。ⅢのテキストP408で扱います。

※２ですが，P48のⅰから考えてください。死亡したものとみなされるのは「失踪期間（７年

間）満了時」ですから，それより前にはＡはＢの財産について何の権利もありません。

※３の根拠は，P50です。失踪宣告の取消しは，家庭裁判所が取り消すことによって始め

て効力を生じます。

※４の根拠は，P50です。失踪宣告の取消しは，家庭裁判所が取り消すことによって初め

て効力を生じます。

※５の根拠は，P51です（ただし，Ⅲのテキストで相続を学習しないとわかりにくいです）。

失踪宣告が取り消されると，最初から死んでいなかったことになりますので（P51），Ａの死

亡時にＢは生きていたことになります。そして，死亡時に生きている者は相続人となり得ま

すので（P48），ＢはＡの遺産を相続できます。この肢は，まだ相続の学習をしていないの

受講生
限定

相談
無料

松本講師が松本講師が
講座専用ブログを通じ講座専用ブログを通じてて
全国の受講生に全国の受講生に
発信をします。発信をします。
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辰已の安心システム  辰已の安心システム

1 辰已なら安心　通いやすい　　　　　　　　　　
LIVE 講義・週 2 日通えば OK（東京本校）　

　平日授業と週末授業の間隔が十分とられていますので、復習するにも欠席した場合のフォローア
ップをするにも余裕があります。平日の夜の授業は、お勤め帰りの社会人にも、在学生の方にも通
いやすい時間帯に設定。週末、日曜日に２コマ縦積みに設定することで、土曜日は丸１日予習・復習、
その他プライベートのご予定、休息日として確保できます。本試験受験までの１年余り、無理なく
学習を継続できる設定です。

（日程の詳細は別冊のスケジュール表をご覧下さい。）

平日木曜夜に 1 コマ＆日曜午後に 2 コマ　

　松本基礎講座には「通学＆通信相互乗り入れ制度」があります（詳細は P.23）。
　通学部の方も、講義動画を受講者特典マイページにて無料受講できます（全科目一括申込者のみ）。
木曜日実施分は土曜日、日曜日実施分は水曜日にアップされますので、欠席された場合でも、すぐ
LIVE 講義に追いつくことができます。

欠席しても（無料）WEB 受講ですぐ追いつける

2 辰已なら安心　選べる　　　　　　　　　　　　
自由に選べる受講スタイル

なんといっても LIVE 講義（東京本校）では直接講師に質問できるのがメリットです。LIVE ク
ラスには、収録や板書、配布資料の対応をする講座係員が教室内に常駐します。

LIVE　迫力満点の講義を！質問もリアルタイムで。

※通信部の受講生は、LIVE クラスにスクーリングすることもできます。

通学時間不要。ペース作りは自分で。自己管理能力が高い方には通信部がお勧めです。講座は全回完
全収録されていますから、ひととおり一気に概観することもできますし、わからない部分を聴いては止
めて学習、また聴いては止めてじっくり学習することもできます。こつこつ積み上げて勉強するのが得
意な方には通信部は絶大な力を発揮します。また、スクーリングとして LIVE クラスに出席することも
できます。媒体は、WEB・DVD・WEB ＋ DVD の３種類です（DVD は DVD-R 対応機種でのみ視聴可能）。

通信部　何度でも繰り返し、いつでもどこでも。さらに、
LIVE クラスも受講できる。

3 辰已なら安心　ガイダンス＆無料体験
とにかく見てみる・聴いてみる

充実した無料ガイダンス

通学可能な方は是非、本校での LIVE ガイダンスに参加して下さい。
司法書士試験の勉強の仕方から、講座のサンプル講義まで様々なガイダンスを実施しています

（P.12 〜 P.13 および裏表紙参照）。

LIVE

辰已法律研究所のガイダンスは LIVE 講義終了後（一定の準備期間を経て）ほとんど全てを
WEB で無料受講することができます（24 時間・HP からアクセス）。

辰已ストリーミングチャンネル受講

　松本基礎講座のガイダンスは LIVE 講義終了後（一定の準備期間を経て）無料で自宅に取り寄
せることができます。詳細は別冊 P.2 をご確認ください。

通信（DVD）受講

ガイダンスに参加された上で、ご自身にどのような受講形態が向いているかの最後の検討機会と
して講座本体を体験受講することもできます。「実際に、LIVE の時間帯で通学することに負担が
ないか」「３時間、教室で受講するのと自宅で通信で聞くのとどちらが自分には向いているのだろう」
etc. 検討されたい方向けに、講座本体の１コマを体験受講していただくシステムです。

（本校で体験受講の手続きをし、簡単なアンケートにお答えいただきます）

　受講を検討している方の為に、辰已では受講相談をお電話またはメールで承っております。お気
軽にお問い合わせ下さい。
※相談内容は講座に関するものに限ります。

・メールでの相談
　辰已 HP ＞ Web でのお問い合わせ

無料体験受講（予約制）

受講相談（無料）

4 辰已なら安心　身近に情報を無料で。
最新情報を PC や携帯にメールでお届けします。

TIC 辰已インフォメーション・サークル
　毎週、司法書士試験に関するさまざまな情報をお届けします。

司法書士メルマガ（無料：PC 向け）

★ご登録はこちらから

★こちらから
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辰已の安心システム  辰已の安心システム

5 辰已なら安心　いろいろなフォローがある　　
あなたに、挫けずに成果をあげていただくために 7 辰已なら安心　特典がいっぱい

BOOK メイト
辰已法律研究所本校（東京・大阪）では、BOOK メイト会員（登録料・更新料全て無料。

簡単なお手続きで入会できます。）の方を対象に、書籍を優待価格で販売しております。
辰已の新刊書籍につきましては、一定期間フェア価格とし、更にお安い価格でお買い

求めいただけます。本校にお立ち寄りの際は是非ご活用ください。

※新刊のフェア期間や価格の詳細につきましては、本校にお問い合わせください。（一部実施しない書籍
もございます。ご了承ください。）

※会員カードは本校でのみ使用できます。Online・Store やデリバリーサービス等では使用できません。

6 もう一つの安心　　　　　　　　　　　　

　当講座受講生（通学部）は、講義の内容を自由に録音していただけます（録画は不可）。
IC レコーダーなどをご持参いただき、授業中にご自分の責任で講義を録音し復習に役立
ててください。手続きや料金は一切かかりません。初めて司法書士試験の学習を始めた方
にとっては復習こそが大切です。その際、授業の録音は大きな威力を発揮します。通勤・
通学の電車の中でも・机の前でも・何度でも。

※ご注意
　講義内容の著作権は辰已法律研究所にあります。皆さんの録音は、皆さん個人の復習用に用途が限定されます。
録音内容を他者に貸与・譲渡したり、ダビングさせたり、又販売することは著作権法に違反します。

　通学部・通信部ともに、受講者特典マイページから講義音声をダウンロードする「音声
ダウンロードサービス」を利用することができます（全科目一括申込者に限る。科目別申
込の方はご利用いただけません）。音声ダウンロードの詳細は P.34 をご覧ください。

講義中の録音は自由です。

音声ダウンロードで講義の音声を持ち歩ける。

本講座受講生専用  24 時間メール相談 受付システム
①当講座受講生専用　②講義内容・勉強方法に関するご質問　③ 24 時間対応
メールならいつでもどんな質問でも OK です。

＊専用Ｅメールアドレスは、講座申込者に別途ご案内いたします。
＊回答は、原則として 2 〜 3 日程度で返信いたします。ご質問の内容によっては精査しさらに数日ほどお

時間をいただく場合もございます。この点、ご了承ください。

　筆記試験を突破ののち、最後の関門「口述試験」対策の模擬試験を無料で実施します。
辰已の口述模擬試験は独自の方式を採用して受験界でも定評があり、予約枠は限られて
いますが、本講座受講経験者には優先的にご案内いたします。また、最終合格の暁には、
合格祝賀会に優先的にご招待いたします。

口述模擬試験・合格祝賀会へのご招待：無料

　簡裁訴訟代理等能力認定考査とは…
　簡裁訴訟代理権を取得するには、日本司法書士会連合会が実施する『特別研修』を経
た後、『認定考査』に合格する必要があります。
　辰已法律研究所では、この認定考査対策のための講座を実施し、合格者の皆様に提供
しております（本来は有料の講座ですが、「リアリスティック・フルパック」「リアリス
ティック一発合格松本基礎講座（全科目一括）」出身の合格者には無料といたします）。

「簡裁訴訟代理等能力認定考査」対策講座

8 合格後も安心

講座のシステムに関するお問合せは、03-3360-3371（12 時〜 18 時受付）で承ってお
ります。お気軽にお問合せください。



お得な割引制度
＋申込特典
については
次のページを
ご覧下さい。

1. 他資格からのトライアル割引
2. 在学生キャッシュバック
3. Re-Try 割引

1.  スタディメイト支援
2.  合格者・研修費用贈呈

割引制度

申込特典

受講料 パックで申し 込めば、合格に必要なカリキュラム（講義＆演習）が全て揃います。受講料もお得です。

割引・特典いろいろ

2022年
7月 

司
法
書
士
本
試
験
　
筆
記
試
験

リアリスティックフルパック 本試験合格までに必要な全てが揃う。本格的な答練と全国模試までパック

司法書士オープン
総合編 全国総合模試

リアリスティックフルパック

リアリスティック一発合格松本基礎講座

3講座合計価格
通学部￥532,900
通信部￥571,500

通信部￥532,900

通信部￥596,200

（DVD）

（WEB）

（WEB＋DVD）
※通信部についてはオプション講座も通信部で計算

コース価格
通学部￥502,100　￥30,800 のお得
通信部￥531,500　￥40,000 のお得

通信部￥502,100　￥30,800のお得 

通信部￥554,500　￥41,700 のお得

（DVD）

（WEB＋DVD）

（WEB）

リアリスティック一発合格 松本基礎講座リアリスティック一発合格 松本基礎講座（全129回）（全129回）

※民法開講後にお申込みになった方も左記「導入講義」「オリエ
ンテーション講義」（全5回）をご受講ください（通学部はビデ
オブースまたはWEB受講。通信部DVDは一括発送）。

民法

28 回

不動産登記法

21 回

会社法（商　法）
商業登記　法

31 回　

刑法

7 回

憲法

6 回
※根抵当権については不動産登記法で
取り扱います。

民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
12 回

供託法
司法書士法

5 回

オプション講座オプション講座

司
法
書
士

オ
ー
プ
ン
総
合
編 

８
回

全
国
総
合
模
試 　
２
回

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

導
入
講
義

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

講
義

4 回 1 回

通学部 通信部ＷＥＢ 通信部ＤＶＤ 通信部WEB+DVD

辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格

リアリスティック・フルパック（①+②） ¥502,100 ××× ¥502,100 ××× ¥531,500 ¥504,925 ¥554,500 ×××

① リアリスティック一発合格 全科目一括 ¥444,000 ××× ¥444,000 ××× ¥474,200 ¥450,490 ¥494,300 ×××

松本基礎講座 科目別 民法 ¥107,100 ××× ¥114,600 ¥108,870 ¥119,600 ×××

不動産登記法 ¥75,700 ××× ¥80,900 ¥76,855 ¥84,500 ×××

会社法（商法）・商業登記法 ¥111,700 ××× ¥119,500 ¥113,525 ¥124,700 ×××

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 ¥43,200 ××× ¥46,300 ¥43,985 ¥48,300 ×××

供託法・司法書士法 ¥18,000 ××× ¥19,300 ¥18,335 ¥20,100 ×××

刑法 ¥25,200 ××× ¥27,000 ¥25,650 ¥28,200 ×××

憲法 ¥21,600 ××× ¥23,100 ¥21,945 ¥24,100 ×××

不動産登記法（記述式） ¥25,200 ××× ¥27,000 ¥25,650 ¥28,200 ×××

商業登記法（記述式） ¥25,200 ××× ¥27,000 ¥25,650 ¥28,200 ×××

② オプション講座 一括 （解説講義あり） ¥84,500 ××× ¥84,500 ××× ¥92,400 ¥87,780 ¥96,800 ×××

受講料についての詳細は別冊P.7に記載されています。
お申込み前に必ずご確認ください。
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不動産登記法
（記述式）

７回

商業登記法
（記述式）

７回

★本講座の申込方法…詳細は本誌P.52 をご確認ください。

※各種割引については大学生協・提携書店ではお取り扱いしておりません。
▲教育ローンは購入合計金額 3万円以上でご利用いただけます。

WEB
スクール

大学
生協

〒
郵便振替

提携
書店

BANK
銀行振込

デリバリー
代金引換

教育
ローン

E
ローン

辰已
窓口



お得な辰已の受験生支援制度 本気のあなたを全力で支援します。

対 象 者 ：2022 年度の司法書士試験に最終合格された方
対象講座：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括または

リアリスティックフルパック
手続：　　本制度の適用には申請が必要となります。申請期限は

2022 年度司法書士試験最終合格発表から 1 ヶ月です。
申請条件：合格体験記（3,000 文字以上。氏名・写真掲載）の提出が

申請の条件となります。
手続の詳細については、2022 年筆記試験合格発表後に当研究所のＨＰで告
知します。
※本制度は、代理店で講座をお申込みになった場合には適用されません。
※割引制度を利用して申し込まれた場合は、割引後の価格を算定の基準と

します。
※受講料のお支払いにローンをご利用の場合、申請日までにローンが完済

されていることが申請の条件となります。

合格者・研修費用贈呈 合
う か

格って嬉しいご祝儀！

2022 年度の司法書士試験に見事最終合格された暁には、お祝いといたしまして「リアリステ
ィック一発合格松本基礎講座」へのお支払金額（オープン・模試の部分は含まず）の半額を司
法書士会の研修費用などに活用していただくために贈呈いたします。短期合格を目指して頑張
ってください。

リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括（通信部 WEB）を
定価 ¥444,000 でお申込みの場合、後日￥222,000 を贈呈いたします。

5
お申込額の：50％

例えばRe-Try割引 

他資格からのトライアル割引 松本式なら一挙に司法書士も狙える！

行政書士、宅建士、社労士、など法律系国家資格をお持ちの方や、これらの資格を目指されて
いる方を応援！

リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括（通信部 WEB）が
¥444,000 のところ、￥377,400 になります。

1
15％割引

例えば

対 象 者：行政書士、宅建士、社労士、など法律系国家資格をお持ちの方、
または１年以内にこれらの資格の講座を受講されている方

対象講座：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括またはリ
アリスティックフルパック

申込方法：辰已本校で申し込んでください（代理店ではこの割引はご利
用いただけません）。他の割引との併用はできません。

必要書類：合格証、資格の保有を証明できる書類又は、受講証

2 在学生キャッシュバック松本式勉強法なら在学中合格を狙える！

やる気のある学生の皆さんを応援いたします。お申込の際にキャッシュバック申込書を添付し
てください。定価でのお申込後にキャッシュバックをいたします。

リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括（通信部 WEB）を
定価 ¥444,000 でお申込みの場合、後日￥66,600 をキャッシュバックいたします（実
質的なお支払額は￥377,400 となります）。

15％キャッシュバック

例えば

対 象 者 ：学生（大学生・短大生・大学院生・専門学校生）
対象講座：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括または

リアリスティックフルパック
申込方法：辰已本校で申し込んでください（代理店ではこの割引はご

利用いただけません）。他の割引との併用はできません。
必要書類：学生証、キャッシュバック申請書 

対象講座：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括または
リアリスティックフルパック

申込方法：辰已本校で申し込んでください（代理店ではこの割引はご
利用いただけません）。他の割引との併用はできません。

必要書類：①②③とも、辰已法律研究所所定の申請書をご提出いただ
きます。

スタディメイト支援 友人と一緒に申し込めば二人ともお得

友人と一緒に申し込めば、お二人ともに、￥30,000分の図書カードを差し上げます。

3万円分の
	 図書カード進呈

対 象 者 ：２名以上で一緒にお申込された方
対象講座：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括またはリアリ

スティックフルパック
必要書類：スタディメイト申請書
※代理店でのお申込みにも適用されますが、申請は辰已法律研究所に行って

下さい。（TEL.03-3360-3371）
※割引と併用されます。 

4

独学者支援・受験経験者支援・基礎再受講者支援

対象①これまで予備校を利用せずに独学で勉強してきたが、松本式の学習法に共鳴し、この機
会に直接松本講師の指導を受けたいと思っている方（独学者支援）

対象②司法書士本試験受験経験のある方で、中々合格ラインに届かないので、これを機会に
松本式の勉強法でもう一度基礎固めをして一気にいきたい方（受験経験者支援）

対象③過去に司法書士の入門講座（辰已 or 他校）を受講したが、挫折した or 理解不十分なので、
この機会に松本式の勉強法で、もう一度基礎からやり直してみたい方（基礎再受講者支援）

3
15％割引

例えば リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括（通信部 WEB）が
¥444,000 のところ、￥377,400 になります。 
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例年、司法書士試験の合格者の多くが、法学部以外の学部の出身者や、大卒以外の方によって占められ
ています。司法書士試験に出題される科目には、法学部では通常学習しないものも多く、法学部出身で
なくとも、ハンディキャップを意識する必要はありません。また、学歴・年齢等による受験制限も一切
ないため、多彩な経歴の方が合格されています。

司法書士試験は、勉強方法によっては、１〜２年で合格が可能な試験です。たとえ大学などに在学中で
あっても、時間のやりくりや勉強方法を工夫することによって、授業やサークルと勉強を両立させて合
格を勝ち取ることができます。司法書士の国家資格は、卒業後の人生において、大きな武器となること
でしょう。

A

スタート前に、疑問解消！司法書士FAQ
在学中の合格は可能ですか？Q

司法書士試験の合格者には、社会人として仕事をしながら勉強を続け、合格をされた方が例年多数いら
っしゃいます。仕事をこなしながらでも、個々人の努力と創意工夫によって、十分に司法書士試験に合
格することは可能です。

A
仕事を持ちながら合格を目指せますか？Q

多くの合格者が受験回数３回以内で合格しています。司法書士試験は、正しい勉強方法を取れば、決し
て短期合格できない試験ではありません。きちんとした受験指導機関を活用することによって、効率的
な勉強をすすめ、ぜひ短期合格を勝ち取ってください。

A
合格までの期間はどれくらいですか？Q

司法書士試験に効率的に合格するためには、出題傾向を分析し、今後の出題を予測していくことが必要
不可欠です。しかし、司法書士試験は科目数も多く、また、近年は法改正された分野がすぐに出題され
る傾向があり、受験生がこれらの分析・予測をするには大変な手間と労力がかかってしまいます。受験
指導機関を活用して合格を目指すのが賢明であるといえるでしょう。

A
独学で合格を目指せますか？Q

司法書士試験に合格すれば、すぐに司法書士登録の申請をすることができます。合格者の中には、合格後、
すぐに司法書士として登録・開業する方もいらっしゃいますし、司法書士事務所に勤務しながら、実務
経験を積まれていく方もいらっしゃいます。合格後、いつまでに登録をしなければならないという制限
も一切ありませんので、自分の人生プランに合わせて自由に仕事をしていくことが可能です。

2019 司法書士試験合格体験談
「合格の形」プレゼント

A
合格後、すぐに仕事ができますか？Q

例年、司法書士試験の合格者の多くが、法学部以外の学部の出身者や、大卒以外の方によって占められ
ています。司法書士試験に出題される科目には、法学部では通常学習しないものも多く、法学部出身で
なくとも、ハンディキャップを意識する必要はありません。また、学歴・年齢等による受験制限も一切
ないため、多彩な経歴の方が合格されています。

A
法学部以外でも合格を目指せますか？QQ

　様々なタイプの最新合格者が、自らのノウハウ・学習法などを公開
した合格体験本を無料でお送りします（送料辰已負担）。ご希望の方は、
辰已ホームページでご請求下さい。予備校の宣伝的な体験談ではあり
ませんので、これから司法書士試験の勉強を始める方には、必ず役立
つものです。2020 年版も発行予定。

辰已の司法書士講座
 辰已の実力派講師陣　＿充実の指導力＿

PROFILE
昭和 63 年度司法書士試験合格。同年
登録開業。予備校、専門学校等で、
講師として受験指導を行う。著書「商
業登記法」、同「供託法」（法学書院）等。
歯切れのよい語り口、明晰な分析、
わかりやすい講義で、受講生の圧倒
的支持を得ている。

辰已専任講師・司法書士
海老澤  毅 講師

PROFILE
神戸女学院大学卒。
司法書士法人 JLO 東京オフィス所長を
経て、合格後わずか１年半で独立をし、
実務においても活躍している。客室乗務
員、英語講師、面接対策講師など多彩な
前歴をもつ。常に受講生が何をすべきか
を具体的に提示できる稀有な講師。

辰已講師・司法書士
林  美樹 講師

PROFILE
長年にわたり司法書士試験受験指導
校において基幹講座の教材作成およ
び講義を担当。「書式の森」と呼ばれ
るほどに記述式の指導に定評がある。
また、実務家としても活躍している。

辰已専任講師・司法書士
森  計彰 講師

PROFILE
平成 24 年度司法書士試験合格。
大学在学中から司法書士試験の受験
を始め、受験 3 回、23 歳で合格。2
回目の受験後から司法書士事務所で
補助者として勤務。過去問を徹底的
につぶす方法で択一式の実力を磨い
たことが合格に直結した。

辰已講師・司法書士
花田  隆 講師

PROFILE
平成 17 年度司法書士試験合格。平成
18 年登録開業。平成 18 年より、当研
究所にて、受験指導を開始し、多数
の講義を担当。受験生の弱点を熟知
し、急所をズバリ突く講義は、受験
生の好評を博している。

辰已専任講師・司法書士
日吉  雅之 講師

PROFILE
平成 22 年度司法書士試験合格。
受験時代はフルタイムで仕事をしな
がら合格を果たす。合格直後は合格
者講義を担当し、受講生から好評を
博す。現在は実務に携わりながら受
験指導をしている。

辰已講師・司法書士
風間  正樹 講師

PROFILE
平成 21 年度司法書士試験合格。
著書「Leverage 商業登記法」は受験
時代の「こんな参考書があったらな
あ」という思いを具現化した１冊。
知りたい情報を的確に盛り込んだ内
容は多くの受験生・合格者の支持を
集めた。

辰已専任講師・司法書士
中山  勝史 講師

PROFILE
平成 24 年度司法書士試験合格。
合格の要因となったのは、「合格する
にはこれだけ」と自らが絞り込んだ
Asakura ミニマムテキストを繰り返
し勉強する「ミニマムリピート法」。
ブログ「司法書士試験 ライジングサ
ン」を運営している。

辰已専任講師
朝倉 日出男 講師

PROFILE
高校卒業後、ショップ店員として勤務。
法律には全く興味を持つことがなかった
が、不動産会社のアルバイトを始めた際
に宅建資格の取得をすすめられ、初めて
法律に触れる。その後平成 26 年度司法
書士試験に一発合格。ブログ・Twitter
など SNS でも情報発信をしている。

辰已専任講師・司法書士
田端  恵子 講師

PROFILE
平成 29 年度司法書士試験合格。
一発合格を狙い猛勉強するも不合格。受験を一時
撤退したが、2 回目で見事リベンジ合格を果たす。
仕事をしながらの兼業受験生であったため、いか
に時間を有効に使い効率的な勉強をするかを熟知
した講師。現在は実務を行いながら、当研究所で
の講義および提携大学で基礎講座も担当している。

辰已講師・司法書士
福本  力哉 講師

PROFILE
システムエンジニアとして活躍中に行政書士資格取得
を目指して法律の勉強を開始。行政書士試験合格後、
司法書士試験の受験を決意し、平成 22 年、3 回目の
受験で司法書士試験に合格。
合理的に勉強することを常に意識しながら合格を目指
してきた。合格後に担当した合格者講義「超合理的学
習スタイル確立法 横断整理の仕方」は好評を博した。
現在、司法書士事務所代表として活躍中。

辰已講師・司法書士
泉川  仁 講師
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BOOK
★全国有名書店・生協・辰已窓口にてお求めいただけます。

BOOK
★全国有名書店・生協・辰已窓口にてお求めいただけます。

●松本雅典著　自由国民社刊　　定価　1,800円＋税
◆話題騒然！革命の書がアップデート
◆合格まで平均4年かかる時代に終止符を打つ、新時代の勉強法
　2011年10月の第１刷で話題となって以降増刷を重ね、累計発行部数25,000部を誇る司法書士
試験対策書籍のベストセラー。司法書士試験受験対策に革新をもたらす画期的な方法論が満載で、
現在、改定版も売れ続けている。

司法書士ゼロから5ヶ月合格法 第3版

●松本雅典著　自由国民社刊　　定価　1,200円＋税
◆受験を思い立った瞬間から試験会場まで あなたを本気にさせ合格へと導く本
　試験勉強では、超えなければならない気持ちの壁がいくつもあります。これらの壁を超えられず、試験から
去っていく方も多く見てきました。
　その度に、「一言でもこう言っていれば超えられたのではないか……」と考えました。そうして1つ1つ生まれ
ていったのが、この本に書いた言葉です。
　超えなければならない壁が現れたとき、どれか1つの言葉があなたを壁の向こう側に連れて行ってくれると思
います。

試験勉強の「壁」を超える50の言葉

松本雅典著　司法書士試験リアリスティックシリーズ
民法、不動産登記法、会社法・商法・商業登記法、民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

●松本雅典著　すばる舎刊　　定価　1,900円＋税
◆すべての受験生は“独学”である
◆合格だけを冷徹なまでに見つめたリアリスティック勉強法が、
　あなたの未来を一変させる。
　リアリスティック一発合格松本基礎講座で人気を博している松本雅典講師が、独学者に向けて

「5 ヶ月合格法」を提示した著書。
　自身の 5ヶ月合格経験だけではなく、その後の講師経験も踏まえ、「すべての受験生は独学である」
とのコンセプトのもと、「独習」を最も効率的に行うための方法を論じている。

予備校講師が独学者のために書いた 司法書士5ヶ月合格法

●松本雅典著　日本実業出版社刊　　定価　3,400円＋税
◆画期的な5ヶ月合格メソッドに基づき、超短期で合格するために、
　本試験で実際に行った手法を初めて公開します！
　本書は、時間内に効率的かつ正確に、そして早く、必要なポイントを拾いあげるための超実戦
的な従来とは違ったユニークな手法を紹介しています。
ex.「図形を効果的に使う」「時間をかけずにメモする」「別紙を攻略するＳＶＯ式チェック法」

※リアリスティック一発合格松本基礎講座 
の講義で使用します。

●松本雅典著　日本実業出版社刊　　定価　3,600円＋税
◆書き忘れ、勘違いを激減させ、合格基準点を上回るための画期的ノウハウを公開！
（はしがきより）
商業登記（記述）も、不動産登記（記述）と同じく、以下の２点が原因で司法書士試験の難所となっています。
①時間制限の厳しい中で実体法と手続法の知識を思い出さなければならない
②時間制限の厳しい中でミスを減らさなければならない
本書は、商業登記（記述）におけるこの２点の克服をするためのものです。必要最小限の図を描いて事案を整理
し（①の対策）、解く順序をガチガチに指定して可能な限り機械的に解けるようにする（②の対策）など、記述
の解き方を示しています。

司法書士  リアリスティック商業登記法 記述式 第2版
※リアリスティック一発合格松本基礎講座  商業登記法（記述）の講義で改訂版を使用します。

司法書士  リアリスティック不動産登記法  記述式 第2版
※リアリスティック一発合格松本基礎講座  不動産登記法（記述）の講義で改訂版を使用します。

辰已の人気講師、松本雅典による新教科書。シリーズ順次刊行！

・多すぎず、少なすぎない情報量。
・体系だった学習ができるように、見出し・小見出しのつけ方に

かなり気を配りました。
・「不正確な表現とならないよう、わかりやすい表現をする」こ

れに可能な限り挑戦しました。
・説明順序は、基本的に「結論」→「理由」の順としています。
・講師が毎年講義をする中で調べ、ストックした相当数の理由付

けを記載。
・「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」など、“複数の

知識を思い出すための思い出し方 " を記載。
・図表を適宜掲載。 
・充実の索引～事項索引、条文索引、判例索引、先例索引、登記

研究索引と盛りだくさんです。 

会社法・商法・商業登記法ⅠⅡ
１ 表と理由のハイブリッド !
会社法では、「非取締役会設置会社では◯◯の決定、取締役会設
置会社では◯◯の決議」などと会社形態によってルールが分か
れていることが多いです。よって、本書は表を多めに掲載して
います。
 一般的に、表形式の教材は理由が少ないことが多いです。しか
し、本書は理由も多数記載することで、「表と理由のハイブリッ
ド」を実現しています。
２ 申請例は開示請求答案の分析に基づく最小限の記載 !
著者である松本雅典は、8 年間開示請求答案の分析を続け、毎
年200通近くの答案を分析しています。そこから導き出した「減
点されないと思われる最小限の申請書の記載」を本書で示して
います。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法は、苦手な受験生の方が多い
です。その原因は、主に以下の２つです。
①イメージが湧かない
民事訴訟の経験がある方は、ほとんどいません。また、テレビドラ
マなどでも、刑事訴訟はよく出てくるのですが、民事訴訟はあまり
出てきません。
②体系がわからない
処分権主義、弁論主義といわれても、それがどのような位置づけな
のかがわからず理解が進まないという方が多いです。
本テキストでは、これらを克服するための工夫をしました。

①についてですが、試験には出ない民事訴訟の小話や実際の訴訟で
はどうしているかなどのエピソードを多く入れました。
②についてですが、民事訴訟法については、「民事訴訟の４段階構造」
というピラミッド型で民事訴訟を理解していく手法を採りました。
また、手続法は手続の流れが大事なので、民事訴訟法・民事執行法・
民事保全法の全般で、手続のチャート図を多く入れました。

◆会社法・商法・商業登記法Ⅰ　定価　2,900 円＋税
◆会社法・商法・商業登記法Ⅱ　定価　3,100 円＋税

◆民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
　定価 2,800 円＋税

◆民法Ⅰ　定価　2,200 円＋税
◆民法Ⅱ　定価　2,200 円＋税
◆民法Ⅲ　定価　2,900 円＋税

◆不動産登記法Ⅰ　定価　2,900 円＋税
◆不動産登記法Ⅱ　定価　2,700 円＋税

民法Ⅰ～Ⅲ、不動産登記法ⅠⅡ

判型
A5サイズ

判型
A5サイズ

判型
A5サイズ

判型
A5サイズ
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辰已法律研究所への申込

辰已の
本校窓口

での
直接申込

WEB で
簡単申込
通信Webのみ

銀行振込
郵便振替

デリバリー
サービス

ヤマト便

代理店
での申込

東京本校営業時間 
●毎週火曜日定休
● 12:00-18:00
※当面の間上記の通り　

大阪本校営業時間
●毎週火曜日定休
●平日   13:00-18:30
●土・日  9:00-17:30

※なお季節により営業時
間を変更する場合がござ
います。

※名古屋校・京都校・福岡
校は休校していますので窓
口受付はありません。

●現金支払
●クレジットカード
●デビットカード
◆教育ローン
　下欄注⑦参照

●現金支払
●クレジットカード
※代引となりますので、
別途ヤマト便の代引手
数料がかかります。

●現金支払
●クレジットカード
※ 提 携 生 協 ＆ 書 店 名 は

p.53 をご覧下さい。
※代理店によっては現金

支払いのみで、クレジ
ットカードがご利用に
なれない店舗がありま
す。代理店でクレジッ
トカードをご利用にな
りたい場合には必ず【代
理店】各店舗に事前に
お問い合わせの上ご来
店下さい。

●現金支払●クレジットカード
●コンビニ払い
◆ E- ローン

〈銀行振込先〉
●東京本校 
　■三菱 UFJ 銀行新宿通支店
　 ( 普 )2083805   辰已法律研究所
　■三井住友銀行飯田橋支店
　 ( 普 )  596098  辰已法律研究所
　■みずほ銀行新宿西口支店
　 ( 普 )1085881  辰已法律研究所

〈郵便振替先〉
●東京本校 
　00190-9-65773　辰已法律研究所

お申込上のご注意
1 受講料は消費税が含まれています（辰已事務局受付価格。書店・生協によっては、消費税による端数の処理が異なり、価格が 1 円単位で異なる場合があります）。

尚、税率変更の際は、差額をご負担いただく場合がございます。予めご了承ください。
2 受講申込み後、解約の必要が生じた場合には、受付にお申し出下さい。講座開始前の返金金額は、パック料金、割引き料金、代理店（生協含む）での申込み金

額から、解約金を差し引いた金額です。解約金は講座受講料の 20％を原則とし、上限を 50,000 円と致します。
　講座開始後の返金金額は、受講料から受講済み部分に相当する受講料及び解約金を差し引いた金額です。受講済み部分に相当する受講料は、パック料金、割引

き料金、代理店（生協含む）での申込み金額を基礎に、通学講座では時の経過分、通信講座では発送終了分として算出します。解約金は講座受講料の 20％を原
則とし、上限を 50,000 円と致します。また教育ローンをご利用の場合は返金金額より、当社のローン会社に支払わなければならないキャンセル手数料相当額を
控除させていただきます。

3 通学部講座には教室の収容人員の関係上、定員が設定されています。満席になりますとお申し込みをお受けできないことがあります。お早めにお申し込みください。
4 地震・火災・講師の急病等、やむをえず休講・代講をする場合があります。予めご了承ください。
5 郵便振替・銀行振込・現金書留の場合：通信部のお申込は申込締切日の 1 週間前、通学部は開講日の 1 週間前までの必着でお願い致します。
6 生協・提携書店での通学／通信講座をお申込みの場合、会員証発行手続が各本校により若干異なります。
　通学部は、生協・書店で受け取った申込書控をもって 3 日以内に各講座会場の事務局（東京本校）へお越しください。
　通信部は、申込書控えをご郵送下さい。

※辰已法律研究所窓口では、VISA/Master/JCB/AMEX の各カードがご利用になれます。

1 2 3 4 5

窓口申込 WEB 申込 デリバリーサービス銀行振込・郵便振替

講座につきましては、
本校窓口でのお申込は
東京本校及び大阪本校
に限らせて頂きます。
それ以外の地域では窓
口申込は出来ませんの
でご注意下さい。
東京・大阪以外の方は
上記 2～ 5 の方法をお
選びください。

通 信 Web に つ い て
は、辰已法律研究所の
Web スクールをご利
用ください。

デリバリーサービスは、
自宅で、ヤマト便の代
引サービスを利用して
各種講座・DVD・辰已
書籍を購入するサービ
スです。お支払いは直
接ヤマト便の配達員に
して頂きます（現金又
はクレジットカード）。
当サービスは、辰已の
ＨＰから又は辰已の専
用電話でお申込いただ
けます。
上限は 30万円です。

☆フリーダイヤル
0120-656-989
12:00 － 18:00
※日曜・火曜・祝日・年末年始除く

受講料をお振替または
お振込
↓
必要事項を記入した申
込書に領収書の原本ま
たはコピーを添えて郵
送 or 辰已窓口までご
持参下さい。
申込書の必要記載事項　
下記注⑥参照

大学生協
提携書店

講座（通学・通信）をお申し込みの場合は、会員証を発行します。辰已窓口の場合、当日発行。大学生協・提携書店での通学部の場合は、
申込書控と引換（各本校により受け渡し方法が異なります／下欄【注意 -6】を参照）。通信部の場合は、お手数ですが申込書控えを郵送
して下さい。書籍・通信教育講義 DVD をお申し込みの場合は、手続き完了後に、商品を発送いたします（通信販売の場合は商品発送をもっ
て替えさせて頂きます）。

注⑥　銀行振込・郵便振替の場合の【申込書の必要事項】は以下の通りです。
　　郵便番号・住所・氏名・電話番号・申込希望の講座（通信教育講義 DVD・辰已刊行書籍）・講座コード（教育講義 DVD の場合は請求コー

ド）・受講料・送料（書籍の場合 / 但し通信教育講義 DVD と同時に申し込む場合は不要）。
注⑦　教育ローンは、株式会社ジャックスの扱いとなり、最大 60 回払い迄可能です。東京本校へお問い合わせください。

●申込書・振替書・受講料などの送付は東京本校へお願いします。
東京本校　〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4-3-6　TEL.03-3360-3371 （代表)  申込方法 辰已法律研究所［講座受付代理店］

●大学生協

●書店
＜東北＞
仙台市 ジュンク堂書店 仙台TR店　 022-265-5656

＜関東・首都圏＞
■東京都 
千代田区 三省堂書店 神保町本店 03-3233-3312
千代田区 丸沼書店 03-3261-4540
千代田区 丸善 丸の内本店　 03-5288-8881
中央区 丸善日本橋店　 03-6214-2001
大田区 くまざわ書店 蒲田店　 03-3737-5351 

東京
本校 ●〒 169-0075　東京都新宿区高田馬場 4-3-6

● TEL　03-3360-3371（代表）窓口営業時間と同じ

ヒューマン
アカデミー

ＫＳビル

Ｊ
Ｒ
高
田
馬
場
駅

BIG
BOX

至新大久保↓

至目白↑

改札：戸山口

改札：早稲田口
早稲田通り

・駐車場

・ファミリーマート

・セブンイレブン

辰已法律研究所/東京本校

窓口営業時間  ◎毎週火曜日定休

◎営業時間　12:00 ～ 18:00（平日・土・日・祝日） 大阪
本校 ●〒530-0027　大阪府大阪市北区堂山町1番5号三共梅田ビル8 階  

● TEL　06-6311-0400（代表）窓口営業時間と同じ

窓口営業時間  ◎毎週火曜日定休

◎営業時間　平日 13:00 ～ 18:30 ／土曜・日曜 9:00 ～ 17:30

●
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梅田

太融寺

扇 町 通

阪急東通商店街
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辰已大阪本校
三共梅田ビル8F

S
E
G
A

※扇町通から見て、三共梅田ビル1Fに入っているダイコクドラッグ
　の右側にビルの出入口がございます。

＜北海道＞
北海道大学生活協同組合　ほか

＜東北＞
東北大学生活協同組合　ほか

＜関東・首都圏＞
東京大学生活協同組合
早稲田大学生活協同組合
中央大学生活協同組合
学習院大学　蓁々会
専修大学購買会神田キャンパス店
明治学院生活協同組合
青山学院大学　購買会
獨協大学デュオ
千葉大学生活協同組合
横浜国立大学生活協同組合
横浜市立大学生活協同組合

＜東海＞
名古屋大学生活協同組合
名城大学生活協同組合
愛知大学名古屋生活協同組合

＜北陸＞
金沢大学生活協同組合

＜関西＞
京都大学生活協同組合
大阪大学生活協同組合
同志社生活協同組合
立命館生活協同組合朱雀店
関西学院大学生活協同組合
紀伊國屋書店京都産業大学ブックセンター
近畿大学生活協同組合
龍谷大学生活協同組合

＜中国・四国＞
岡山大学生活協同組合
広島修道大学生活協同組合
高知県立大学生活協同組合　ほか

＜九州・沖縄＞
九州大学生活協同組合
熊本大学生活協同組合
西南学院大学生活協同組合　ほか

一橋大学生活協同組合
慶應義塾生活協同組合
明治大学明大サポート
法政大学生活協同組合
専修大学　生田購買会
創価大学創学サービス
首都大学東京生活協同組合
丸善キャンパスショップ 立教大学 池袋店
紀伊國屋書店駒澤大学ブックセンター
神奈川大学生活協同組合
信州大学生活協同組合　ほか

中京大学生活協同組合
愛知大学豊橋生活協同組合
静岡大学生活協同組合　ほか

京都大学吉田生活協同組合
神戸大学生活協同組合
立命館生活協同組合
立命館大学生活協同組合 OIC Shop
関西大学生活協同組合
大阪市立大学生活協同組合
甲南大学生活協同組合
大阪経済大学生活協同組合　ほか

広島大学生活協同組合
香川大学生活協同組合

琉球大学生活協同組合
沖縄国際大生活協同組合

掲載生協のほか各事業連合に加盟
している大学生協で講座受付をして
います。各大学生協にご確認下さい。

※大学生協・書店での講座のお申込みについては、 店
舗ごとに5%程度の割引があります。なおクレジットカー
ドがご利用になれない場合がございますので、ご利用
に際しては事前に各店舗までお問い合わせ下さい。

■東京都
新宿区 成文堂　 03-3203-4806
新宿区 紀伊國屋書店 新宿本店　 03-3354-0131
新宿区　 芳林堂書店 高田馬場店　 03-3208-0241　※
豊島区 旭屋書店 池袋店 03-3986-0311
豊島区 ジュンク堂書店 池袋本店　 03-5956-6111
墨田区 くまざわ書店 錦糸町店 03-5610-3034
武蔵野市 ブックスル−エ　 0422-22-5677
西東京市 博文堂書店 田無店　 0424-60-5330
立川市　 オリオン書房ノルテ店 042-522-1231　※
立川市 オリオン書房アレア店 042-521-2211　※
八王子市 くまざわ書店 本店　 0426-25-1201
■神奈川県   
横浜市 有隣堂 本店書籍館　 045-261-1231
横浜市 有隣堂 横浜駅西口エキニア横浜店  045-311-6265　※
横浜市 紀伊國屋書店 横浜店　 045-450-5901
横浜市 有隣堂 横浜駅東口ルミネ店 045-453-0811
横浜市 くまざわ書店　ランドマーク店 045-683-1021
■千葉県   
千葉市 くまざわ書店 ペリエ千葉本店 043-202-2900　※
習志野市 丸善 津田沼店 047-470-8311
習志野市 くまざわ書店 津田沼店　 047-475-8311　※
■埼玉県   
さいたま市 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 048-640-3111
さいたま市 三省堂書店 大宮店　 048-646-2600　※
越谷市 博文堂書店 せんげん台店 0489-79-2571
川越市 紀伊國屋書店 川越店 049-224-2573　※

＜東海・北陸＞
名古屋市 ジュンク堂書店 名古屋店 052-589-6321
金沢市 うつのみや書店 本店　 076-234-8111

＜関西＞ 
大阪市 ジュンク堂書店 大阪本店 06-4799-1090
大阪市 ジュンク堂書店 天満橋店 06-6920-3730
大阪市 紀伊國屋書店 梅田本店　 06-6372-5821　※
大阪市 旭屋書店 難波Ｃ ITY 店　 06-6644-2551　※
神戸市 ジュンク堂書店 三宮駅前店 078-252-0777
神戸市 ジュンク堂書店 三宮店　 078-392-1001
神戸市 好文社（神戸学院大学内）　 078-974-1551
姫路市 ジュンク堂書店 姫路店　 079-221-8280
西宮市 ジュンク堂書店 西宮店　 0798-68-6300

＜中国・四国＞ 
広島市 紀伊國屋書店 広島店　 082-225-3232

＜九州＞ 
福岡市 金文堂 福大店　 092-871-1611
熊本市 金龍堂まるぶん店 096-356-4733
鹿児島市 ジュンク堂書店 鹿児島店 099-216-8838

※印の代理店は、申込受付時の金銭の授受はございません。受講料は、
お申込後、辰已窓口にてお支払いいただくか、指定口座へお振込み下
さい。 振込にてご入金をされた場合は、「振込証明書」のコピーを申
込書と併せて辰已窓口にご郵送下さい。

●書籍お買い上げ合計が 5,000 円以上の
場合、送料無料。

●書籍お買い上げ合計が 5,000 円未満の
場合、

　◇本州→ 500 円、◇北海道・四国・九
州→ 700 円、◇沖縄→ 1000 円。

　その他の地域（淡路島・佐渡島等）は、
辰已・東京本校へお問い合わせ下さい。

通学講座・通信講座・通信教育講義
DVD などと書籍を通信販売で同時に
お申し込みになる場合、書籍の送料
は無料になります。

★以下の申込方法がその対象です。
●郵便振替 ●銀行振込 
●現金書留 ●デリバリーサービス
●辰已オンラインストア
＊辰已オンラインストアとは、辰已 HP 内

のインターネット販売サービスです。
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教育ローン
月謝感覚で分割払い…安心で便利な教育サービス

テレビなどでおなじみの『ジャックス』
との提携による教育クレジットです

月々￥3,000 から！　安心クレジット 無理なくお支払いいただけます。
（3 万円以上のご利用よりお取扱いします）

予め設定されている支払回数（最大
60 回）より選択できます。

手続はいたって簡単。
しかもスピーディー。

1
支払回数は最大 60 回　希望回数が指定できます2
原則保証人不要！ 手続簡単！スピーディー！！3

※ 1 但し、ジャックスより申し入れがあった場合は除きます。また、学生の方は親権者の連帯保証人にてお願いいたします。
※ 2 お申し込み戴ける方…①住宅及び勤務先に常設電話のある方②居住、勤続状況が安定している方③申込時年齢 20 才以上、

65 才未満の方（完済時年齢は原則として 70 才迄）④主婦の方　●配偶者情報（弊社教育ローン申込書のご主人・親権者欄
及び勤務先欄にご記入ください）に基づき総合的に判断させていただきます。

《取引条件》●支払回数３～ 60 回　●支払期間３～ 60 ヶ月　●実質年率 6％

※

銀行印（本人印および保証人印）・銀行支店名と口座番号・教
育クレジット申込書（必要事項記入済）を御用意のうえ、辰已各
本校まで御来所ください。

教育クレジット申込書をお取り寄せの上、
必要事項をご記入ください。

■申込手続きの流れ

※書類に不備があると受け付けられません。御注意ください。

クレジット会社による書類審査

会員証の発行→講座受講 商品の購入

指定期日に指定の銀行口座より料金の引き落としがされます

講座開講10日前迄に手続をお願いしま
す。審査完了まで、会員証の発行・講座の
受講ができません。予めご了承下さい。

講座 書籍・DVD

※下記の一例を参考に、よりご自身に
あった支払方法をご計画ください。利用モデル利用方法

辰已法律研究所 各本校取り扱い

お支払の開始月について

原則としてお申込みの翌月27日から開始

リアリスティック・フルパック
●通学部

［一括…￥502,100（税込・辰已価格）］

リアリスティック一発合格松本基礎講座
（全科目一括）

●通学部
［一括…￥444,000（税込・辰已価格）］

12 回払い
（月々均等払い）

12 回払い
（月々均等払い）

●支払い金額（税込）

●支払い金額（税込）

初           回 ....￥43,368
2 ～ 12 回目 ....￥43,200
支払合計金額 ￥518,568

初           回 ....￥38,363
2 ～ 12 回目 ....￥38,200
支払合計金額 ￥458,563

※実質年率 6％

※実質年率 6％

推奨ブラウザ
Windows：Internet Explorer 10/11、
                 Firefox の最新バージョン
※上記以外のバージョンについてはサポート範囲外となります。

https://tatsumionline.stores.jp/

月謝感覚で分割払い。一括購入にも最適な安心・便利なサービス
辰已ブランド専門の教育ローン！

推奨ブラウザ
Windows：Internet Explorer 10/11、
                 Firefox の最新バージョン
※上記以外のバージョンについてはサポート範囲外となります。

●ご利用制限
　ご購入金額が３万円未満の場合はご利用いただけません。
●お申込方法
　① 「Ｅローン申込手続」のボタンを押して必要事項をご入力ください。
　②通学部講座は、辰已法律研究所・東京本校となります。提携校通学部はＥローンでのお申し込み

ができませんのでご注意ください。
　③通信教育講義のメディアは、ＤＶＤとなります。「商品種別」欄でご希望のメディアを選択して

ください。（講座により、特定のメディアしかない場合もございます。パンフレットなどで確認
のうえご指定ください）

　④書籍は辰已法律研究所刊行書籍が対象となります。他の出版社の書籍はご利用いただけませんの
でご注意ください。

　⑤書籍「講座（請求）コード」欄への入力は不要です。
　⑥お申し込みの商品の数量を指定してください。
　⑦お申し込み商品をすべて入力したら、フォーム下段の「合計を計算」ボタンをクリックしてくだ

さい。
　⑧確認ボタンを押して内容の最終確認をしてください。
　⑨送信ボタンを押すとお申し込みが完了します。

●手続き
①お申し込みをされると、システムから「ご注文確認」のメールが入力されたメールアドレスへ送

られます。内容をご確認ください。
②システムからの「ご注文確認」のメールとは別に、辰已法律研究所から「ご注文承り」のメール

も翌日以降にお送りいたします。その際、お申し込み内容に確認が必要な事項があった場合、確
認をさせていただく場合がございます。

③ご注文内容が完全に確認されましたら、後日、株式会社ジャックス（JACCS）よりお電話、ある
いはメールによりお申し込み内容の確認及び契約意思確認をさせていただきます。
なお、審査の状況によりご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。 

●送料
　辰已法律研究所刊行書籍のみをご購入の場合のみ送料が発生します。ただし、5000 円を超える場
合は、送料無料となります。Ｅローンでのお申し込みの最低限度額は３万円となりますので、Ｅロー
ンでのお申し込みでは送料は発生いたしません。書籍を書籍以外の講座商品と一緒にお申し込みにな
った場合、書籍料金が 5000 円未満でも送料は発生いたしません。
●お問い合せについて

ご利用につきまして、ご不満な点・ご不明な点がございましたら弊社までご連絡下さい。
○インターネット（E ローンのトップページ右側にあるボタンよりお問い合せページへお入りください。）

・お問い合せフォームに内容をご記入のうえ、送信して下さい。
※日曜・祝日のメールは翌日以降にお返事いたします。

E ローンでは下記の商品のお申込みができます。

※ E ローンの詳細は、ホームページをご覧ください。
※ E ローンでは各種割引券はご使用できません。ご了承ください。

取
扱
商
品

辰已オンラインストアでは下記の商品のお申込みができます。

BOOK通信部
講座通学部

講座
通学部講座 通信部講座 DVD 書籍

辰已オンラインクレジット

https://www.tatsumi.co.jp/eloan_top/

辰已オンラインクレジットE-ローン

辰已法律研究所「Ｅローン」は、クレジット契約による分割払いを承ります。
お支払い先は株式会社ジャックス（JACCS）となります。

詳しい商品解説・簡単 & 一発検索
辰已オンラインストア

クレジットカード

キャリア決済

コンビニ決済

銀行振込

楽天 Pay

Paypal

ネットで検索 !! 手間をかけずにご自宅で楽々購入 !!

取
扱
商
品

BOOK 通信部
講座通学部

講座
通学部講座 通信部講座DVD 書籍

【VISA、Master、AMERICAN EXPRESS、Diners、JCB】
※一括払いのみ

【ローソン（ロッピー）・ファミリーマート（Fami ポート）・セイ
コーマート（クラブステーション）・ミニストップ / デイリーヤ
マザキ（コンビニ POS レジ（オンライン決済）】

●送料について
・講座 / 答練 /DVD 各商品の送料は無料です。
・書籍 - 各商品に記載されている送料。複数の商品をまとめて購入さ

れる場合は、送料が一番高い商品の送料が適用されます。
※最終的な送料につきましては、" お支払方法 " を選択する画面の『内

容のご確認』ボタンで確認することが出来ます。( 注 : 購入確定前
ですのでご安心ください )

●問い合わせについて
ご利用につきまして、ご不明な点がございましたら弊社までご連絡く
ださい。
〇電話：0120-656-989 ＜ 12:00 − 18:00（日曜・火曜・祝日・年

末年始除く）＞
〇辰已オンラインストア「お問い合わせ（　　　　）」ボタンよりペ

ージにお入りください。お問合せフォームに内容をご記入のうえ、
送信してください。

※日曜・祝日のメールは翌日以降にお返事いたします。

振込先【GMO あおぞらネット銀行】
※オーダーごとに口座が異なるため、複数のオーダーとの合算振込はで

きません 

【ドコモ払い／ au かんたん決済／ソフトバンクまとめて支払い】

※辰已オンリアンストアでは各種割引券はご使用できません。ご了承ください。

●お支払い方法について
辰已オンラインストアでは、商品購入代金のお支払い方法は以下のとおりです。

※入金確認後、1 週間程度で商品をお届け致します。
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法律系資格に本気で特化した　辰已法律研究所

「あなたの熱意・辰已の誠意」
　これが、辰已法律研究所の永遠のコンセプトです。

　当研究所は、司法試験の受験指導機関として 1973 年に誕生しました。

　もしあなたの身近に法曹か司法試験合格者がいらしたら、「辰已法律研究所ってどんな学校？」と聞い
てみて下さい。司法試験の予備校として辰已がいかに群を抜く信頼感を得てきたかをお分かりいただけ
ることと思います。

　そのノウハウのすべてを傾注して、辰已法律研究所はいま司法書士試験対策に全力をあげて取り組ん
でいます。そして、辰已は、司法書士基礎講座の世界に新しいコンセプトを生み出しました。それがリ
アリスティック一発合格 松本基礎講座です。当講座は法律知識ゼロから始めて 5 ヶ月という極めて短い
期間で合格を果された松本講師による、受験界の常識を覆す全く新しい基礎講座です。

　どうぞ、体験講義で辰已専任講師の松本先生の講義を実際にあなたの目で耳で体験して下さい。リア
リスティック一発合格 松本基礎講座の後には、業界屈指の良問による司法書士オープンと全国総合模試
が万全の体制であなたの登場を待っています。

「あなたの熱意・辰已の誠意」
いま辰已は司法書士基礎教育に全力投球しています。

1973 年　創業 
1977 年　株式会社辰已法律研究所設立。 
1982 年　東京都新宿区百人町に自社ビル建築 
1989 年　大阪本校開校 
1993 年　大学との教育提携開始
             その後数多くの大学と司法試験教育について提携。
1995 年　東京本校を新宿区高田馬場に移転
1997 年　東京本校の規模を拡張 
2005 年　司法書士講座開講

Since 1973

Tokyo Osaka

東京本校
●〒 169-0075
　東京都新宿区高田馬場 4-3-6
● TEL　03-3360-3371（代表）

大阪本校
●〒530-0027
　大阪府大阪市北区堂山町 1番 5 号三共梅田ビル 8 階  
● TEL　06-6311-0400（代表）

辰已法律研究所ホームページ
https://www.tatsumi.co.jp/

辰已のホームページは司法書士試験をはじめ、法科大学院・司法試験・予備試験・社会保険労務士などの法律系各種試験情報を
網羅。ガイダンス・講座情報も満載です。メールマガジンやオンデマンド出版、ストリーミング、ネットラジオといった手法も
織り交ぜて、情報を発信中です。きっとあなたのお役に立てる情報が見つかるはずです。
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★
お
知
ら
せ

★学校案内 ★ストリーミングチャンネル

●最新ガイダンス＆講座案内・学校案内等の情報が充実！

試験情報・辰已の講座・ガイダンス情報など、
受験に関する有益な情報はもれなく手に入
ります。

1

2 4

3
243 1

★無料ガイダンス・セミナー
近日開催の各種ガイダンス・セミ
ナー情報です。

★講師紹介
受験のプロ講師集団を紹介してい
ます。

★司法書士試験情報
試験に関する最新トピックを網羅
しています。

★講座案内
最新の講座情報は、ここに集約。
内容・実施日など詳細をご確認い
ただけます。
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ガイダンス、導入講義＆オリエンテーション講義（DVD）申込方法
①無料でご利用いただけます。
②デリバリーサービスでのお申込はできません。
③ガイダンスは後日、辰已ホームページのストリーミングチャンネル※（無料）にて視聴できます。
※都合により講義の一部をカットすることもございます。　なお、ストリーミングのアップまでに
相当な日数を要する場合があります。アップされたガイダンスは、辰已ホームページにてご案内
いたします。お電話、メール等でのお問合せはご遠慮ください。
④ガイダンス、導入講義＆オリエンテーション講義（DVD）のお申込みは、辰已HPからが便利です。

　

辰已 TOP →司法書士→初学者向け講座＆ガイダンスへアクセス
https://www.tatsumi.co.jp/shihou_shosi/index_b.html より
★上記URLから「申請フォーム」にてお申込ください。

※リアリスティック一発合格松本基礎講座のガイダンス、導入講義＆オリエンテーション講義
（DVD）のお申込みは上記HP受付の他、辰已窓口、郵送のいずれかに限ります。

リアリスティック一発合格
松本基礎講座  ガイダンス、導入講義 & オリエンテーション講義

I N D E X
受講方法について............................................................ 1
ガイダンス、導入講義＆オリエンテーション講義........... 2
スケジュール　4・5月スタート................................... 3
スケジュール　7月スタート......................................... 5
受講料................................................................................ 7
WEBスクールへの割引適用方法.................................. 8
各種割引制度.................................................................... 9
合格者・研修費用贈呈 等............................................10

■無料ストリーミング視聴をご希望の方、「辰已法律研究所　ストリーミング」で検索してください。
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義
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１
回
）

リアリスティック一発合格松本基礎講座
本体講義（124回）

4月生開講 5月生開講

｛
ガイダンス、導入講義＆オリエンテーション講義（全8弾）
※一部の科目については、本編開講後に実施します。
※全て無料でご視聴いただけます。

■受講方法について

■通学部LIVE
　LIVE受講は、生講義を直接視聴していただく受講形態です。LIVEクラスの設定がある場合に限りご利用いただけます。
パンフレット等であらかじめ指定をした日時に受講していただきます。

■通信部
　通信部は、ご自宅で学習される方のための受講形態です。WEB、DVD、WEB＋DVDの3種類があります。
　通信部の方が通学をする、通学・通信の選択的受講については、本体冊子P.23をご覧下さい。

○通信部DVD
　各種講座の教材及び講義を収録したDVDをご自宅にお届けいたします。（DVD-R 対応機種でのみ視聴可能）。発送日は
講座により異なりますが、LIVEに沿って、LIVE 収録の7日後を目途に発送いたします。

○通信部WEB
　辰已HP上の「WEBスクール」で講義を視聴していただきます。配信開始日以降、随時視聴可能です。配信開始日はLIVE
実施日より２〜３日後から視聴可能です。（視聴期限あり）
　テキスト等ページ数の厚いものはご自宅宛てに郵送いたしますが、ページ数の少ないレジュメ等は原則としてWEB画面
上のPDFファイルにてご覧いただきます。

○通信部WEB＋DVD
　WEBスクールでの講義視聴のほか、講義を収録したDVDもご自宅にお届けいたします。どちらでご受講頂いても問題あ
りませんが、WEBスクール視聴開始日とDVD発送日は異なりますので、講座スケジュールをよくご確認下さい。WEBス
クール受講を希望しているが、念のためDVDも手許に残しておきたいという方におすすめです。

・LIVE. 無料.予約不要。実施日に受付を行います。
・WEB.無料.辰已ストリーミングチャンネルにて後日配信いたします。
・DVD.無料.請求方法は本ページ下部をご覧ください。　

. . 申込コード . C1070R

・LIVE. 無料.予約不要。実施日に受付を行います。
・WEB.無料.辰已ストリーミングチャンネルにて後日配信いたします。
・DVD.無料.請求方法は本ページ下部をご覧下さい。全科目一括（DVD）でお申し込みの方にも無料でお送りします。
. . 申込コード .・民法の全体像①②＆オリエンテーション講義：C1071R
. . . ・不動産登記法の全体像：C1072R
. . . ・会社法・商業登記法の全体像：C1073R

東京本校LIVE・通信部DVD（すべて無料）
回数 東京本校 通信部

LIVE（無料） DVD
時間 発送日

以降順次発送

1 1/16(土) 18:30-19:30 3/22(月)

2 2/13(土) 18:30-19:30

3 3/13(土) 18:30-19:30

4 4/11(日) 14:00-15:30 4/19(月)

5 4/18(日) 14:00-15:30 4/26(月)

開講直前ガイダンス

7 7/22(木) 18:45-22:00 8/12(木)

8 9/19(日) 14:00-17:15 10/7(木)

6 4/25(日) 14:00-15:30 5/3(月)
「オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～」

リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像

リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像

タイトル

司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入

これが司法書士試験だ！‐データで徹底解剖

合格者を多数輩出するリアリスティック勉強法とは？

リアリスティック導入講義　民法の全体像①

リアリスティック導入講義　民法の全体像②

ガイダンス
視聴方法

導入講義＆
オリエンテーション講義

視聴方法
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リアリスティック一発合格
松本基礎講座  スケジュール（通学・DVD・WEB） リアリスティック一発合格

松本基礎講座  スケジュール（通学・DVD・WEB）
※5月スタートの方は4月実施のガイダンスをまとめて

視聴し、本編民法に合流してください。

通学部生の
WEBフォロー
通学部の全科目一括受講生は
受講者特典マイページ（WEB）
でも講義が視聴可能です。
●配信日程
WEB スクール配信日程と同じ
です。

木曜日の LIVE 講義
　→ 2 日後（土曜日配信）
日曜日の LIVE 講義
　→ 3 日後（水曜日配信）

※テキストや配付資料は本校に
てお受け取り下さい。

●登録方法
辰已 HP ＞
受講者特典マイページ

→初めて辰已のWEBサービス
をご利用になる方

画面下部「ログイン ID をお持
ちでない方」からご登録下さい。

→以前辰已WEBスクール通常
会員にご登録されている方

受講者特典マイページが自動で
作成されておりますので、新規
登録は必要ございません。
WEB スクール利用時と同じ ID
またはメールアドレスでログイ
ン可能です。

■オプション講座：2022 年司法書士オー
プン総合編と全国総合模試は 2022 年 4
～ 6月に実施いたします。詳細は後日お
知らせいたします。

リアリスティック導入講義＆オリエンテーション講義
回数 タイトル DVD WEBスクール

実施日 時間 発送日 配信日程
1 4/11(日) 14:00-15:30 4/19(月) 4/14(水)
2 4/18(日) 14:00-15:30 4/26(月) 4/21(水)

4 7/22(木) 18:45-22:00 8/5(木) 7/24(土)
5 9/19(日) 14:00-17:15 9/30(木) 9/22(水)

本編 ※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは原則２コマです。

回数 科目 DVD WEBスクール
日曜 木曜 発送日 配信日程

①14:00-17:15 18:45-22:00
科目別講義 記述講義 ②18:15-21:30

1 民法1 5/2(日) 5/13(木) 5/5(水)
2 民法2 （①＋②）
3 民法3 5/6(木) 5/20(木) 5/8(土)
4 民法4 5/9(日) 5/12(水)
5 民法5 （①＋②）
6 民法6 5/13(木) 6/3(木) 5/15(土)
7 民法7 5/16(日) 5/19(水)
8 民法8 （①＋②）
9 民法9 5/20(木) 5/22(土)
10 民法10 5/23(日) 5/26(水)
11 民法11 （①＋②）
12 民法12 5/27(木) 6/17(木) 5/29(土)
13 民法13 6/3(木) 6/5(土)
14 民法14 6/6(日) 6/9(水)
15 民法15 （①＋②）
16 民法16 6/10(木) 6/12(土)
17 民法17 6/13(日) 7/1(木) 6/16(水)
18 民法18 （①＋②）
19 民法19 6/17(木) 6/19(土)
20 民法20 6/20(日) 6/23(水)
21 民法21 （①＋②）
22 民法22 6/24(木) 6/26(土)
23 民法23 6/27(日) 7/22(木) 6/30(水)
24 民法24 （①＋②）
25 民法25 7/1(木) 7/3(土)
26 民法26 7/11(日) 7/14(水)
27 民法27 （①＋②）
28 民法28 7/15(木) 7/17(土)

不動産登記法の全体像
29 不動産登記法1 7/25(日) 8/5(木) 7/28(水)
30 不動産登記法2 （①＋②）
31 不動産登記法3 7/29(木) 7/31(土)
32 不動産登記法4 8/1(日) 8/19(木) 8/4(水)
33 不動産登記法5 （①＋②）
34 不動産登記法6 8/5(木) 8/7(土)
35 不動産登記法7 8/8(日) 8/11(水)
36 不動産登記法8 （①＋②）
37 不動産登記法9 8/12(木) 8/14(土)
38 不動産登記法10 8/19(木) 9/9(木) 8/21(土)
39 不動産登記法11 8/22(日) 8/25(水)
40 不動産登記法12 （①＋②）
41 不動産登記法13 8/26(木) 8/28(土)
42 不動産登記法14 8/29(日) 9/1(水)
43 不動産登記法15 （①＋②）
44 不動産登記法16 9/2(木) 9/23(木) 9/4(土)
45 不動産登記法17 9/5(日) 9/8(水)
46 不動産登記法18 （①＋②）
47 不動産登記法19 9/12(日) 9/15(水)
48 不動産登記法20 （①＋②）
49 不動産登記法21 9/16(木) 9/18(土)

会社法・商業登記法の全体像
50 会社法・商業登記法1 9/19(日)② 9/30(木) 9/22(水)
51 会社法・商業登記法2 9/23(木) 9/25(土)
52 会社法・商業登記法3 9/26(日) 10/14(木) 9/29(水)
53 会社法・商業登記法4 （①＋②）
54 会社法・商業登記法5 9/30(木) 10/2(土)
55 会社法・商業登記法6 10/3(日) 10/6(水)
56 会社法・商業登記法7 （①＋②）

3 4/25(日) 14:00-15:30 5/3(月) 4/28(水)

通学部（LIVE）

通学部（LIVE）

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

リアリスティック導入講義　民法の全体像①
リアリスティック導入講義　民法の全体像②

「オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～」
リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像
リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像

開講直前ガイダンス

本編 ※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは原則２コマです。

回数 科目 DVD WEBスクール
日曜 木曜 発送日 配信日程

①14:00-17:15 18:45-22:00
科目別講義 記述講義 ②18:15-21:30

57 会社法・商業登記法8 10/7(木) 10/28(木) 10/9(土)
58 会社法・商業登記法9 10/10(日) 10/13(水)
59 会社法・商業登記法10 （①＋②）
60 会社法・商業登記法11 10/17(日) 10/20(水)
61 会社法・商業登記法12 （①＋②）
62 会社法・商業登記法13 10/21(木) 11/11(木) 10/23(土)
63 会社法・商業登記法14 10/24(日) 10/27(水)
64 会社法・商業登記法15 （①＋②）
65 会社法・商業登記法16 10/28(木) 10/30(土)

66 会社法・商業登記法17 10/31(日) 11/3(水)

67 会社法・商業登記法18 （①＋②）

68 会社法・商業登記法19 11/7(日) 11/25(木) 11/10(水)

69 会社法・商業登記法20 （①＋②）

70 会社法・商業登記法21 11/11(木) 11/13(土)

71 会社法・商業登記法22 11/14(日) 11/17(水)

72 会社法・商業登記法23 （①＋②）

73 会社法・商業登記法24 11/18(木) 11/20(土)

74 会社法・商業登記法25 11/21(日) 12/9(木) 11/24(水)

75 会社法・商業登記法26 （①＋②）

76 会社法・商業登記法27 11/25(木) 11/27(土)

77 会社法・商業登記法28 11/28(日) 12/1(水)

78 会社法・商業登記法29 （①＋②）

79 会社法・商業登記法30 12/2(木) 12/4(土)

80 会社法・商業登記法31 12/5(日) 12/23(木) 12/8(水)

81 民訴・民執・民保1 （①＋②）

82 民訴・民執・民保2 12/9(木) 12/11(土)

83 民訴・民執・民保3 12/12(日) 12/15(水)

84 民訴・民執・民保4 （①＋②）

85 不動産登記法（記述）1 12/16(木) 12/18(土)

86 民訴・民執・民保5 12/19(日) 1/20(木) 12/22(水)

87 民訴・民執・民保6 （①＋②）

88 不動産登記法（記述）2 12/23(木) 12/25(土)

89 民訴・民執・民保7 12/26(日) 12/29(水)

90 民訴・民執・民保8 （①＋②）

91 不動産登記法（記述）3 1/6(木) 1/8(土)

92 民訴・民執・民保9 1/9(日) 1/12(水)

93 民訴・民執・民保10 （①＋②）

94 不動産登記法（記述）4 1/13(木) 2/3(木) 1/15(土)

95 民訴・民執・民保11 1/16(日) 1/19(水)

96 民訴・民執・民保12 （①＋②）

97 不動産登記法（記述）5 1/20(木) 1/22(土)

98 供託法・司法書士法1 1/23(日) 1/26(水)

99 供託法・司法書士法2 （①＋②）

100 不動産登記法（記述）6 1/27(木) 2/17(木) 1/29(土)

101 供託法・司法書士法3 1/30(日) 2/2(水)

102 供託法・司法書士法4 （①＋②）

103 不動産登記法（記述）7 2/3(木) 2/5(土)

104 供託法・司法書士法5 2/6(日) 2/9(水)

105 刑法1 （①＋②）

106 商業登記法（記述）1 2/10(木) 3/10(木) 2/12(土)

107 商業登記法（記述）2 2/17(木) 2/19(土)

108 刑法2 2/20(日) 2/23(水)

109 刑法3 （①＋②）

110 商業登記法（記述）3 2/24(木) 2/26(土)

111 刑法4 2/27(日) 3/2(水)

112 刑法5 （①＋②）

113 商業登記法（記述）4 3/3(木) 3/24(木) 3/5(土)

114 刑法6 3/6(日) 3/9(水)

115 刑法7 （①＋②）

116 商業登記法（記述）5 3/10(木) 3/12(土)

117 憲法1 3/13(日) 3/16(水)

118 憲法2 （①＋②）

119 商業登記法（記述）6 3/17(木) 4/7(木) 3/19(土)

120 憲法3 3/20(日) 3/23(水)

121 憲法4 （①＋②）

122 商業登記法（記述）7 3/24(木) 3/26(土)

123 憲法5 3/27(日) 3/30(水)

124 憲法6 （①＋②）

通学部（LIVE）

通信部ＤＶＤの
商品内容について
■発送日以降のお申込みも受

け付けます。既に発送日が
経過した回の教材について
は、次回発送日に一括発送
します。

■左記表の各発送日は、各発
送日の5日前までのお申込み
に適用されるものです。

■通信部DVDの最終申込締切
は2022年6月12日（日）です。

WEBスクールの
商品内容について

スタート時期

WEB スクールは配信開始日よ
り随時受講が可能です。
配信開始日以降のお申込も受け
付けます。既に発送日が経過し
た回の教材については、次回発
送日に一括発送します。

教材発送

教材のうちテキスト、記述式教
材等ページ数の厚いものについ
てはご自宅にお届けいたしま
す。レジュメは視聴ページに
PDF でアップしますので基本
的に発送いたしません。なお、
板書図はございません。

視聴期間

視聴期間は 2022 年筆記試験日
までです。

申込締切

最終申込締切は 2022 年 6 月
12 日（日）です。

■ 4・5月スタート ■ 4・5月スタート
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リアリスティック一発合格
松本基礎講座  スケジュール（通学・DVD・WEB） リアリスティック一発合格

松本基礎講座  スケジュール（通学・DVD・WEB）

通学部生の
WEBフォロー
通学部の全科目一括受講生は
受講者特典マイページ（WEB）
でも講義が視聴可能です。
●配信日程
WEB スクール配信日程と同じ
です。

木曜日の LIVE 講義
　→ 2 日後（土曜日配信）
日曜日の LIVE 講義
　→ 3 日後（水曜日配信）

※テキストや配付資料は本校に
てお受け取り下さい。

●登録方法
辰已 HP ＞
受講者特典マイページ

→初めて辰已のWEBサービス
をご利用になる方

画面下部「ログイン ID をお持
ちでない方」からご登録下さい。

→以前辰已WEBスクール通常
会員にご登録されている方

受講者特典マイページが自動で
作成されておりますので、新規
登録は必要ございません。
WEB スクール利用時と同じ ID
またはメールアドレスでログイ
ン可能です。

■オプション講座：2022 年司法書士オー
プン総合編と全国総合模試は 2022 年 4
～ 6月に実施いたします。詳細は後日お
知らせいたします。

リアリスティック導入講義＆オリエンテーション講義
回数 タイトル DVD WEBスクール

発送日 配信日程
1 7/1(木)
2

4 8/5(木) 7/24(土)
5 9/30(木) 9/22(水)

本編 ※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは原則２コマです。

回数 科目 DVD WEBスクール
日曜 木曜 発送日 配信日程

①14:00-17:15 18:45-22:00
科目別講義 記述講義 ②18:15-21:30

1 民法1 7/1(木)
2 民法2
3 民法3
4 民法4
5 民法5
6 民法6
7 民法7
8 民法8
9 民法9
10 民法10
11 民法11
12 民法12
13 民法13
14 民法14
15 民法15
16 民法16
17 民法17
18 民法18
19 民法19
20 民法20
21 民法21
22 民法22
23 民法23 7/22(木)
24 民法24
25 民法25 7/1(木) 7/3(土)
26 民法26 7/11(日) 7/14(水)
27 民法27 （①＋②）
28 民法28 7/15(木) 7/17(土)

不動産登記法の全体像
29 不動産登記法1 7/25(日) 8/5(木) 7/28(水)
30 不動産登記法2 （①＋②）
31 不動産登記法3 7/29(木) 7/31(土)
32 不動産登記法4 8/1(日) 8/19(木) 8/4(水)
33 不動産登記法5 （①＋②）
34 不動産登記法6 8/5(木) 8/7(土)
35 不動産登記法7 8/8(日) 8/11(水)
36 不動産登記法8 （①＋②）
37 不動産登記法9 8/12(木) 8/14(土)
38 不動産登記法10 8/19(木) 9/9(木) 8/21(土)
39 不動産登記法11 8/22(日) 8/25(水)
40 不動産登記法12 （①＋②）
41 不動産登記法13 8/26(木) 8/28(土)
42 不動産登記法14 8/29(日) 9/1(水)
43 不動産登記法15 （①＋②）
44 不動産登記法16 9/2(木) 9/23(木) 9/4(土)
45 不動産登記法17 9/5(日) 9/8(水)
46 不動産登記法18 （①＋②）
47 不動産登記法19 9/12(日) 9/15(水)
48 不動産登記法20 （①＋②）
49 不動産登記法21 9/16(木) 9/18(土)

会社法・商業登記法の全体像
50 会社法・商業登記法1 9/19(日)② 9/30(木) 9/22(水)
51 会社法・商業登記法2 9/23(木) 9/25(土)
52 会社法・商業登記法3 9/26(日) 10/14(木) 9/29(水)
53 会社法・商業登記法4 （①＋②）
54 会社法・商業登記法5 9/30(木) 10/2(土)
55 会社法・商業登記法6 10/3(日) 10/6(水)
56 会社法・商業登記法7 （①＋②）

3

リアリスティック導入講義　民法の全体像①
リアリスティック導入講義　民法の全体像②

「オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～」
リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像
リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像

開講直前ガイダンス

通学部

通学部（LIVE)

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

辰已ストリーミングチャンネル（無

料）でご視聴下さい。

※全科目一括申込の方は受講者特典

マイページでも視聴できます。

7/1（木）時点で既に配

信中

7/1（木）時点で既に配

信中

受講者特典マイページでご視聴下さ

い（全科目一括申込者）。

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

本編 ※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは原則２コマです。

回数 科目 DVD WEBスクール
日曜 木曜 発送日 配信日程

①14:00-17:15 18:45-22:00
科目別講義 記述講義 ②18:15-21:30

57 会社法・商業登記法8 10/7(木) 10/28(木) 10/9(土)
58 会社法・商業登記法9 10/10(日) 10/13(水)
59 会社法・商業登記法10 （①＋②）
60 会社法・商業登記法11 10/17(日) 10/20(水)
61 会社法・商業登記法12 （①＋②）
62 会社法・商業登記法13 10/21(木) 11/11(木) 10/23(土)
63 会社法・商業登記法14 10/24(日) 10/27(水)
64 会社法・商業登記法15 （①＋②）
65 会社法・商業登記法16 10/28(木) 10/30(土)

66 会社法・商業登記法17 10/31(日) 11/3(水)

67 会社法・商業登記法18 （①＋②）

68 会社法・商業登記法19 11/7(日) 11/25(木) 11/10(水)

69 会社法・商業登記法20 （①＋②）

70 会社法・商業登記法21 11/11(木) 11/13(土)

71 会社法・商業登記法22 11/14(日) 11/17(水)

72 会社法・商業登記法23 （①＋②）

73 会社法・商業登記法24 11/18(木) 11/20(土)

74 会社法・商業登記法25 11/21(日) 12/9(木) 11/24(水)

75 会社法・商業登記法26 （①＋②）

76 会社法・商業登記法27 11/25(木) 11/27(土)

77 会社法・商業登記法28 11/28(日) 12/1(水)

78 会社法・商業登記法29 （①＋②）

79 会社法・商業登記法30 12/2(木) 12/4(土)

80 会社法・商業登記法31 12/5(日) 12/23(木) 12/8(水)

81 民訴・民執・民保1 （①＋②）

82 民訴・民執・民保2 12/9(木) 12/11(土)

83 民訴・民執・民保3 12/12(日) 12/15(水)

84 民訴・民執・民保4 （①＋②）

85 不動産登記法（記述）1 12/16(木) 12/18(土)

86 民訴・民執・民保5 12/19(日) 1/20(木) 12/22(水)

87 民訴・民執・民保6 （①＋②）

88 不動産登記法（記述）2 12/23(木) 12/25(土)

89 民訴・民執・民保7 12/26(日) 12/29(水)

90 民訴・民執・民保8 （①＋②）

91 不動産登記法（記述）3 1/6(木) 1/8(土)

92 民訴・民執・民保9 1/9(日) 1/12(水)

93 民訴・民執・民保10 （①＋②）

94 不動産登記法（記述）4 1/13(木) 2/3(木) 1/15(土)

95 民訴・民執・民保11 1/16(日) 1/19(水)

96 民訴・民執・民保12 （①＋②）

97 不動産登記法（記述）5 1/20(木) 1/22(土)

98 供託法・司法書士法1 1/23(日) 1/26(水)

99 供託法・司法書士法2 （①＋②）

100 不動産登記法（記述）6 1/27(木) 2/17(木) 1/29(土)

101 供託法・司法書士法3 1/30(日) 2/2(水)

102 供託法・司法書士法4 （①＋②）

103 不動産登記法（記述）7 2/3(木) 2/5(土)

104 供託法・司法書士法5 2/6(日) 2/9(水)

105 刑法1 （①＋②）

106 商業登記法（記述）1 2/10(木) 3/10(木) 2/12(土)

107 商業登記法（記述）2 2/17(木) 2/19(土)

108 刑法2 2/20(日) 2/23(水)

109 刑法3 （①＋②）

110 商業登記法（記述）3 2/24(木) 2/26(土)

111 刑法4 2/27(日) 3/2(水)

112 刑法5 （①＋②）

113 商業登記法（記述）4 3/3(木) 3/24(木) 3/5(土)

114 刑法6 3/6(日) 3/9(水)

115 刑法7 （①＋②）

116 商業登記法（記述）5 3/10(木) 3/12(土)

117 憲法1 3/13(日) 3/16(水)

118 憲法2 （①＋②）

119 商業登記法（記述）6 3/17(木) 4/7(木) 3/19(土)

120 憲法3 3/20(日) 3/23(水)

121 憲法4 （①＋②）

122 商業登記法（記述）7 3/24(木) 3/26(土)

123 憲法5 3/27(日) 3/30(水)

124 憲法6 （①＋②）

通学部（LIVE)

通信部ＤＶＤの
商品内容について
■発送日以降のお申込みも受

け付けます。既に発送日が
経過した回の教材について
は、次回発送日に一括発送
します。

■左記表の各発送日は、各発
送日の5日前までのお申込み
に適用されるものです。

■通信部DVDの最終申込締切
は2022年6月12日（日）です。

WEBスクールの
商品内容について

スタート時期

WEB スクールは配信開始日よ
り随時受講が可能です。
配信開始日以降のお申込も受け
付けます。既に発送日が経過し
た回の教材については、次回発
送日に一括発送します。

教材発送

教材のうちテキスト、記述式教
材等ページ数の厚いものについ
てはご自宅にお届けいたしま
す。レジュメは視聴ページに
PDF でアップしますので基本
的に発送いたしません。なお、
板書図はございません。

視聴期間

視聴期間は 2022 年筆記試験日
までです。

申込締切

最終申込締切は 2022 年 6 月
12 日（日）です。

■ 7月スタート ■ 7月スタート
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リアリスティック一発合格
松本基礎講座  受講料（税込）

講座コード 受講料
通学部 通信部WEB 通信部DVD 通信部WEB+DVD
辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格

リアリスティック・フルパック（①+②） C1051＊ ¥502,100 ¥502,100 ¥531,500 ¥504,925 ¥554,500

① 全科目一括 C1052＊ ¥444,000 ¥444,000 ¥474,200 ¥450,490 ¥494,300

科目別 民法 C1053＊ ¥107,100 ¥114,600 ¥108,870 ¥119,600
不動産登記法 C1054＊ ¥75,700 ¥80,900 ¥76,855 ¥84,500
会社法（商法）・商業登記法 C1055＊ ¥111,700 ¥119,500 ¥113,525 ¥124,700
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 C1056＊ ¥43,200 ¥46,300 ¥43,985 ¥48,300
供託法・司法書士法 C1057＊ ¥18,000 ¥19,300 ¥18,335 ¥20,100
刑法 C1058＊ ¥25,200 ¥27,000 ¥25,650 ¥28,200
憲法 C1059＊ ¥21,600 ¥23,100 ¥21,945 ¥24,100
不動産登記法（記述式） C1060＊ ¥25,200 ¥27,000 ¥25,650 ¥28,200
商業登記法（記述式） C1061＊ ¥25,200 ¥27,000 ¥25,650 ¥28,200

② オプション講座 一括（解説講義あり） ¥84,500 ¥84,500 ¥92,400 ¥87,780 ¥96,800
単体 司法書士オープン【総合編】解説講義あり ¥73,700 ¥73,700 ¥80,600 ¥76,570 ¥84,400

司法書士全国総合模試　解説講義あり ¥15,200 ¥15,200 ¥16,700 ¥15,865 ¥17,500

（教育訓練給付金対象講座。下記注意事項を参照）リアリスティック
一発合格
松本基礎講座

通学部の科目別申
込はございません。

■お申込みの際は、受講形態の選択と注意事項を必読の上で、上記受講料表にあてはめ、お申込みください。
(1)受講形態をお選びいただきます。講座コードの「＊」の部分に下記の会場コード（アルファベット）をあてはめてください。

(2)注意事項
【通学部定員制について】
通学部は定員制となっております。定員に達した場合、以後のお申込みをお断りする場合がございます。あらかじめご了承願います。

【代理店でのお取扱いについて】
通学部および通信部WEB受講は、生協等の代理店でのお申込みはできません。本校窓口にお問い合わせいただくか、辰已ＷＥＢスクール（辰已ＨＰ上）でお申し込みください。

【通信部対応環境について】
DVDはDVD-R対応機種でのみご利用いただけます。ご自身のプレーヤーをご確認のうえお申し込みください。WEBスクールはWEB視聴環境をご確認のうえお申し込みください。

【オプション講座について】
・オプション講座に含まれる司法書士オープン総合編および全国総合模試のみでのお申込みはできません。各講座の実施年の2021年7月頃よりお申込みいただけます。
・リアリスティック一発合格松本基礎講座の通信部受講を希望し、オプション講座を通学部での受講を希望する場合は、本校へお問合せください。
・パックに含まれる全国総合模試は6月コースとなります。

■教育訓練給付金についての注意事項

１．教育訓練給付金の対象となるのは、全科目一括の通信部WEB、通信部DVDです。
　　通学部については2021年4月以降、東京本校までお問合せください。（03-3360-3371）、通信部WEB+DVDは対象外になります。

２．教育訓練給付金の申請を希望する方は、お申込みの際、
　　対象講座や申請手続等の詳細について本校でご確認の上、講座をお申し込みください。

通学 東京本校はＨ 通信 ＤＶＤはＲ  通信 ＷＥＢはＥ 通信 WEB+DVDはＷ

辰已本校窓口（東京・大阪）にて割引適用の旨お申し出下さい。証明書類等が必要な割引の場合、お持ち下さい。窓口申込

窓口以外
での申込

辰已WEBスクール
通常会員への登録

1

1

割引後価格を銀行
振込または郵便振替

2

2

払込証書と申込書
の送付

3

3

「購入履歴」の確認4

4

まず「辰已 WEB スクール通常会員」へご登録下さい。
辰已 HP ＞ WEB スクール＞初めての方（新規登録）へ
https://tatsumi-ws.com/users/select/
※既にご登録頂いている場合、再登録は不要です。
※WEBスクール画面上からも講座のお申し込みは可能ですが、割引適用（早割除く）する場合は、WEBスクール上では講座のお申し込みはできません。
　以下②をご利用下さい。
※早割は、WEBスクール上にてお客様ご自身でお申込手続可能です。

払込証書の原本またはコピーを後記の宛先までお送り下さい。
その際、以下の必要事項が記載された申込書または別紙も同封をお願いいたします。
証明書類等が必要な割引の場合、証明書類も同封の必要がございます。
※申込書（PDF）は辰已 HP からダウンロードできます。辰已 HP 左下「受講申込方法」＞各種講座専用申込書へ

＜必要記載事項＞
WEBスクール登録アドレス・郵便番号・住所・氏名・電話番号・生年月日・申込講座名・講座コード・振込金額・対象
となる割引の種別（Re-Try 割引など）

＜払込証書等送付先＞
〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-3-6　講座申込係

必要書類を確認次第、お客様の WEB スクールページ「購入履歴」に商品を追加いたします。
「辰已法律研究所 WEB スクール【注文・決済完了】のお知らせ」というタイトルのメールが届きますので、
WEB スクールの購入履歴をご確認下さい。

＜受講料振込先口座＞
・銀行振込 三菱 UFJ 銀行 新宿通支店 ( 普 )2083805　辰已法律研究所
 三井住友銀行 飯田橋支店 ( 普 )596098　 辰已法律研究所
 みずほ銀行 新宿西口支店 ( 普 )1085881　辰已法律研究所

・郵便振替 00190-9-65773　辰已法律研究所
★ご自身が割引対象になるかの確認や、割引後価格の確認は、以下までお問合せ下さい。

・メール　info1@tatsumi.co.jp

WEBスクールへの割引適用方法

★本講座の申込方法…詳細は本体P.52 をご確認ください。

※各種割引については大学生協・提携書店ではお取り扱いしておりません。
▲教育ローンは購入合計金額 3万円以上でご利用いただけます。

WEB
スクール

大学
生協

〒
郵便振替

提携
書店

BANK
銀行振込

デリバリー
代金引換

教育
ローン

E
ローン

辰已
窓口
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各種割引制度 ※下記の 1 ～ 3 については代理店申込、オンライン決済の場合には適用になりません。
※ 1 ～ 3 の割引は併用できません。その他の割引とも併用できません。

1 他資格からのトライアル割引
受講料から

15％
割引 

対 象 者：行政書士、宅建士、社労士、など法律系国家資格をお持ちの方、
または過去１年以内にこれらの資格の講座を受講されている方

対象講座：リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括またはリ
アリスティックフルパック

必要書類：合格証、資格の保有を証明できる書類または受講証

制度 特典内容 対象者・対象講座・必要書類等

3 Re-Try 割引
受講料から

15％
割引 

対 象 ① これまで予備校を利用せずに独学で勉強してきたが、松本式の
学習法に共鳴し、この機会に直接松本講師の指導を受けたいと
思っている方（独学者支援）

対 象 ② 司法書士本試験受験経験のある方で、中々合格ラインに届かな
いので、これを機会に松本式の勉強法でもう一度基礎固めをし
て一気にいきたい方（受験経験者支援）

対 象 ③ 過去に司法書士の入門講座（辰已 or 他校）を受講したが、挫折
した or 理解不十分なので、この機会に松本式の勉強法で、もう
一度基礎からやり直してみたい方（基礎再受講者支援）

対象講座：リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括またはリ
アリスティックフルパック

必要書類：所定の申請書にご記入いただきます（辰已法律研究所ホームペー
ジよりダウンロード可）。

2 在学生キャッシュバック
受講料の

15％
キャッシュバック 

対 象 者：学生（大学生・短大生・大学院生・専門学校生）
対象講座：リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括またはリ

アリスティックフルパック
必要書類：学生証、キャッシュバック申請書（辰已法律研究所ホームペー

ジよりダウンロード可）

4 スタディメイト支援 3万円分の
図書カード

進呈

対 象 者：２名以上で一緒にお申込された方
対象講座：リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括またはリ

アリスティックフルパック
必要書類：スタディメイト申請書
※代理店でのお申込みにも適用されますが、申請は辰已法律研究所に行っ

て下さい。
　（TEL.03-3360-3371）

合格者・研修費用贈呈

書籍プレゼント

2022 年度の司法書士試験に見事最終合格された
暁に、お祝いといたしまして「リアリスティック一発
合格松本基礎講座」へのお支払金額（オープン・模
試の部分は含まず）の半額を司法書士会の研修費
用などに活用していただくために贈呈いたします。
2022 年合格を果たすべく頑張ってください。

下記書籍全冊をプレゼント（全科目一括以上の申込者に限る）

お支払い額の50％ ◆対 象 者：2022 年度の司法書士試験に最終合格された方
◆対象講座：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括またはリアリス

ティックフルパックをお申込みの方　
◆手　　続：本制度の適用には申請が必要となります。申請期限は 2022 年度司法

書士試験最終合格発表から 1 ヶ月です。
◆申請条件：合格体験記（3,000 文字以上。氏名・写真掲載）の提出が申請の条件

となります。
手続の詳細については、2022 年筆記試験合格発表後に当研究所のＨＰで告知します。
※本制度は、代理店で講座をお申込みになった場合には適用されません。 
※割引制度を利用して申し込まれた場合は、割引後の価格を算定の基準とします。
※受講料のお支払いにローンをご利用の場合、申請日までにローンが完済されていることが申請の条件となります。

リアリスティック
民事訴訟法・
民事執行法・
民事保全法

リアリスティック
供託法・司法書士法

リアリスティック
憲法

リアリスティック
刑法

リアリスティック
民法 

全 3 冊

リアリスティック
不動産登記法

全 2 冊

リアリスティック
会社法・商業登記法

全 2 冊

リアリスティック
不動産登記法
記述式 第 2 版

リアリスティック
商業登記法

記述式 第 2 版
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